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＜略語集＞ 
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Special Financial Market Stabilization Funds, 
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SSM Single Supervisory Mechanism 単一監督メカニズム 
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第 1章 金融制度概要1 

1. 金融機関の種類 

ドイツの金融機関としては、「ドイツ銀行法（German Banking Act, Gesetz über 

das Kreditwesen, KWG）」第 1 条第 1 項に規定される「与信機関（以下、銀行）

（credit institution, Kreditinstitute）」及び同法第 1 条第 1a 項に規定される「金融サ

ービス機関（financial service institution, Finanzdienstleistungsinstitute）」、「保険

会社監督法（Act on the Supervision of Insurance Undertakings, Gesetz über die 

Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen, VAG）」に規定される「保険会社

（insurance undertakings, Versicherungsunternehmen）」及び「年金基金（pension 

funds, Pensionsfonds）」がある2。 

本稿が主眼とする銀行は、商業目的で、或いは、商業的に組織された事業体を要す

る規模で銀行業務（banking business, Bankgeschäfte）を行う。銀行業務とは、預金

受 入 （ deposit business, Einlagengeschäft ） や 信 用 供 与 （ credit business, 

Kreditgeschäft）、手形割引（discount business, Diskontgeschäft）等の伝統的業務に

加 え て 、 金 融 商 品 の 委 託 売 買 業 務 （ principal broking services, 

Finanzkommissionsgeschäft ） や 金 融 商 品 の 引 受 （ underwriting business, 

Emissionsgeschäft）等の証券業務を含む、所謂、ユニバーサルバンキング・サービス

の提供である。なお、金融サービス機関は銀行法に従うものの、銀行ではない組織と

定義されている3。 

 

(1) 銀行の業態「3本柱の構造」 

ドイツの金融機関の中心は銀行であり、その大部分がユニバーサルバンキング・サ

ービスを提供するユニバーサルバンク（Universalbanken）である4。ユニバーサルバ

ンクは、銀行全体の総資産の 80.1%を占めている（次表）。ユニバーサルバンク以外

の銀行には、業務を特化した専門銀行（Spezialbanken）が存在する。 

ドイツのユニバーサルバンクは、銀行の所有形態及び営業目的の違いにより、商業

銀行、公的部門銀行、信用協同組合の 3 つに分類される。ドイツの特徴は、公的部門

銀行や信用協同組合の存在感が大きいことであり、それ故、「3 本柱の構造」（three 

pillar structure, Drei-Säulen-Struktur）と呼ばれる。 

  

 
1  特に断りの無い限り、本章における数値（資産残高、資産比率、機関数、支店数等）は 2023年 12月末時点である。 
2 銀行と金融サービス機関及び業務の英訳は、ドイツ連邦銀行による銀行法の仮訳に基づく。 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.html?nn=8379954 (閲覧日：2024年 4月
16日) 

保険会社と年金基金の英訳は、連邦金融監督庁(BaFin)による保険会社監督法の仮訳に基づく。 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_vag_en_va.html (閲覧日：2024年 4月 16日) 
3 金融サービス機関は、商業目的で、或いは、商業的に組織された事業体を要する規模で金融サービスを提供する。金融サ
ービスには、金融商品の売買仲介（investment broking, Anlagevermittlung）、金融商品の売買等に関する助言
（investment advice, Anlageberatung）、顧客保有の金融商品の裁量的管理（portfolio management, 
Finanzportfolioverwaltung）、ファイナンシャルリース業務（financial leasing, Finanzierungsleasing）等が含まれる。 

4 羽森（2012） 
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図表 1: ドイツにおける銀行の業態分類（2023 年 12 月末） 

形態 グループ 業態 機関数 
総資産(10億ユーロ) 

（シェア） 
業態定義 法的根拠 特徴 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク 

①
商
業
銀
行
（C

co
m

m
ercia

l b
a

n
k

s, K
ed

itb
a

n
k

en

） 

大銀行 

(Big banks, 

Großbanken) 

3 

240 

2,385.6 

(22.9%) 

4,743.2 

(45.6%) 

ドイツ銀行､コメル

ツ銀行､ウニクレデ

ィト（ヒポ・フェ

ラインス）銀行 

銀行法 

全国店舗網を通じて、

個人・法人・機関投資

家等に多様な金融サー

ビスを提供する、規模

の大きい銀行 

地方銀行、 

その他商業銀行 

(Regional banks and 

other commercial 

banks, 

Regionalbanken und 

sonstige 

Kreditbanken) 

130 
1,850.1 

(17.8%) 

地方銀行及びその

他の民間商業銀行 
銀行法 

地域的に営業する銀行

及び全国に展開する銀

行 

外国銀行支店 

(Branches of foreign 

banks, Zweigstellen 

ausländischer 

Banken) 

107 
507.5 

(4.9%) 

外国銀行の支店・

出張所等 
銀行法 

外国銀行のドイツ支店

等 

②
公
的
部
門
銀
行(P

u
b

lic secto
r in

stitu
tio

n
s, 

Ö
ffen

tlich
-rech

tlich
e In

stitu
te) 

貯蓄銀行 

(Savings banks, 

Sparkassen) 

354 

360 

1,557.0 

(15.0%) 

 

2,415.0 

(23.2%) 

地方公共団体が所

有し、域内の顧客

をターゲットにし

ている銀行 

 

銀行法 

公法 

（州法） 

利潤追求よりも公益性

や地域性を重視し、主

に個人の貯蓄を引受

け、個人に融資する

が、中小企業向けの商

業銀行機能もある 

州立銀行・デカバンク 

(Landesbanken と

DekaBank Deutsche 

Girozentrale) 

6 

858.0 

(8.3%) 

 

州政府と貯蓄銀行

協会が出資する銀

行 

 

銀行法 

公法 

（州法） 

貯蓄銀行の中央機関

で、一般的には地方の

貯蓄銀行や州政府等に

より保有。通常、州政

府、地方公共団体の銀

行業務を担う。貯蓄銀

行の中央決済機関でも

ある 

③

信

用

協

同

組

合

(In
stitu

tes 
in

 
th

e 

co
o

p
era

tiv
e 

se
cto

r, 
In

stitu
te

 
d

e
s 

G
en

o
sse

n
sch

a
ftsse

k
to

rs) 

信用協同組合 

(Credit cooperatives, 

Kredit- 

genossenschaften) 

694 
1,171.8 

(11.3%) 

組合員が出資す

る、組合員のため

の銀行 

協同組合法 

銀行法 

協同組合として登録さ

れた銀行であり、組合

員への貸付を通じて組

合員の利益を図る。ただ

し、非組合員との取引

も増加。伝統的な信用

協同組合は、フォルク

スバンクやライファイ

ゼンバンク 

専
門
銀
行

(S
p

ecia
lised

 

b
a

n
k

s, 

S
p

ezia
lb

a
n

k
en

) 

不動産抵当銀行 

（Mortgage banks, 

Realkreditinstitute） 

7 40 
224.2 

(2.2%) 

2,067.7 

(19.9%) 

原則、預金を扱

わず不動産融資

を実施する銀行 

ファンド 

ブリーフ法 

ファンドブリーフ債を

発行し、資金の調達、

貸付を行う 
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建築貸付組合 

（Building and loan 

associations, 

Bausparkassen） 

15 
259.5 

(2.5%) 

住宅建設に係る

貯蓄・融資に特

化した銀行 

銀行法、 

建築貸付 

組合法、 

公法（州

法） 

建築費用を融資する 

特別な目的を持った 

銀行。民間建築貸付 

組合 9、公法建築貸付

組合 6の計 15組合が 

ある 

特殊銀行 

(Banks with special, 

development and other 

central support tasks, 

Banken mit Sonder-, 

Förder- und sonstigen 

zentralen 

Unterstützungsaufgab

en) 

18 
1,584.0 

(15.2%) 

特定の政策目的 

のために設立さ

れた銀行 

各機関 

根拠法 

連邦政府または州政府

による決められた政策

目的（対象地域におけ

る経済開発の促進等）

に特化（KfW等） 

計  1,334 10,397.8(100.0%)    

（注 1）商業銀行は、ドイツ語の Kreditbanken の直訳に従えば信用銀行となるが、ドイツ連邦銀行が Commercial banks と英訳している

ことに従い、本稿も Kreditbanken を商業銀行と訳す。 

（注 2）公的部門銀行は、州立銀行、貯蓄銀行、デカバンクから構成されるが、ドイツ連邦銀行の統計上、デカバンクは州立銀行に区分

される。 

（注 3）信用協同組合中央銀行（DZ Bank）は専門銀行に区分されていたが、2016年 7月以降は信用協同組合に区分されている。 

（出所）ドイツ連邦銀行, ”Monthly Report March 2024,” https://www.bundesbank.de/en/publications/reports/monthly-reports （閲覧

日：2024年 4月 16日） 

“Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in Deutschland Bankgeschäftliche 

Informationen 2 2020”, https://www.bundesbank.de/en/tasks/banking-supervision/documentation/publications-623084 

“Glossary”, https://www.bundesbank.de/en/homepage/glossary 

 

また、ドイツにおいて資産規模が大きい上位 10行は以下の通りである。 

図表 2: 総資産上位 10行（2023 年 12 月末、億ユーロ） 

銀行名 総資産 業態 

Deutsche Bank 13,123 商業銀行 

（参考：DB Privat-und Firmenkundenbank 2019 年末） （2,876） ― 

（参考：Deutsche Postbank 2017 年末） （1,453） ― 

KfW Group 5,607 専門銀行 

Commerzbank AG 5,172 商業銀行 

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank （DZ Bank AG） 3,755 信用協同組合中央銀行 

Landesbank Baden-Württemberg （LBBW Bank） 3,031 州立銀行 

Bayerische Landesbank Group 2,734 州立銀行 

UniCredit Bank AG （HypoVereinsbank） 2,729 商業銀行 

Landesbank Hessen-Thüringen（Helaba Group） 2,021 州立銀行 

ING-DiBa AG 1,955 商業銀行 

NRW.BANK 1,613 専門銀行 

（注）HypoVereinsbankは、UniCreditによる買収後も、従来の呼称が引き続き使われている。 

（出所）各銀行アニュアルレポート、財務諸表を基に作成 
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(2) 商業銀行（commercial banks, Kreditbanken） 

第一の柱である商業銀行は、利潤追求を目的とした民間銀行で、（i）大銀行（big 

banks, Großbanken）、（ii）地方銀行（regional banks and other commercial banks, 

Regionalbanken und sonstige Kreditbanken）、（iii）外国銀行の支店（branches of 

foreign banks, Zweigstellen ausländischer Banken）、（ iv）個人銀行（ private 

bankers, Privatbankiers）の 4 つに分類される。商業銀行の資産規模は銀行全体の

45.6%を占め、公的部門銀行や信用協同組合の資産規模と比べて大きい。しかし、商

業銀行の銀行数・支店数は、公的部門銀行や信用協同組合の銀行数・支店数と比べて

少ない。 

（i）大銀行（Großbanken） 

大銀行はグローバルに展開する拠点網を通じ、個人・法人・機関投資家を対象とし

て多様なサービスを提供する、地域的、業務的に多岐に亘るユニバーサルバンクであ

る。大銀行 3 行の総資産は、銀行全体の 22.9%、商業銀行全体の 50.3%を占めている

（2023 年 12 月末）。ドイツ連邦銀行（Deutsche Bundesbank）の統計によると、大

銀行は、ドイツ銀行（Deutsche Bank）、コメルツ銀行（Commerzbank）、ウニクレ

ディト（ヒポ・フェラインス）銀行（UniCredit Bank（HypoVereinsbank））5の 3行

である6。これらの内、ドイツ銀行の規模が群を抜いており、総資産（約 13,123 億ユ

ーロ、2023 年末）は大銀行第 2 位のコメルツ銀行（約 5,172 億ユーロ、2023 年末）

の 2倍以上に達する（前掲図表）。 

ドイツ銀行は 1870 年にベルリンで創設された7。当時のドイツでは、産業化の進展

に伴い、企業の資金需要が拡大していた。こうした中、アーデルベルト・デルブリュ

ック氏（Adelbert Delbrück）はドイツ銀行を立ち上げ、全ての銀行業務を営み、特に

ドイツとその他欧州諸国や海外市場との貿易関係の促進に努めた。ドイツ銀行と同時

期に、コメルツ銀行（1870 年）とドレスナー銀行（1872 年）も創設され、これら 3

行は「3大銀行」と呼ばれ、長きに亘り、ドイツの商業銀行の中心的存在であった8。 

ヒポ・フェラインス銀行は、当時のドイツで最大の地方銀行であったバイエリッシ

ェ・フェラインス銀行（Bayerische Vereinsbank AG）と、専門銀行の 1つであったバ

イエリッシュ抵当振替銀行（Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG）が、シ

ェア拡大等を目的として 1998 年に合併して誕生した9。同行は 2005 年にイタリアの

ウニクレディト・グループに買収され、2009 年にウニクレディト銀行（UniCredit 

Bank AG）に社名を変更した。 

ポストバンクは、元々、政府が保有する郵政事業の 1つであったが、1995年に株式

会社化された。1999年には、郵便事業を運営するドイツポストの完全子会社となった

が10、現在はドイツ銀行と統合している。ポストバンクについては第 2 章で詳述する。 

歴史的には、大銀行は大企業と密接な関係を築き、ハウスバンク（Hausebank、日

本におけるメインバンクと同じ位置づけ）と呼ばれた。大銀行は、ハウスバンクとし

 
5 2009年に UniCredit Bank AGに名称変更したが、ブランド名の HypoVereinsbankを引き続き使用している。 
6 2009年 11月まではドレスナー銀行も大銀行に含まれていたが、コメルツ銀行に買収された。2004年 12月から 2018年 4

月まではポストバンク、2018年 5月以降はドイツ銀行の子会社となった DB PFKも大銀行に含まれていたが、ドイツ銀
行と統合した。 

7 ドイツ銀行による沿革解説に基づく（閲覧日：2020年 8月 3日） 

https://www.db.com/company/en/media/Deutsche-Bank-History--Chronicle-from-1870-until-today.pdf 
8 羽森（2012） 
9 落合（1997） 
10 林（2006） 
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て、関係の深い大企業の資金調達を支えると共に、投資銀行業務を提供したり、持ち

株を通じて財務基盤の安定に貢献したりした11。もっとも、1990 年以降、大銀行は持

ち株を手放していった。背景として、金融機関を取り巻く環境が変化し、対応が求め

られる中、余裕資金を捻出する必要があったこと、自己資本の強化を求められたこと、

高い利益を期待される中で最適なビジネスパートナーを柔軟に選択する動きが活発化

したこと等が挙げられる12。 

（ii）地方銀行（Regionalbanken und sonstige Kreditbanken） 

地方銀行は 130 行存在し、その総資産は、銀行全体の 17.8%、商業銀行全体の

39.0%を占めている。この中には地方・地域に営業範囲を限定した銀行もあれば、全

国的に営業を展開する銀行もある。業務の内容に関しては、大銀行と大きな差は無い

13。 

（iii）外国銀行の支店（Zweigstellen ausländischer Banken） 

外国銀行の存在感は限定的であり、その総資産は銀行全体の 4.9%、商業銀行全体

の 10.7%にとどまる。外国銀行によるドイツのリテール金融市場への進出は、貯蓄銀

行や信用協同組合との競争の中での参入が難しく、成功例と失敗例の両方がある14。 

（iv）個人銀行（Privatbankiers） 

個人銀行は、起源を 16 世紀にまで遡る伝統的な銀行で、法人格を持たず一般には

零細であり、特定の顧客や特定業務にのみ特化した業務を行っている15。ただし、ヘ

ルシュタット銀行の倒産を契機とする 1976 年の銀行法改正により、現在では個人銀

行の新設が禁止されている。ドイツ連邦銀行の統計上でも区分が廃止されており、

1999 年以降は地方銀行として分類されている16。現在ドイツ銀行協会に登録されてい

る個人銀行は 15行である17。 

 

 
11 Behr and Reinhard(2015)と金融庁（2014）が詳しい。金融庁（2014）によると、大銀行による上場企業の株式保有は、
大銀行の設立（1870年代）当時から行われていたという。企業の設立時や増資時に発行された株式を銀行が引き受けた
り、財務状況の悪化した企業の債務を株式に転換したりして、銀行による企業の株式保有は増加した。また金融庁
（2014）は、第 2次世界大戦後、ドイツの税法や株式法が、銀行による持ち株を促進するような仕組みであったこと
も、銀行が企業の株式を保有する誘因を高めたと指摘する。更に金融庁（2014）は、銀行が企業に人材を派遣すること
で、企業と日々コミュニケーションをとり、結果として、銀行が最適な資金を提供することが可能となったことも、銀行
が企業の株式を保有する動機になったと述べる。 

12 金融庁（2014） 
13 羽森（2012） 
14 成功例として、オランダの INGグループが 100%株主となった ING-DiBaが挙げられる。ING-DiBaについては後述す
る。スペインのサンタンデール・グループのドイツの現地法人であるサンタンデール消費者銀行（Santander Consumer 

Bank AG）も消費者金融と自動車金融に特化してドイツで急成長した。同グループは、2008年にジェネラル・エレクト
リックと、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドの消費者金融部門を買収し、2011年 2月にはスウェーデンの金融グ
ループ企業 SEBのドイツ現地法人 SEB AGのリテール部門を買収した。これにより、サンタンデール・グループは、約
700万の顧客と 348の支店のネットワークをドイツ国内に獲得した。その後は海外の自動車メーカー系金融との合弁事
業を複数立ち上げている。顧客数、口座数や支店数は減少を続けており、2019年末時点では顧客数が約 430万、支店数
は 210である。スイスの UBSは、富裕層向けのプライベートバンキングをドイツでも展開して成功している。一方で失
敗例として、SEB、米国のシティ・グループ、英国のロイヤルバンク・オブ・スコットランド等のリテール部門、フラン
ス／ベルギー企業所有のデクシア・コムナルバンク、米国のヘッジファンドが所有している IKB Deutsche 

Industriebank、オランダ／ベルギーのフォルティス・フィナンシャル・グループの消費者信用・クレジットカード／住
宅金融事業、オランダの住宅金融会社の DSB銀行等はいずれも、リテール金融部門を売却または廃業して、ドイツのリ
テール金融市場から撤退した。 

15 羽森（2012） 
16 “Bankenstatistiken 01.03.2021”, 153頁, https://www.bundesbank.de/resource/blob/803956/1c53a910ae6632745f06b723

2996c4ee/mL/0-bankenstatistiken-data.pdf 
17 ドイツ銀行協会、https://bankenverband.de/en/association/members/ （閲覧日：2024年 5月 1日） 
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(3) 公的部門銀行（public sector institutions, Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute） 

第二の柱である公的部門銀行は、貯蓄銀行グループとも呼ばれ、地域住民の貯蓄意

識や財産形成の奨励、低所得者層への金融サービスの提供、地域経済の発展の支援、

地方自治体の資金需要の充足を主たる任務としており、利潤追求を主目的としていな

い18。公的部門銀行は三層構造であり、（i）貯蓄銀行（savings banks, Sparkassen）

と（ii）貯蓄銀行の中央機関の役目を果たす州立銀行（Landesbanken）、（iii）貯蓄

銀行の証券会社の役割を果たすデカバンク（Deka Bank）からなる19。公的部門銀行

の資産規模は、銀行全体の 23.2%を占めている。なお、Deutsche Bundesbank の統計

上、デカバンクは州立銀行に含まれている。 

公的部門銀行の特徴として、地方自治体や州などの公的部門が出資主体であること

により、2 つの公的保証が付与されていた点が挙げられる20。1 つ目の「維持責任

（Anstaltslast）」は、銀行の業務継続や債務履行に対し、公的部門が責任を持つとい

うものであり21、2 つ目の「保証責任（Gewährträgerhaftung）」は、銀行が債務不履

行に陥った場合、公的部門が当該債務を弁済するというものであった22。 

現在、維持責任と保証責任は撤廃されている。1999 年に欧州銀行連盟は、これら

公的保証が、EU における競争を阻害する「国家援助（State Aid）」に該当するとし

て、欧州委員会に不服を申し立てた23。欧州委員会とドイツ政府による交渉の結果、

2001年の合意に基づき、これら公的保証の段階的な撤廃が進められた24。 

（i）貯蓄銀行（Sparkassen） 

公的部門銀行の中核である貯蓄銀行は、その殆ど全てが公法により設立された公法

上の機関であり25、利潤追求を主目的とせず、公的及び地域的性格が強い26。例えば、

バイエルン州貯蓄銀行指令第 1 条には、「貯蓄銀行は、地方公共団体により所有され

る独立した商業機関で、活動する地域において市場原理に基づき十分な金融サービス、

貸付サービスを地域社会全体、中小企業経済に提供する公的使命を有する。」と規定

 
18 羽森（2012）、IMF(2011) 
19 本稿の主眼が銀行にあるため、公的部門銀行を三層構造と述べたが、実際の組織は更に分権化している。ドイツ貯蓄銀行
協会（German Savings Banks Association, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, DSGV）によると、公的部門銀行を
構成するのは、本稿で触れた貯蓄銀行、州立銀行、デカバンクに加え、州立建築貸付組合や保険会社、リース会社、フ
ァクタリング会社等であるとされる。 

https://www.dsgv.de/_download_gallery/Publikationen/DSGV_FB-2016_Online_EN.pdf 

なお、DSGVは、地方の貯蓄銀行協会と州立銀行から資金提供を受ける組織であり、銀行政策、法規制、その他内外の
銀行業界の諸課題について傘下の貯蓄銀行グループの利益を代表する。同時に、グループ内での意思決定機関、戦略策
定機関として、地方の貯蓄銀行協会及びグループ内の各機関との協力のもと活動する。 

20 前原（2011） 
21 黒川（2008）、郵便貯金振興会（2007）、齋田（2008）によると、業務継続や債務履行のために必要であるならば、地
方自治体や州は、出資先の公的部門銀行に対して資本注入や流動性供給を行う責任があった。 

22 黒川（2008）によると、債権者は、自らの債権について当該金融機関が保有する資産への請求では不足が生じる部分に
限り、保証責任主体である公的部門に対して残余の請求権を有し、公的部門銀行の出資主体たる地方自治体や州が、公的
部門銀行の債務に関して最終責任を持つとされていた。 

23 EU運営条約第 107条第 1項では、「形式を問わず、国より与えられる援助或いは国家資金より与えられる援助であり、
ある企業またはある商品の生産に便益を与えることによって競争を歪める（恐れがある）ものは、域内市場とは両立しな
い」と定められている。 

24 羽森（2011）によると、具体的には、①2005年 7月 19日以降、維持責任については出資額に見合う有限責任という通
常の出資関係に改正され、保証責任も段階的に廃止される、②既存債務については、償還まで現在の維持責任・保証責
任が適用される、③2001年 7月 19日から 2005年 7月 18日までは移行期間として、現状の維持責任・保証責任が維持
される、④2001年 7月 19日以降に発生し、かつ上記移行期間の最終日に保有する債務については、償還期限が 2005年
12月 31日を超えない条件で維持責任・保証責任が適用される。 

25 黒川（2007）。ただし、こうした公法上の貯蓄銀行の他に、いくつかの自由貯蓄銀行（freie Sparkassen）が存在し、こ
れらは私法上の団体である財団、株式会社等の形態で運営されている。 

26 Behr and Reinhard(2015)。また、黒川（2008）によると、人口 1,000人以下の地域では、貯蓄銀行と信用協同組合しか
金融機関が設置されていないところが殆どであるという。 



 

7 

されている。貯蓄銀行の数は 354 行あり、その総資産は銀行全体の 15.0%、公的部門

銀行の 64.5%を占めている。 

貯蓄銀行の誕生は 18 世紀まで遡る。当時の資料には勤勉と貯蓄が国益に繋がると

の記述があり、貯蓄銀行設立の動機は安全で利子の付く預金を通して貧民層を助け責

任の持てる生活を送るという慈善的かつ教育的なものだった27。1778 年に市民団体に

より、最初の貯蓄銀行（Ersparungskasse der Allgemeinen Versorgungsanstalt in 

Hamburg）がハンブルグで設立されたことを契機に、ドイツ各地で徐々に貯蓄銀行の

数は増加した28。地方自治体による貯蓄銀行として、1801 年に Spar- und Leihkasse 

Göttingen がゲッティンゲンで設立された。1838 年にプロイセン貯蓄銀行法が成立す

ると、当時のプロイセン領内全ての貯蓄銀行が、各地方自治体の管轄下に置かれた。 

貯蓄銀行の公的・地域的性格の強さの背景には、公法で規定される以下の 2 つの原

則がある。これらの原則に従い、貯蓄銀行は、個人向け口座や住宅ローン、融資など

に加え、地方自治体の資金需要の充足や低所得者層への金融サービス、退職者向けサ

ービスの提供などを行ってきた29。 

1 つ目の原則は「公益性原則（Gemeinnützigkeitsprinzip）」である。この原則によ

り、貯蓄銀行は公益性の向上に力点を置き、営業地域内の持続的な経済発展を目指す

ことを基本的な理念としている30。この原則に関連し、貯蓄銀行は、資産の部におい

て、自己勘定での株式投資や外国為替取引のほか、企業資本の取得及び保有が禁止さ

れている。貸出業務においては、営業地域の資金需要を満たすべく配慮しなければな

らない。一方で負債の部においては、貯蓄性預金を中心した長期的預金が大きな比重

を占めている31。 

2 つ目の原則は「地域原則（Regionalprinzip）」である。この原則により、貯蓄銀

行は原則として特定の地域内でのみ営業活動を行わなければならない32。この原則に

関連し、貯蓄銀行は、特定の市町村等の自治体に焦点を絞って業務を行っており、ド

イツ人の半数以上が貯蓄銀行に貯蓄口座又は振替口座を保有している。また、この原

則によって貯蓄銀行間での競争は排除されているため、これまで貯蓄銀行は安定的な

経営が可能であると言われてきた経緯がある。近年の金融危機は、貯蓄銀行にも影響

を与えたが、多くの貯蓄銀行が貸出も含めて保守的な資産運用をしてきたことから、

比較的健全な経営を続けることができた。 

なお注意すべきは、上述した維持責任・保証責任の撤廃後も、貯蓄銀行が有する公

益性・地域性は維持されているという点である33。 

（ii）州立銀行（Landesbanken） 

州立銀行は、州政府や地方貯蓄銀行協会を設立母体としている場合が多い34。歴史

 
27 田渕（2011） 
28 黒川（2008）は、貯蓄銀行の歴史に詳しい。 
29 黒川（2008）は、2つの原則を背景として「地方自治の安定化と自律性、さらには地方における社会的文化的な発展を
支援するという公的課題が貯蓄銀行に与えられているということができる。この点において、貯蓄銀行グループは、商業
銀行グループとは顕著に異なる性格を具有するものといえる」と述べている。 

30 例えば、ドイツで最大の経済規模を有するノルトライン＝ヴェストファーレン州の貯蓄銀行法（Sparkassengesetz）では

貯蓄銀行が、経済的基盤が脆弱な層に支援を行うことが定められている（第 2条第 2項）上、「営利は事業の主たる目的

ではない（Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes）」と定められている（第 2条第 3項）。 
31 黒川（2008） 
32 例えば、前述のノルトライン＝ヴェストファーレン州貯蓄銀行法においては、貸付業務やデリバティブ業務といった業務

の類型ごとに活動可能な地域が定められている（第 3条）。 
33 黒川（2008） 
34 羽森（2012） 
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的にみると、州立銀行は、中央振替銀行（Girozentralen）という別称の通り、州内に

所在する貯蓄銀行間の決済を業務の中心に据えると共に、貯蓄銀行が行うには規模の

点から困難な地域顧客に対する貸出業務や投資銀行業務等を提供していた35。また、

公共ファンドブリーフ債（Pfandbriefe）36の発行業務、公共投資関連業務などを行う

州政府のハウスバンクでもあった37。しかし、1980 年代以降、州立銀行の中には、国

全体或いは国際的に業務を拡大し、商業銀行や、本来ならば支援するはずの貯蓄銀行

と競合する銀行が現れた38。 

ドイツの州立銀行の数は 6 行（Deka Bankを含む）と、危機前（2007年）の 12 行

から減少している39。主要な州立銀行として、バーデン・ヴェルテンベルク州立銀行

（Baden-Württemberg Landesbank, LBBW）、バイエルン州立銀行（Bayerische 

Landesbank, BayernLB）と北ドイツ州立銀行（Norddeutsche Landesbank, NordLB）

等が知られている。州立銀行の総資産は、銀行全体の 8.3%、公的部門銀行の 35.5%を

占めている。 

州立銀行にとって転換点となったのは、上述した公的保証の廃止である。廃止前は、

公的保証の存在により、州立銀行が発行する債券は最高格付けを取得でき、その高い

信用力を背景として、州立銀行の資金調達費用は低かった。しかし、公的保証の廃止

後、州立銀行は、資金調達費用が上昇したことで、それまでのビジネスモデルの見直

しを余儀なくされた40。一部の州立銀行は、資金調達費用の上昇に見合う高い収益を

求めるようになり、ハイリスク・ハイリターンの投資戦略に打って出るようになった。 

2008 年の金融危機は、そのような州立銀行の投資ポートフォリオに大打撃を与え、

その結果、州立銀行の統廃合が進んだ。例えば、サブプライム市場に大きく投資して

いたザクセン州立銀行（Landesbank Sachsen, SachsenLB）は自力再生が不可能とな

り、バーデン・ヴェルテンベルク州立銀行により、2007 年に買収された。西ドイツ

州立銀行（Westdeutsche Landesbank Girozentrale, WestLB）は 2008 年に不良資産に

対する約 50億ユーロの保証を受けるとともに、出資者であるノルトライン=ヴェスト

ファーレン州政府と地元の貯蓄銀行から約 20 億ユーロの資本注入を受け、さらに

2009 年 11 月には金融市場安定化基金（SoFFin）から約 30 億ユーロの無議決権株式

による出資を受けた。同銀行は、2009 年 12 月にはバッドバンク（悪い銀行）法によ

り約 60 億ユーロの不良資産をバッドバンクに切り離す銀行の第一号となり、2010 年

4 月には約 710 億ユーロの不良資産を追加で切り離した。そして、2011 年 12 月 12 日

のヘッセン＝テューリンゲン州立銀行（Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba）取

締役会が西ドイツ州立銀行の資産・負債を引き継ぐことを決定し、2012年 7月 1日に

同行に統合された。HSHノルトバンク（HSH Nordbank）や北ドイツ州立銀行、バイ

エルン州立銀行も州政府の保証や資本注入を受けている。州立銀行の合併や民営化の

背景には、州政府のファイナンスが債券発行など証券形態となったことで、州政府の

ハウスバンクとしての機能が終焉したことが挙げられている41。 

 
35 Behr and Reinhard(2015)、羽森（2012） 
36 ファンドブリーフ債とは、ドイツ債券市場で発行されている「固定金利付有価証券」であり、世界的にも大きな市場規模を有している。

ファンドブリーフ債は大きく、①事業が有する不動産または土地債権を担保とする第一抵当貸付型の債券、②地方自治体貸付のリ

ファイナンス手段として活用される債券、の二つに分けられる。 

37 齋田（2008） 
38 Behr and Reinhard(2015) 
39 ドイツには 16の連邦州があるが、危機前も全ての州に州立銀行があるわけではなかった。東西ドイツ統一前の西ドイツ
の 11の連邦州にはすべて州立銀行があったが、新連邦州は必ずしも州ごとに州立銀行を設置しなかったためである。 

40 羽森（2012） 
41 代田純（2018）「マイナス金利と銀行の再編成～ドイツの動向～」、https://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5806/0
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（iii）デカバンク（DekaBank） 

デカバンクは、貯蓄銀行のための証券会社であり、全株式を貯蓄銀行が保有してい

る。デカバンクは、子会社とともにデカ・グループ（Deka Group）を構成し、州立

銀行間の資金決済業務、同グループへの貸付業務にとどまらず、個人投資家や機関投

資家向けに開発した投資商品を独占的に貯蓄銀行に提供し、貯蓄銀行が顧客に投資商

品を販売する。デカバンクは、セールスコンサルタントを貯蓄銀行に配置し、販売支

援を行う。顧客からの預かり資産は 3,809 億ユーロ、証券口座数は 547.7 万口座であ

る（2023年末時点）42。 

 

(4) 信用協同組合（credit cooperatives, Kreditgenossenschaften） 

第三の柱である信用協同組合は、その資産規模が銀行全体の 11.3%と、商業銀行や

公的部門銀行に比してシェアは小さい。しかし、金融機関の数は 694（地域の信用協

同組合 693＋DZ Bank）と最も多く（2023 年 12 月末時点）、支店数は 7,207 支店、

組合員数は約 1,783万人に及ぶ（2023年 12月末時点43）。信用協同組合は、組合員の

支援を目的とし、純然たる利潤追求を主目的としない点が公的部門銀行と共通してい

る。基本的に地域原則が適用される点も公的部門銀行と同様である。信用協同組合は

二 層 構 造 と な っ て お り 、 （ i ） 信 用 協 同 組 合 （ credit cooperatives, 

Kreditgenossenschaften ）と（ ii）信用協同組合中央銀行（ Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank; DZ Bank）に分類される。 

（i）信用協同組合 

第一層にあたる信用協同組合は、「一人は万人のために、万人は一人のために

（Einer für alle, alle für einen）」と協同の精神を唱えたフリードリヒ・ヴィルヘル

ム・ライファイゼン氏（Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1818-88）とフランツ・ヘルマ

ン・シュルツェ＝デーリチュ氏（Franz Hermann Schulze-Delitzsch, 1808-81）により、

それぞれライファイゼンバンク（Raiffeisenbank）とフォルクスバンク（Volksbank）

として世界で最も早い 19 世紀半ばに創設された44。貯蓄銀行が公的な役割を志向して

いるのに対し、信用協同組合は農業従事者、商工業者、中小企業などの組合員の利益

最大化を目的としており、相互の経済活動を助成する目的で要求払預金の受入れや短

期貸付などの短期金融業務を主業務として行っている45。1974 年の法改正により、組

合員以外との取引も可能になり、規模の大きい信用協同組合では、中長期の預金・貸

付業務や証券業務や国際与信業務を開始するなど近年はユニバーサル銀行化が進んで

いる。 

協同組合を特徴づけるのが、次の 4 つの任務・原則である46。1 つ目の「支援任務

（Förderauftrag）」により、協同組合の目的は利潤の最大化ではなく、組合員の経済

的発展であるとされる。協同組合の根拠法である協同組合法（Gesetz betreffend die 

 
4.pdf 

42 Deka Group, “Annual Report 2023”, https://www.deka.de/site/dekade_deka-gruppe_site/get/params_E-

1209903535/10862161/DekaGroup_Annual_Report_2023_EN.pdf（閲覧日：2024年 6月 3日） 
43 BVR, “Performance of the local cooperative banks as at December 31, 2023” 

https://www.bvr.de/p.nsf/0/95D06543CBF99032C1257D0A0051A812/$file/Performance%20of%20the%20local%20coo
perative%20banks%202023.pdf（閲覧日：2024年 5月 1日） 

44 農林中金総合研究所（2018） 「フランス、ドイツ、オランダの農業協同組合、協同組合銀行の制度と実情」（閲覧日：

2020年 7月 17日） https://www.nochuri.co.jp/skrepo/pdf/sr20180801.pdf 
45 羽森（2011）、田渕（2011） 
46 DZ Bank(2011) 
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Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften）の第 1条では、組合員の経済的発展の支

援等を目的とする団体が協同組合と定義されている。2 つ目の「自発性原則

（Freiwilligkeitsprinzip）」により、協同組合への加入・脱退は個人の自由であると

される。3 つ目の「同一性原則（Identitätsprinzip）」により、協同組合の組合員は、

出資者であると共に顧客でもあるとされる。 4 つ目の「民主主義原則

（Demokratieprinzip）」により、利益の運用等を定める組合員総会において、組合

員の議決権は出資額に依存せず、1人 1票とされる。 

信用協同組合は、中央組織として全国信用協同組合協会（National Association of 

German Cooperative Banks, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken, BVR）を組織し、信用協同組合（Raiffeisenbank、Volksbank）の

共通した戦略の調整等、法制、税制、その他事業運営等に関しアドバイスを実施する

ほか、信用協同組合の利益保護のために国内、国際レベルで活動している。また、信

用協同組合の預金保護制度も運営している。 

（ii）信用協同組合中央銀行（DZ Bank） 

第二層には、信用協同組合の上位機関として信用協同組合中央銀行がある。同行は、

ドイツ信用協同組合中央銀行（Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, DZ Bank）と

西ドイツ信用協同組合中央銀行（Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, WGZ 

Bank）が、2016年に合併して誕生した47。 

従来、DZ Bankと WGZ Bankは個別の信用協同組合に対して、信用協同組合におい

て提供する金融商品の開発や流動性の供給、資金運用の代行を行う信用協同組合の中

央機関（振替銀行）としての役割を果たしてきた。WGZ Bank はドイツ西部のノルト

ライン＝ヴェストファーレン州と、ラインラント=プファルツ州の面積の約 2/3 を占

める地域48にある 182の信用協同組合の中央機関49（2015年 12月末時点）であり、合

併前の DZ Bankはそれ以外の地域の信用協同組合の中央機関であった。 

合併後の DZ Bank AGの総資産は合計 3,755億ユーロ、DZ Bank Groupの総資産は

6,446億ユーロ50（2023年 12月末）となり、国内上位行の規模に匹敵する（前掲図表

2）。DZ Bank は、中央機関としての広いネットワーク基盤を活用した効率的な経営

や銀行サービスを提供できるほか、他の信用協同組合との協力関係の強化といった合

併効果が期待された51。 

 

(5) 専門銀行（specialised banks, Spezialbanken） 

専門銀行は、ユニバーサルバンクとは異なり、特定の業務に特化している。本稿で

は 、 主 要 な 専 門 銀 行 と し て （ i ） 不 動 産 抵 当 銀 行 （ mortgage banks, 

Realkreditinstitute ）、（ ii ）建築貸付組合（ building and loan associations, 

Bausparkassen）、（ iii）特殊銀行（Banken mit Sonder-, Förder- und sonstigen 

 
47 DZ Bank, “Fusion von DZ BANK und WGZ BANK rechtlich vollzogen – „DZ BANK. Die Initiativbank“ geht an den Start” 

https://www.dzbank.de/content/dzbank_de/de/home/unser_profil/presse/news-archiv.2016.29-07-

2016_DZ_BANK_Fusion_Eintrag_Handelsregister.html 
48 ラインラント＝プファルツ州の旧コブレンツ県と旧トリア県（1999年まで同州は 3つの県に分けられていた）。 
49 WGZ Bank, Corporate Presentation, 31,December 2015 
50 DZ Bank Group, “2023 Annual Report” , https://annualreport.dzbank.com/en/financial-report/consolidated-financial-

statements 
51 DZ Bank, “2016 Annual Report” 

https://www.dzbank.com/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/investor_relations/reports/Archiv.html 
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zentralen Unterstützungsaufgaben）の 1 つであるドイツ復興金融公庫（Kreditanstalt 

für Wiederaufbau, KfW）を概観する。 

（i）不動産抵当銀行（Realkreditinstitute） 

不動産抵当銀行は、ファンドブリーフ銀行（Pfandbrief bank）とも呼ばれ、ファン

ドブリーフ法（Pfandbrief Act）により、ファンドブリーフ（カバードボンド）を発

行し、資金調達を行いその資金を貸し付ける業務を行っている52。裏付資産の種別に

より、モーゲッジ・ファンドブリーフ、公共セクター・ファンドブリーフ、船舶・フ

ァンドブリーフ及び航空機・ファンドブリーフの 4種類に分類される。 

ファンドブリーフ法では、連邦金融監督庁（BaFin）から免許を取得すれば、与信

機関全てがファンドブリーフを発行することができることになっている。ドイツ・フ

ァンドブリーフ銀行協会（Association of German Pfandbrief Banks, Der Verband 

deutscher Pfandbriefbanken, VDP）には 50の銀行が加盟している53。 

（ii）建築貸付組合（Bausparkassen） 

建築貸付組合は、1972年 11月 16日付け建築貸付組合法（Bausparkassen Act）によ

り設立された。建築貸付組合には、公法と私法により設立される 2 種類がある。公法

による建築貸付組合は、貯蓄銀行金融グループに属する州立建築貸付組合

（Landesbausparkassen, LBS）の 5 組合があり、地域的に限定された範囲内で営業を

している54。私法による民間建築貸付組合は 10 組合あり、全国規模で営業を行ってい

る（2024 年 2 月時点）55。近年の低金利環境のもとで組合間の合併が進んでおり、ポ

ストバンクがドイツ銀行子会社と合併した 2019 年 5 月には、ポストバンク子会社の

BHW 建築貸付組合とドイツ銀行グループの DB Bauspar AG が統合された56。なおブ

ランドとしては BHWが維持されている。 

州立建築貸付組合は、公的な銀行の一部門或いは公法に基づき法人化された公的機

関のいずれかであり、民間建築貸付組合は、株式会社の形態をとっている。2022 年

の契約数は、民間組合が 1,460 万、州立組合が 810 万であり、民間組合が市場の約 3

分の 2 を、州立組合が約 3 分の 1 を占める。組合の融資はドイツにおいて広く普及し

ており、ドイツの全物件購入のうち 6割が組合のローンを利用している57。 

契約者は、住宅建設に必要な資金の一部分（通常必要な資金の40～50%）を数年間

毎月 0.3%～0.7%積み立てた後、残りの資金について低利かつ固定金利で、組合より

融資を受ける。返済期間については、組合が提示するプランに応じて契約者が選ぶこ

とができるほか、早期返済も可能である58。 

組合の融資は住宅建設資金の全てはカバーせず、その他の金融機関の住宅ローンを

併用することが求められる。通常は積立を含む組合から得る資金が建設資金の半分ま

でとされている。組合は唯一の劣後ローン提供事業者であるため返済順位が低く、他

 
52 ファンドブリーフ法については、中山（2014）が詳しい。 
53 VDP, “Our Members”（閲覧日：2024年 5月 1日） 

https://www.pfandbrief.de/site/en/vdp/association/membership/our_members0.html 
54 LBS, “The Landesbausparkassen at a glance”, https://www.lbs.de/unternehmen/bausparkassen.html（閲覧日：2024年

5月 1日） 
55 Verband der Privaten Bausparkassen e.V.（VdPB, 民間住宅金融組合連盟）https://www.bausparkassen.de/wp-

content/uploads/2024/02/Mitgliederverzeichnis_20240205.pdf（閲覧日：2024年 5月 1日） 
56 “DB Bauspar und BHW Bausparkasse fusionieren - Meilenstein bei Integration der Postbank”, 

https://www.db.com/news/detail/20190514-db-bauspar-und-bhw-bausparkasse-fusionieren-meilenstein-bei-
integration-der-postbank?language_id=3 

57 VdPB, “Bausparen in Germany” 

https://www.bausparkassen.de/en/facts-figures/bausparen-in-germany/ （閲覧日：2024年 5月 1日） 
58 VdPB, “How it works”, 

  https://www.bausparkassen.de/en/bauspar-system/how-it-works/（閲覧日：2024年 5月 1日） 
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の金融機関のローンは返済順位が高い優先ローンとして扱われる。州政府による補助

金制度が存在することも特徴である59。16 歳以上でドイツに所得税を納めている自然

人或いは孤児であり、年間の課税所得が 35,000 ユーロ以下（単身世帯）或いは

70,000 ユーロ以下（結婚世帯）の者が対象となり、住宅建築のための建築貸付組合

への積立拠出金や当初出資金等の建築貸付組合への年間支出の 10.0%が補助金として

支給される。ただし、対象支出の上限額は 700 ユーロ（単身世帯）或いは 1,400 ユー

ロ（結婚世帯）であるため、補助金の上限額はそれぞれ 70.00ユーロ、140.00ユーロ

となる60。この補助金は資本取引税の対象とならない。 

（iii）ドイツ復興金融公庫（KfW）（特殊銀行の 1つ） 

連邦政府の機関であるドイツ復興金融公庫は、1948 年に第二次世界大戦後のドイ

ツ復興を促進するための援助資金（マーシャル・プラン）を流通させるための金融機

関として、KfW法（Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau）に基づいて設

立された。その目的も達成され、1960 年代からは開発金融機関としての役割を担う

ようになった。同公庫は、ドイツの持続的成長のために、公的資金を比較的低利で、

中小企業やベンチャー企業、太陽光発電等の環境関連プロジェクト、輸出プロジェク

ト、途上国の開発投資等のために提供している。 

また、ドイツには、ドイツ復興金融公庫を含めて特殊銀行（special purpose banks）

が 18 行あり（連邦政府または州政府による）、社会政策目的を達成するという公的

な目的と、与信機関として市場原則に基づき活動する二面性を有している。活動範囲

により、国法及び州法により設立されている。 

 

2. 監督官庁と指導体制 

ドイツの銀行監督に関与する機関は、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行

（European Central Bank, ECB）、ドイツの連邦金融監督庁（Federal Financial 

Supervisory Authority, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin）、ド

イツの中央銀行であるドイツ連邦銀行（Deutsche Bundesbank）である。 

ドイツでは、BaFinが銀行監督の責任を持つと共に Deutsche Bundesbankと連携し

てきたが、2014 年 11 月以降、ECB がユーロ圏全ての国の銀行を直接的または間接的

に監督することになった。BaFin は引き続き銀行監督の責任を有するが、相対的に規

模の大きい銀行に関しては ECB が直接的に監督し、規模の小さい銀行については

BaFinによる監督を通じて ECBが間接的に監督する。 

 

(1) 世界金融危機前の監督体制（BaFinと Deutsche Bundesbankによる監督） 

ドイツでは、2002 年 4 月 22 日に統合金融サービス監督法（Law on Integrated 

Financial Services Supervision, Gesetz über die integrierte Finanzaufsicht-FinDAG）が

成立し、同年 5 月 1 日に BaFin が創設された。BaFin は、それまでの連邦銀行監督局

（ Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, BAKred ） 、 連 邦 保 険 監 督 局

（ Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, BAV ）、連邦証券監督局

（Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel, BAWe）を統合し、金融市場全体と

して銀行、金融サービス機関、保険会社を監督する単一の規制体であり、併せて消費

 
59 この制度はドイツ住宅建築補助金法（German House Building Premium Act、Wohnungsbauprämiengesetz、

WoPG）により規定されている。 
60 https://www.bausparkassen.de/bauspar-infos/bausparen/staatliche-foerderung/wohnungsbaupraemie/（閲覧日：2024

年 5月 1日） 
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者保護、健全性監督を行うものであった。 

BaFin は、法的独立性は有するものの連邦財務省（Federal Ministry of Finance, 

Bundesministerium der Finanzen）に管轄される連邦機関である。ボンとフランクフ

ルトに事務局を置き、1,384 の銀行、418 の金融サービス機関、81 の決済機関及び電

子マネー機関、738 の投資機関の合計 2,621 機関を監督している（2022 年 12 月末時

点）61。 

Deutsche Bundesbank は BaFin との連携を通じて銀行監督に関与する。銀行法第 7

条に基づき、Deutsche Bundesbank は、日常的な検査業務（金融機関からの年次報告

書や監査報告書の検査、銀行業務の定期的検査、自己資本充実に関する銀行への聞き

取り調査等）を行うことになっている。 

 

(2) 世界金融危機後の監督体制（ECBによる直接・間接監督） 

2012 年 6 月の EU首脳会議では、世界金融危機や 2009年以降にユーロ圏の一部国

で発生した債務危機に対する反省から、金融安定性の追求を目的とした銀行同盟

（Banking Union）の創設が決定された。銀行同盟には、単一監督メカニズム

（ Single Supervisory Mechanism, SSM）、単一破綻処理メカニズム（ Single 

Resolution Mechanism, SRM）、預金保険制度（Deposit Guarantee Scheme）の 3つ

の柱がある。 

銀行監督を担う SSMに関しては、2014年 11月、ユーロ圏各国当局が有していた銀

行監督権限が ECB に集約された。SSM では、ECB が、ユーロ圏全ての国の銀行を直

接的または間接的に監督する。ECB が直接監督するのは、（a）総資産が 300 億ユー

ロ超、もしくは GDP の 20%超かつ 50 億ユーロ以上（b）加盟国で設立された銀行の

うち最も重要な 3 行、または特定の 1 ヵ国もしくは EU の経済において影響力が大き

い、（c）総資産が 50 億ユーロ超、かつ、2 国以上の EU 加盟国に対するクロスボー

ダー資産（或いは負債）の総資産（或いは総負債）に占める割合が 20%超、（d）欧

州安定メカニズム（ESM）もしくは欧州金融安定ファシリティ（EFSF）から公的支

援を受け入れた、または要請した機関、のいずれかを満たした銀行62であり、「重要

度の高い銀行（significant institutions）」と呼ばれる。2024年 3月時点で、ユーロ圏

に所在する 112 行が重要度の高い銀行に該当する63。112 行以外の「重要度の低い銀行

（ less significant institutions）」については、各国の金融監督当局（National 

Competent Authority, NCA）による監督を通じて、ECBが間接的に監督する。 

ドイツに関しては、ドイツ銀行やコメルツ銀行等の 24 行が重要度の高い銀行に分

類され、ECBによる直接監督の対象となる（2024年 3月時点）。これら 24行以外の

重要度の低い約 1,200 行については、ECB から権限を委譲され、ドイツの NCA であ

る BaFin が Deutsche Bundesbank と連携して監督を行う（Bundesbank は SSM にお

 
61 BaFin, Annual Report 2022（閲覧日：2024年 5月 7日）

https://www.bafin.de/EN/PublikationenDaten/Jahresbericht/jahresbericht_node_en.html 
62 ECB, “Guide to banking supervision November 2014”, p.10 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.en.pdf 

及び、”What makes a bank significant?”, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index.en.html 

なお、ドイツで重要度の高い銀行に分類された 22行の判断基準は総資産による。 
63 ECB, “List of supervised entities”（2024年 3月 1日時点） 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202404.en.pdf （閲覧日：2024年
5月 7日） 
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ける NCAではない）64。 

ECB の中では、ミクロ・プルデンシャル監督（Micro-prudential Supervision）第 1

総局（Directorates General, DG）から同第 4総局まで、合計 4つの総局が銀行監督に

関与する。この内、同第 1 総局と同第 2 総局は重要度の高い銀行を直接的に監督する

65。同第 3総局は、NCAたる BaFinが Deutsche Bundesbankと連携して実施する重要

度の低い銀行への監督に対し、最終的な責任を持つ。同第 4 総局は、銀行監督に関わ

る幅広い業務や後述する合同監督チーム（JST）のサポート等を行う。加えて、秘書

業務等を行う事務局（Secretariat）が存在する。 

ドイツでは、NCAであるBaFinの中では銀行監督局（重要度の高い外国銀行やリー

ス業務を監督する第 1 部、重要度の高い銀行や州立銀行を監督する第 2 部、建築貸付

組合や個人銀行、重要度の低い外国銀行を監督する第 3 部、信用協同組合や貯蓄銀行、

専門銀行を監督する第 4 部、銀行リスクを監督する第 5 部）66が、その協力機関であ

る Bundesbankの中では銀行・金融監督局67が、各々、銀行監督に携わる。 

重要度の高い銀行に対するECBの直接監督において重要な役割を果たすのが、ECB

と NCA の両方の職員から構成される「合同監督チーム（Joint Supervisory Teams, 

JST）」である。ドイツの場合、JST には、NCA たる BaFin と共に、Deutsche 

Bundesbank の職員も参加する68。JST は各行毎に編成されるが、ECB 職員が統括役

となり、監督業務の実施に責任を持つ。BaFin や Bundesbank の職員は、統括役であ

る ECB職員を支援すると共に、自らの見解を JSTの見解に反映する。 

重要度の低い銀行に対する監督において、Deutsche Bundesbank は銀行から提出さ

れた諸財務資料や年次報告書等を評価し自己資本比率およびリスク管理手順が適切で

あるかどうかをチェックする69ほか、実地検査や経営陣との面談等を担当する70。こ

れらを基にして、必要ならば Deutsche Bundesbankは BaFinに対して、銀行監督に関

わる提案を行う。BaFin は、銀行のリスク分析を行うほか、銀行監督上の措置や行動

に関して最終的な責任を有する。 

 

(3) 監督組織の再編 

ECBは 2020年 7月 29日に、銀行監督組織である監督理事会（Supervisory Board）

の 2014 年の設立以来初となる監督組織の再編を発表した71。これまで銀行規模に応じ

 
64 Deutsche Bundesbank（2016）。また Deutsche Bundesbank (2014)によると、ドイツでは、BaFinが Deutsche 

Bundesbankと協力して、金融機関の監督を行う。BaFinは NCAであるが、銀行法(KWG)第 7 sectionの下、Deutsche 
Bundesbankは監督業務に関与する。故に、Deutsche Bundesbankは NCAではないが、監督義務を有する中央銀行であ
る。Deutsche Bunesbankの 1,300人超の職員が銀行監督に関与し、個別行から提出された通知や報告を評価したり、銀
行の経営陣と監督に関する議論をしたり、実地考査をしたりしている。Deutsche Bundesbank のこうした取り組みを基
に、BaFinは国としての決定を下す。 

65 ECB, “Guide to banking supervision November 2014” なお、ミクロ・プルデンシャル第 1総局は「特に」重要な 30行ほ
どを直接監督し、同第 2総局はそれら以外の重要な銀行を監督することになっている。 

66 BaFin, “Organisation chart of the Federal Financial Supervisory Authority”  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Liste/dl_organigramm_en.html?nn=7859740 （閲覧日：2024年 5

月 7日） 
67 Deutsche Bundesbank, “Organisation Chart Central Office” （2024年 4月 1日時点） 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/618334/b7be042c78ff9fec4e15f3596797e1cf/mL/organisationsplan-der-

zentrale-data.pdf（閲覧日：2024年 5月 7日） 
68 Deutsche Bundesbank(2014) 
69 https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/bankenfinanzdienstleister_node.html (2021年 5月 4日最

終更新) 
70 Deutsche Bundesbank(2016) 
71 ECB, “ECB announces organisational changes to strengthen banking supervision”, 
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て設置されていたミクロ・プルデンシャル監督総局は、銀行のビジネスモデルや機能

別に計 7 つの総局（Directorate General, DG）および部局（Directorate）に再編され、

各タスクが再配分された。 

具体的には、各銀行監督を担当する総局を、銀行のビジネスモデルに応じて、

(1)Systemic and International Banks(DG/SIB) 、 (2)Universal and Diversified 

Institutions(DG/UDI) 、 (3)Specialised Institutions and Less Significant 

Institutions(DG/SPL)の 3 つ設けることで、共通したリスクと課題の比較をより適切

に行う。 

また、機能別の組織としては、以下の 4つが分担して監督にあたる。(4) Horizontal 

Line Supervision 総局 (DG/HOL)は、リスクに関する専門知識の強化、業界全体にわ

たる評価、政策スタンスの策定など、横断的な監督を担当する。(5) Supervisory 

Strategy and Risk 部局(D/SSR)は、戦略プランの策定、監督の優先順位の提案、全銀

行に対する一貫した対処の徹底を行う。SSR 部局は第 2 防衛線と称され、リスク管理

を担当する。(6) On-site and Internal Model Inspections 総局 (DG/OMI)は、独立した

オンサイト調査機能を持つ。(7) SSM Governance and Operations総局 (DG/SGO)は、

現在の事務局業務の多くを担当する。このうち、(5)SSR 部局と(6)OMI 総局が新設さ

れたグループである。 

銀行を監督するチームとテーマ別監督チーム間の連携強化や各銀行への一貫した対

応の徹底によって、監督の透明性と予測可能性が高まることが期待される。新組織は

2020年 10月 1日に発足した72。 

SSMにおけるドイツの銀行監督の概念図を示したものが次表である。 

  

 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200729~e5c783c499.en.html 

72 “ECB Annual Report on supervisory activities 2020”, 23 March 2021, 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.html 
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図表 3: ドイツの金融監督体制 

 
（出所）Deutsche Bundesbank(2014)、European Central Bank73、BaFin、Deutsche Bundesbankウェブサイトを基に作成 

  

 
73 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202404.en.pdf （閲覧日：2024年

5月 7日） 
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3. ドイツの金融制度の特徴 

ドイツの金融制度の特徴としては主に 2 点が挙げられる。第 1 の特徴は、ユニバー

サルバンクが主流であることである。預金・貸付等の伝統的な銀行業務に加え、金融

商品の委託売買や引受、投資銀行等の証券業務を行うユニバーサルバンクは、ドイツ

の銀行全体の総資産の 80.1%を占めている。第 2 の特徴は、ユニバーサルバンクの中

で公的部門銀行、信用協同組合の比率が高いことである。公的部門銀行（貯蓄銀行や

州立銀行等）は、ユニバーサルバンクの総資産の 29.0%、銀行全体の総資産の 23.2%

を占め、「3 本柱の構造」の一翼を担っている。また、信用協同組合の機関数は銀行

全体の 52.0%を占めており、個人や零細企業に対して金融サービスを提供している。 

 

(1) ユニバーサルバンクの誕生74 

ドイツでユニバーサルバンクが誕生したのは、産業革命後の時代の要請に応えるた

めであった。19 世紀のドイツでは、産業革命を推進するため、銀行が企業部門の資金

不足を補填する必要があった。これに際し、銀行側は、長期貸付による資金の固定化

を出来るだけ回避するため、企業が借入と同時に株式発行も行い、そこで調達した資

金を銀行借入の返済に充当することを望んだ。即ち、銀行は、貸出という銀行業務と

共に、株式発行という証券業務を同時に進める必要があったのである。このようにし

てドイツでユニバーサルバンクが誕生し、1870年代に創設されたドイツ銀行等の大銀

行を中心に発展していった。ただし、金融危機後、ユニバーサルバンクに対する規制

が強まり ECB のマイナス金利政策や量的緩和政策による低金利は、ドイツの金融機

関、特にリテール金融機関にとってリスクとなる可能性が指摘されていた75。銀行の

利鞘（貸出金利と預金金利との差）が縮小傾向となる中では、貸出の総量を増やすこ

とによって貯蓄銀行・信用協同組合の収益は安定的に推移した。 

 

(2) 公的部門銀行の是非 

代表的な公的部門銀行である貯蓄銀行は、地域住民の貯蓄意識を高めて財産形成を

促進すると共に、地域住民に金融サービスを提供することを主目的として誕生した。

現在でもその目的は変わらず、利潤追求を掲げる商業銀行等とは性格が異なる。 

貯蓄銀行に対する政府・自治体等の関与の是非は、現在でも見解の分かれる論点と

言える。統一的な見解が得られていないため、賛成・反対それぞれの立場から先行研

究を紹介する。まず賛成の立場からは、貯蓄銀行の地域性・公益性がその貸出行動を

安定的（景気循環に対する感応度が低い）にしているとの指摘がある76。これは、景

気拡大局面では企業の過剰投資を抑制し、景気後退局面では企業の資金繰りを確保す

る効果があるとの考え方である。しかし、貯蓄銀行に地域性・公益性があるからと言

って、その取引先である企業の資金調達行動に変化は無い（銀行依存が強まるわけで

はない）という見解もある77。反対の立場からは、モラルハザードの問題が指摘され

る。公的保証（維持責任・保証責任）が廃止された後、貯蓄銀行等では、貸出先に対

して早期返済や金利引き上げを求める動きがみられたと言及されている78。 

 
74 特に断りの無い限り、ユニバーサルバンクの歴史等については、羽森（1998）に基づく。 
75 Deutsche Bundesbank(2015)、O’Neill(2016) 
76 Behr, Foos and Norden (2015) 
77 Engel and Torgo (2007) 
78 Gropp, Gruendl and Guettler (2010) 
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4. 預金保険制度の枠組み 

ドイツにおける預金保証制度は、歴史的に、法定制度と任意制度に分かれて預金保

証機関が複数存在すると共に、金融機関の破綻を防ぐことを主目的とした機関保護制

度（Institutional Protection Scheme, IPS）が預金保証の役割も果たすという特徴があ

る。EU 加盟国であるドイツは、預金保証関連の EU 法規の制定・改定の影響を受け

ながらも、現時点でこうした特徴に大きな変化はみられない。 

 

(1) かつての預金保証制度（2013年まで） 

EU 創設を定めたマーストリヒト条約（1993 年）の発効後、EU では、預金者を保

護するため、また、銀行取付のリスクを低減するため、少なくとも 1 つの預金保証制

度（Deposit Guarantee Scheme, DGS）を設けるべきとする考え方が共有され、1994

年に預金保証制度指令（Directive 94/19/EC）が制定された。この指令は「最低限の

調和の原則（principle of minimum harmonisation）」に基づき、預金の「最低」保証

限度額を 2 万ユーロ（預金者 1 人が 1 つの銀行に保有する預金口座の合算に対しての

限度額）とすることを各国に求めた79。各国は、預金保証制度指令を国内法化する中

で、保証限度額を 2 万ユーロよりも引き上げることが可能であった。なお、同指令が

制定された当初の最低保証限度額は 2 万ユーロであったが、金融危機後、2009 年に

は 5万ユーロに、2011年には 10万ユーロに引き上げられた。 

ドイツでは、預金保証制度指令に従い、1998 年に「預金保証及び投資者補償法

（ Deposit Guarantee and Investor Compensation Act, Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz, DGICA）」が施行された80。同法により、民間商業銀行

と公的部門銀行の各々に対して 2 つの法定保証制度が創設され、全ての預金取扱金融

機関は法定保証制度に属することが義務付けられた81。また、当時のドイツには任意

保証制度が存在していたが、銀行業に対する信頼を保ち、銀行システムの安定に大き

な役割を果たしてきたとの認識から、法定保証制度と併存する形で維持されることに

なった82。 

（i）ドイツの法定保証制度・機関保護制度 

民間商業銀行が加盟する法定保証制度は、ドイツ銀行協会（Bundesverband 

deutscher Banken）が運営するドイツ銀行保証制度（Entschädigungseinrichtung 

deutscher Banken, EdB）である。公的部門銀行が加盟する法定保証制度は、ドイツ公

的銀行協会（Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB）が運営するド

イツ公的銀行協会保証制度（ Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes 

Öffentlicher Banken Deutschlands, EdÖ）である83。これら 2つの法定保証制度は、私

法の範囲に属するため財務省から保証制度の権能、権限を授与された保証制度である。 

これに対して、ドイツ貯蓄銀行協会（Deutscher Sparkassen- und Giroverband, 

DSGV）とドイツ信用協同組合全国協会（Bundesverband der Deutschen Volksbanken 

 
79 Deuteche Bundesbank (2015) 
80 ドイツにおいて、預金保証制度指令や DGICAの前に預金保証制度が存在しなかったわけではない。ドイツ銀行協会は

1976年に預金保証基金を設立し、ドイツ公的銀行協会は 1994年に預金保証基金を設立している。 
81 預金保証及び投資家補償法（現在の預金保証法）では、欧州経済領域（EEA）に本店を持つ外銀のドイツ国内支店につい
ては法定保証制度への加盟は任意とされる。EEA域外に本店を持つ外銀のドイツ国内支店は強制加入の対象である。 

82 鬼頭・澤井（2015） 
83 鬼頭・澤井（2015）によると、公的銀行協会は、連邦及び州が運営する開発銀行、州立銀行などがメンバーとなってい
るが、それら銀行では、リテール預金などの預金を扱う機関が少なく、メンバーのすべてが法定保証制度に加盟している
わけではない。 
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und Raiffeisenbanken, BVR）は、多くの銀行から構成される協会であることから、銀

行の破綻を避けるため流動性と支払いを銀行間相互において保証するという機関保護

制度（Institutional protection schemes, IPS）を構築してきた84。IPS が法定補償制度

の代替（alternative）制度であるとみなされたことから、IPS に加盟している金融機

関は、DGICA 施行後も法定保証制度への強制加盟が免除され、貯蓄銀行や信用協同

組合の中には法定保証制度に加盟しないところもあった85。 

（ii）ドイツの任意保証制度 

任意保証制度は、法定保証制度の補完を目的として、各銀行協会によって創設され

た。DGICA 後の法定保証額は 10 万ユーロ（2011 年以降。預金者 1 人が 1 つの銀行に

保有する預金口座の合算に対しての限度額）であったため、民間銀行及び公的銀行の

任意預金保証制度は追加の預金保証を提供してきた。 

民間商業銀行が加盟するドイツ銀行協会の預金保証基金（Einlagensicherungsfonds 

des Bundesverbandes deutscher Banken）は、各行の責任自己資本の 30%まで 1人の

預金者の預金を保証されていた。この保証基金の保証対象は法定保証制度の上限を超

える部分であるため、ドイツでは預金者は実質 100%の保証を受けることができてい

ると言える。なお、2012 年に同協会は、保証上限額を 2015 年以降は 20%、2020 年

以降は 15%、2025年以降は 8.75%まで段階的に引き下げることを決定した。 

これに対して、公的部門銀行が加盟するドイツ公的銀行協会の預金保証基金

（Einlagensicherungsfonds öffentlicher Banken）は、事前的に保証の上限を定めてい

るわけではない。この保証基金の保証対象も法定保証制度の上限を超える部分である

が、超える部分のどの程度を保証するかは、預金保証基金の総積立額に応じて決まる。 

 

(2) 現在の預金保証制度（2014年以降） 

欧州銀行同盟の創設に向けた一連の流れの中で、預金者保護の強化、預金保証制度

の調査、金融の安定化を図るため、2014 年に改正預金保証制度指令（Directive 

2014/49/EU）が制定された。改正指令は「最大限の調和の原則（principle of 

maximum harmonization）」の原則に基づき、預金の保証限度額を「一律」10 万ユ

ーロ（預金者 1 人が 1 つの銀行に対して有する預金口座の合算に対しての限度額）と

しており、各国の裁量によって保証限度額を 10 万ユーロより引き上げることは認め

ていない86。 

改正預金保証制度指令の制定に伴い、ドイツでは、預金保証及び投資者補償法に代

わり、2015 年に「預金保証法（Deposit Guarantee Act, Einlagensicherungsgesetz, 

 
84 鬼頭・澤井（2015）によると、貯蓄銀行協会による IPSは 1969年に設立され、貯蓄銀行と州立銀行および州立住宅金融
組合が対象機関である。信用協同組合協会による IPSは 1934年に設立され、ドイツにおける預金保証スキームとしては
最も古く、全ての信用協同組合が対象である。貯蓄銀行協会による IPSと信用協同組合協会による IPSは、共に、破綻防
止を目的としており、明示的な預金保証の限度額は設定されていない。 

85 鬼頭・澤井（2015）によると、代替制度というのは、IPSを通じて銀行破綻が回避されることにより、間接的に預金者が
保護される制度ということである。IPSは、金融機関が破綻した場合に付保保険の払い戻しを行うことを主目的とする預
金保証制度とは性格が異なる。 

86 改正預金保証制度指令による変更点は具体的には以下の 4点である。第 1に、預金保証の水準である。預金の保証限度額
は 10万ユーロとされるほか、不動産取引（例えば住宅の売却）等の特別な生活のイベント（結婚、離婚、退職等）等に
よる「一時的な残高の増加」があった場合には、各国において定めた期間内（最高 12カ月）においてより高い保証限度
額を認める。第 2に、預金保証料の払い込み時期である。従来、多くの加盟国では保証料は後払いだったが、改正預金保
証制度指令により、保証料は前払いとなる。保証料の総額は、少なくとも付保対象預金額合計の 0.8%と同等額にならな
ければならない。第 3に、預金保証金の支払時期である。従来、預金者は、銀行が破綻した場合は、20営業日内に払戻
しを受けるとされていたが、改正預金保証制度指令により、7営業日以内と短縮される。第 4に、告知分への署名であ
る。預金者が預金保証制度について理解していることを確認するために、標準化された告知文に署名をすることが求めら
れる。銀行は、最新の情報が掲載された告知文を 1年に 1回は預金者に送付する。 
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DGA）」が新たに制定された（次表）。 

改正預金保証制度指令や預金保証法の制定後も、法定補償制度や任意保証制度に大

きな変化は無い。法定補償制度に関しては、預金の保証限度額が 10 万ユーロ（預金

者 1 人が 1 つの銀行に対して有する預金口座の合算に対しての限度額）とされ、任意

保証制度については、10万ユーロを超える部分に対して保証を提供するものである。 

ただし、IPS の機能については変化が生じた。元々、IPS は法定保証制度の代替制

度とみなされ、IPS に加盟する銀行は法定保証制度への加盟を強制されていなかった。

しかし、改正預金保証制度指令の施行に伴い、銀行は、法定保証制度、或いは、公式

に預金保証制度と認定される IPS のいずれかに加盟することが義務付けられた。これ

を受け、ドイツの IPS は、公式に預金保証制度と認定される IPS になることを選択す

ることになった87。 

 

図表 4: ドイツの預金保証概要 

 対象となる業態 法定保証制度 任意保証制度、機関保護制度 

民
間
銀
行
部
門 

商業銀行等 

預金保証限度額： 10万ユーロ 

ドイツ銀行協会が運営するドイツ銀行

保証制度（EdB）による法定保証 

法定保証制度の限度額（10万ユーロ）を上回る預金の保証 

（銀行自己資本の 15%を限度（注）） 

ドイツ銀行協会の預金保証基金（Einlagensicherungsfonds 

des Bundesverbandes deutscher Banken)による任意保証。

2023年 1月から国内支店の預金のみを対象（海外支店の

預金は対象外）88。  

信用協同組合等 

預金保証限度額： 10万ユーロ 

ドイツ信用協同組合全国協会（BVR）

による法定保証 

機関保護制度（IPS） 

ドイツ信用協同組合全国協会（BVR）の保証制度 

公
法
銀
行
部
門 

貯蓄銀行、 

州立銀行等 

預金保証限度額： 10万ユーロ 

ドイツ貯蓄銀行協会（DSGV）、 

州貯蓄銀行協会による法定保証 

IPS 

ドイツ貯蓄銀行協会（DSGV）、州貯蓄銀行協会 

開発銀行等 

預金保証限度額： 10万ユーロ 

ドイツ公的銀行協会（VÖB）が運営す

るドイツ公的銀行協会保証制度

（EdÖ）による保証制度 

法定保証制度の限度額（10万ユーロ）を上回る預金の保証 

（事前的に上限を設けず） 

ドイツ公的部門銀行協会の預金保証基金

（Einlagensicherungsfonds öffentlicher Banken）による 

任意保証 

（注）2025年 1月から 8.75%に引き下げられる。 

（出所）ドイツ連邦銀行、”Deposit Protection in Germany”, Monthly Report, pp.47-60 December 2015”89を基に作成 

 

 

(3) EDISの動きとドイツの反発 

欧州銀行同盟に関し、単一監督メカニズム（SSM）が 2014 年 11 月 4 日から、単一

破綻処理メカニズム（SRM）が 2016 年 1 月から実施される中、欧州委員会は、2015

年 11 月 24 日、各国の預金保証制度を補完するため、銀行同盟の第 3 の柱となるべく

欧州預金保険制度（European Deposit Insurance Scheme, EDIS）を導入することを提

言した90。これは、各国の預金保証制度が一人当たり 10 万ユーロを保証しているが、

大規模な機関の破綻があった場合対応が困難となるため、銀行同盟全体で保証すると

 
87 鬼頭・澤井（2015） 
88 https://www.db.com/files/documents/legal-resources/Discontinuation-of-the-Deposit-Protection-Fund-for-Deposits-

en.pdf （閲覧日：2024年 5 月 10日） 
89 https://www.bundesbank.de/en/tasks/banking-supervision/individual-aspects/deposit-protection/deposit-protection-

622748 
90 European Commission, “” Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme” 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=EN 
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いう共通制度の創設である。欧州委員会の提言内容は、2024 年までに段階的に各国

の預金保証制度を EDIS に一元化するものであった。しかしながら、ドイツの銀行業

界や政府等から否定的な意見が相次いで出され、この提言は修正を余儀なくされた。 

（i）EDISに関する欧州委員会の提言（2015年） 

欧州委員会が当初提言したのは、2017 年から 2024 年に亘り 3 段階で EDIS の保証

基金を拡大させていく内容であった。第１段階として、まず 2017 年からユーロ圏共

通の預金保証基金が創設される。圏内の銀行は各国毎の預金保証基金に加え、共通基

金にも保証料を払い込むようにする。当初 3 年間は、各国毎の基金が枯渇した場合に

共通基金が支援する仕組みとしてスタートする。第 2 段階として、2020 年以降は加

盟国ごとの保証制度と分担してユーロ圏の預金を保証する仕組みに拡大し、第 3 段階

として、2024 年には共通の基金だけで預金者保護に対応する。国別の保証制度は

2024 年以降も残るが、預金者への支払い管理の役割にとどめられる。銀行の負担増

を避けるため、銀行が支払う保証料の総額は従来負担してきた金額の範囲内にとどま

るようにされる。 

（ii）欧州委員会の提言に対するドイツの反応91 

欧州委員会の提言に対し、ドイツの銀行業界や連邦政府、ドイツ連邦銀行等は強い

反対意見を表明している。そうした意見の背景にあるのがモラルハザードの問題であ

る。具体的には 2点が挙げられる。 

第 1 に、銀行のモラルハザードである。上述した通り、ドイツでは銀行業態毎に預

金保証制度（或いは IPS）が存在する。こうした業態毎の預金保証制度が EDIS に一

元化されれば、例えば、貯蓄銀行や信用協同組合のように相対的に低リスクで業務を

営む銀行が、究極的には、大銀行等のように高リスクで事業を営む銀行の預金に責任

を有することになる。このため、貯蓄銀行や信用協同組合は、大銀行等でモラルハザ

ードが生じることを危惧している。 

第 2 に、国のモラルハザードである。改正預金保証制度指令の制定後も、EU 加盟

国の中には十分な規模を有する預金保証制度を備えていない国がみられた。そうした

状況で EDIS が開始されれば、そのような国が自ら制度を整えようとする動機を弱め、

究極的には、既に預金保証制度を持つドイツが、そのような国の預金を保証すること

になりかねないと考えられた。 

（ⅲ）EDISを巡る最近の動向 

改正預金保証制度指令を受け、各国で預金保険スキームの調和を図る取り組みが進

んでいるものの、現状では預金保険の事前積立の進捗もまちまちである92。欧州銀行同

盟は、監督および破綻処理の枠組みがすでに整備されているが、預金保険を欠いたまま

となっている93。 

  

 
91 黒川洋行（2017） 「EUの銀行同盟における欧州預金保険制度の動向—2015年の欧州委員会による EDIS規則案とドイツ

銀行業界の反応—」、https://www.jsri.or.jp/publish/research/98/98_04.html 
92 伊藤さゆり「欧州金融システムのリスク再考―銀行同盟の強靭性が試されるのはこれから」ニッセイ基礎研究所 Weekly

エコノミスト・レター2023-04-24、https://www.nli-research.co.jp/files/topics/74615_ext_18_0.pdf?site=nli 
93 Eurofi, 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2023/html/ssm.in230913~d990592ae3.en.html 

(閲覧日：2023年 10月 24日) 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2023/html/ssm.in230913~d990592ae3.en.html
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図表 5: ユーロ主要国の預金保険積立率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）2024年 7月の目標は 0.8％（フランスのみ 0.5％） 

出所）EBA https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/depositor-

protection/deposit-guarantee-schemes 
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第 2章 郵便貯金の概要 

1. 設立目的・沿革概要94 

(1) 郵政改革とポストバンクの誕生 

ドイツの郵政制度は、帝国憲法（1871 年）において帝国の立法事項と定められて以

来、第 2次世界大戦後も、共和国憲法にあたる基本法（1949年）の中でも連邦が立法

権限を有する、連邦固有行政とされてきた。こうした区分の下、連邦郵便電気通信省

（Bundesamt für Post und Telekommunikation）の管轄下にある連邦郵便（Deutsche 

Bundespost）が、郵便、郵便貯金、電気通信の 3 事業を一括運営し、3 事業を独立採

算させるのではなく、郵便及び郵便貯金事業の赤字を電気通信事業の黒字で補填する

という内部補助を行ってきた。1980 年代以降、連邦郵便を取り巻く環境の変化や東

西ドイツの統合等を背景に、ドイツでは第 1～第 3次郵政改革が実施された。 

（i）第 1次郵政改革（1980年代）：郵政 3事業の公社化 

世界的な電気通信自由化の流れを受けて、電気通信事業の競争力を高めるために事

業の分割・民営化が求められるようになった。こうした中で設置された連邦政府通信

制度委員会は、1987年に、電気通信市場の競争促進、電気通信事業の規制主体と事業

主体の分離、電気通信事業と郵便事業の分類を柱とする答申を提出した。この答申を

踏まえて 1989 年に「郵便・電信制度とドイツ連邦郵便を新編成するための法律

（Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen 

Bundespost）」が制定され、連邦郵便の中ではあるが、従来の 3 事業一体経営が、そ

れぞれ独立した郵便（Postdienst）、郵便貯金、（Postbank）、通信（Telekom）の

3 つの国営事業体（公社）に分割された。各公社は事業運営を担い、連邦郵便電気通

信省は規制機能を担うこととなった。これは、従来の行政事務と企業経営とが混在し

ていたものを改めるための措置であった。 

（ii）第 2次郵政改革（1990年代前半）：3公社の株式会社化 

1990 年代には、高賃金と社会保障費が企業の重荷となり景気が悪化、失業率も

10%台まで上昇した。また、東西ドイツ統一に伴う公共部門の比重の増大も顕著とな

ったことで構造改革がますます必要とされるようになった。更に、東西ドイツ統一と

同時に郵便事業も統一された結果、元々悪かった収支構造が更に悪化した。こうした

中、民営化による経営効率の向上を求める声が大きくなり、郵政改革を後押しするこ

ととなった。1994年に共和国基本法が改正され、郵政制度を連邦固有行政とする規定

が削除され、それに関わる規制機能やユニバーサルサービスの保証等が連邦の権限と

された。そして、利用者本位の企業的経営、国際競争力の確保（特に、電気通信事業）

のため、1995 年に発行株式の 100%を政府が保有する持株会社のもとで、3 公社はド

イツポスト（Deutsche Post）、ドイツポストバンク（Deutsche Postbank）、ドイツ

テレコム（Deutshce Telekom）という株式会社に改組された。なお、株式会社後 5年

間は政府が株式の過半数を保有するが、それ以外の株式は民間に放出することとされ

た。 

（iii）第 3次郵政改革（1990年代後半）：連邦郵便電気通信省の廃止 

1997 年末には、連邦郵便電気通信省が廃止され、政策立案機能が連邦経済省

（Bundesministerium für Wirtschaft）に、監督・規制機能が新たに発足した電気通

 
94 ドイツの郵政改革に関しては、特に断りのない限り、橋本・河内（2002）に基づく。 
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信・郵便規制庁（Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post）に移管され

た。 

 

(2) ポストバンクの株式公開と業容拡大 

3 社は株式会社化によって独立採算性が徹底されるようになり、郵便貯金事業体で

あるポストバンクに関しては、銀行法による免許を受けた金融機関となった。しかし、

ドイツポストとポストバンクの経営が分割されていた 90年から 99年の間は業務運営

上のあらゆるレベル・分野において両社間に不和が生じていたという95。また、ポス

トバンクが独立した金融機関として収益を生み出すことが出来なかったことから、

1999 年にドイツポストが政府保有のポストバンク株式を 100%買い取り、ポストバン

クを子会社化した。これには、ドイツポストの店舗網を活用して事業を改善させよう

という狙いがあったとされる96。経営統合後、ポストバンクの業績は改善し、親会社

であるドイツポストは、2000 年 11 月 20 日に株式公開（IPO）を実施したこともあ

り、2004 年には保有しているポストバンクの株式の 33.2%を民間、機関投資家に売

却した97。2005 年 7 月 18 日には、連邦政府の機関であるドイツ復興金融公庫 KfW グ

ループが所有していた株式の一部を売却した結果、上場株が 55%を超えることとなり、

国によるドイツポスト株式の保有比率は、過半を下回ることとなった。 

株式会社化したポストバンクは、複数の金融機関の買収や決済業務代行を引き受け

ることを通じて、事業拡大を遂げてきた。 

⚫ 2000 年 1 月 1 日に公的金融機関で不動産金融を専門とする DSL 銀行の株式を

100%取得（1999 年 10 月に 80%超の株式を保有していたが残存の連邦財務省

持分を取得）98。 

⚫ 2002 年にクレディ・スイス（ドイツ）から子会社 2 社を買収し、新会社 2 社

を設立。約 100人の渉外員（アドバイザー）による中間層所得者への訪問型投

資・金融アドバイザリーサービス提供を開始99。支店営業を補完するものとし

て位置付ける。 

⚫ 2001 年に物流金融会社 BHF（USA）を買収し、PB（USA）と改称。米国にお

いて仕組金融、不動産金融を提供100。 

⚫ 2006 年 1 月 1 日、ドイツポストから 850 の郵便局店舗及び約 9,600 人の従業

員を 9億 9300万ユーロ（取引手数料 700万ユーロ含む）で買収。それまでポ

ストバンクは、ドイツポストの店舗を利用することの対価として、ドイツポス

トに金融業務取扱手数料を 5億 1,300万ユーロ（2005年）、4億 9,600万ユー

ロ（2004 年）を支払っていた。買収後にポストバンクが支払うのは、ドイツ

ポスト支配下の郵便局の金融業務取扱手数料のみとなり、買収した郵便局での

郵便取扱手数料は収益となる101。 

 
95 Scherr, M. J. (2001). Postal Saving and the Provision of Financial Services: Policy Issues and Asian Experiences in the Use 

of the Postal Infrastructure for Saving Mobilization. Economics and Social Affairs. p.17 
96 林（2006） 
97 ドイツポストの株式公開（IPO）は同年におけるドイツでの最大の IPOであり、世界的に見ても第 3位の規模であった

と言われる。なお、2022年 2月 28日時点で、ドイツポスト DHL（2009年 3月にブランド名変更）の株主は、ドイツ
復興金融公庫 KfWグループが 20.5%、浮動株が 78.29%、うち個人投資家が 17.04%という構成になっている。ドイツポ
スト DHLウェブサイト https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/shareholder-structure.html 

98 Postbank, “Postbank annual report 1999”, p.28 
99 Postbank, “Posbank annual report 2002”, p.16, p.41 
100 Postbank, “Postbank annual report 2001”, p.39 
101 Postbank, “Postbank annual report 2006”, p.126 
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⚫ 2006年 1月 2日に建築貸付組合 BHWの持株会社 BHWホールディングス株式

会社（BHW Bausparkasse AG（建築貸付組合）の持株会社）を買収。住宅貸

付残高は 2005 年 12 月末の 290 億ユーロから 2006 年 12 月末の 623 億ユーロ

に拡大し、ドイツ最大となった102。 

⚫ 2007年 1月 1日にヒポ・フェラインス銀行（HypoVereinsbank）の決済業務子

会社（HVB Payment & Service GmbH）を買収。決済業務でのマーケットシェ

アが 16%から 20%超に上昇103。 

⚫ 2009年 2月から HSHノルトバンク（ドイツの州立銀行、HSH Nordbank）の

決済業務代行を開始104。 

 

(3) ドイツ銀行によるポストバンクの買収とその後の方針転換 

（i）ドイツ銀行のポストバンク買収 

2008年にドイツ銀行はポストバンクの買収を決定した105。元々ドイツ銀行は投資

銀行業務を重視していたが、金融危機による収益悪化を経験し、安定的な収益源と

してリテール分野の強化を図る方針転換を行った。ドイツ銀行は、ポストバンクの

大株主であるドイツポストから、2009 年にポストバンク株式の 29.75%を現金で購

入すると共に、ポストバンク株式の残り全てを 3 年以内に購入する権利を得た。ド

イツ銀行によるポストバンク株式の購入は予定通り進み、2012 年 2 月には、ドイツ

ポストによるポストバンクの株式保有は無くなった。この買収により、ドイツ銀行

は、ポストバンクの個人顧客約 1,450 万人を獲得すると共に、ポストバンクの支店

（850 店舗）とドイツポストの 5,000 以上の支店を活用することが可能となった。

ドイツポストのアペル CEOはこの売却に関して、金融業界が困難な時期に銀行事業

から撤退し、グローバルなロジスティクス企業への転換が可能になったとコメント

した。ただし、売却後もポストバンクとは店舗における小売販売の協力関係を維持

していくとした106。 

2005 年のノリス銀行（Norisbank）とベルリン銀行（Berliner Bank）の買収に続

いてポストバンクを買収したことで、ドイツ銀行は、ドイツ最大のリテール金融機

関の顧客を傘下に収めただけにとどまらず、ポストバンクの保有する新勘定系シス

テムによる業務効率化を図ることも可能になった107。このシステムは業務プロセス

数を大幅に削減し、バックオフィスの業務コストを引き下げる効果を持つ。 

（ii）ドイツ銀行のポストバンク売却方針 

欧州中央銀行（European Central Bank, ECB）の低金利政策等、銀行業界を取り巻

く環境が厳しくなる中、ドイツ銀行は 2015 年 4 月 27 日に「戦略 2020」（Strategy 

2020）を発表し、2020 年までの戦略の一環として、ポストバンクを売却してリテー

ル業務のうち同行が担ってきた一般個人向けリテール（所謂 mass retail）部門を縮小

 
102 Postbank, “Postbank annual report 2006”, group structure, p.2, p.30 
103 Postbank, “Postbank annual report 2007”, p.34 
104 Postbank, “Postbank annual report 2009”, p.20 
105 ドイツ銀行によるポストバンクの買収については、藤澤（2013）に基づく。 
106 Deutsche Post DHL, ”Deutsche Post DHL completes Postbank transaction”, 

https://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2012/group/022812.html 
107 SAPジャパンウェブサイト「独ポストバンク、大容量勘定系システムを SAPの銀行向け新ソリューションで稼働」（20

03年 11月 19日付） https://news.sap.com/japan/2003/11/19/%E7%8B%AC%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%

E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%81%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E5%8B%98%E5%AE%9
A%E7%B3%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92sap%E3%81%AE%E9%8A%80/ 
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する方針を明らかにした108。当時のドイツ銀行の共同CEOであったユルゲン・フィッ

チェン氏（Jürgen Fitschen）とアンシュー・ジェイン氏（Anshu Jain）は、ポストバ

ンクを売却する理由として、①ポストバンクのレバレッジ比率が低いこと、②両銀行

間のクロスセルによる収益面でのシナジー効果が見込めないこと、③分離銀行法109に

よってポストバンクが調達した資金のドイツ銀行での活用が制限されることの 3 点を

挙げた。①に関しては、ポストバンクの住宅ローンは高採算であるもののバランスシ

ートが膨らむ要因にもなっており、当時のレバレッジ比率 3.1%を、ドイツ銀行の戦略

的かつ優先的な目標である 5%以上に引き上げるためには 30 億ユーロの資本増強が必

要となる計算である、としている。②については、元々ドイツ銀行とポストバンク両

行の顧客層が異なる上に、クロスセルが規制強化で費用が嵩み難しくなっており、③

については、規制によってポストバンクの預金獲得力をドイツ銀行本体の資金ニーズ

に十分に活用できなくなった、と述べている110。 

また、当時ドイツ銀行は、 2013 年に成立した自己資本要件規則（Capital 

Requirements Regulation, CRR）を受けて資本強化に追われていた。アナリストはポ

ストバンク売却によって CET1比率が 1%上昇するとし、格付会社はドイツ銀行の資本

目標達成にはポストバンク売却が必要だと指摘していた111。 

ドイツ銀行は、ポストバンク株式の売却に柔軟に対応するために、ポストバンクの

少数株主に対しスクイーズ・アウト（squeeze out）112を実施し、持株比率を「戦略

2020」発表時点の 96.8%から、2015年 12月 21日時点で 100%に引き上げた113。「戦

略 2020」では、2016 年 12 月末までにポストバンクの新規株式公開（IPO）を実施す

る予定としていたが、2016 年に入って株式市況が軟調に推移し、売却発表時（2015

年 4 月）から欧州銀行株は約 3 割下落したため、5 月に IPO は一旦保留された114。こ

の時ドイツ銀行の経営陣は、大幅な評価額の減少は受け入れられないと述べており、

市場が回復するまで IPO を待つ用意があるとしていた。また、ポストバンクを売却し

て売却損が実現すると、ドイツ銀行は国内会計基準でも損失を計上しなければならな

 
108 Deutsche Bank, “Strategy 2020: Delivering Value”, pp 8,9,15,16 

https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Strategy_2020_27April2015.pdf 
109 BaFin, “Annual Report 2013”, p.75, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Jahresbericht/dl_jb_2013_en.ht

ml 
“Trennbanken: Auslegungshilfe zum Abschirmungsgesetz”, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/
Fachartikel/2016/fa_bj_1602_trennbanken.html 

2014年 1月に発効した「分離銀行法」の第 2条（Abschirmungsgesetz）では、金融グループのうち売却可能・売買目的

の資産を 1,000億ユーロ以上保有する金融機関を傘下に擁する場合、または、同様の資産が過去 3会計年度に当該金融

機関の総資産の 20%を超え、かつ報告日に当該金融機関の総資産が 900億ユーロを超える場合、自己売買業務や、ヘッ

ジファンド・同類のファンドへの貸出・保証、マーケットメーク目的ではない高速取引を、別会社に移して運営する必

要がある。本規制の目的は、リテール金融業務からリスクが高い投資銀行業務を分離して保護することにある。ドイツ

銀行を含む 11の対象機関は 2016年 7月までに対応する必要があった。 
110 Deutsche Bank, Press Conference, Strategy 2020, Jürgen Fitschen and Anshu Jain Co-Chief Executive Offices, 27 April 2015, 

https://www.db.com/newsroom_news/Rede_engl._27.04.2015(1).pdf 
111 Bloomberg, 2016-10-25, “Deutsche Bank Said to Weigh Full Integration of Postbank (1)” 
112 スクィーズ・アウトとは、強制的に少数株主から株式を買い取って 100%子会社化することで、ドイツ会社法により、支

配株主は、少数株主の保有する株式を取得する際、相当な現金による代償と引換えに少数株主の株式の強制移転ができ

るとされる。 
113 Postbank, “2015 POSTBANK GROUP ANNUAL REPORT” （閲覧日：2022年 3月 13日） 

https://investor-relations.db.com/global-pages/deutsche-postbank-group-annual-reports?language_id=1 
114 Reuters, ”Deutsche Bank sale of Postbank faces delay -WirtschaftsWoche”,  January 5, 2016 

https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-postbank-idUSL8N14P2UF20160105 
Wall Street Journal, “Deutsche Bank to Delay Postbank Float Until Market Conditions Improve, German bank had said it 

would sell or float its retail unit by the end of 2017”, March 2, 2016, 

https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-to-delay-postbank-float-until-market-conditions-improve-1456920445 
Bloomberg, “Deutsche Bank Mulling ‘Creative’ Postbank Exit, Cryan Says”, 2016年 5月 31日、
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-31/deutsche-bank-mulling-creative-postbank-solutions-cryan-says 
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くなり115、それは、ドイツ銀行が発行する劣後債（CoCo 債）のクーポン支払の障害

となる可能性がある。即ち、劣後債への影響を避けるため、ドイツ銀行はポストバン

クを売却出来なかった可能性があるということである116。こうした事情を踏まえ当時

のクライアン（John Cryan）共同 CEO は 2016 年 3 月に「CoCo 債のクーポンが必ず

支払われるとは言えない」と発言している117。結局ドイツ銀行が希望する売却額を提

示する会社は現れなかった。 

（iii）ドイツ銀行のポストバンク統合 

ドイツ銀行は 2017 年 3 月 5 日の取締役会及び監査役会でポストバンク統合のため

の増資・資産運用部門の一部 IPO や組織再編を決定し、ポストバンクをドイツ銀行の

リテール・法人顧客向け事業と統合する考えを明らかにした118。4月 7日には約 80億

ユーロの増資を完了したことで、CET1比率は目標である 13%を十分に上回る 14.1%を

達成した。レバレッジ比率についても 4.1%となり、目標の 4.5%に近づいた119。 

同年 10 月 26 日には、ポストバンクとドイツ銀行のプライベートバンキング部門子

会社（Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG）との統合が発表された120。統

合の目的として、ドイツの国内市場での地位強化が挙げられており、低金利下で収益

拡大を図るには規模のメリットとコスト削減が必要との判断に基づいている。リスト

ラや IT 投資等の費用としては 19 億ユーロが見込まれ、統合によるコスト削減効果は、

2022 年末以降年間 9 億ユーロになると見込まれている。また、ドイツポストとの支

店ネットワークに関するパートナーシップは 5 年間の新契約が締結された。その他に

若年層を対象としたデジタル銀行を 2018 年末に創設121することも併せて発表された。

2018 年 5月 25日にポストバンク統合は完了し、ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)の完

全子会社 DB Privat-und Firmenkundenbank AG（DB PFK AG）となった122。CEOは

引き続き、ドイツ銀行国内個人・法人部門（Private and Commercial Bank）の責任者

であるドイツ銀行出身のフランク・シュトラウス氏（Frank Strauss）が兼任していた

が、2019 年 7 月末に退任し、同日開催されたドイツ銀行の監査役会で、前アリアン

ツ・ドイツCEOのマンフレッド・ノフ（Manfred Knof）氏が執行役会（Management 

Board）に選出された。ノフ氏は 2020年 1月 20日に ECBの承認をもって DB PFKの

新 CEOに就任した123124。DB PFKは、約 2,000万人の顧客を有するドイツ最大のリテ

ールバンクで、合併後もドイツ銀行とポストバンクの 2 ブランドをそのまま継続し、

 
115 ドイツ銀行によるポストバンク買収時（2008年）からの評価損は国際会計基準では計上する必要があるが、ドイツ国内

会計基準では、対象がキャッシュ・インフローを生み出している限り売却時まで計上する必要がない。 
116 Yalman Onaran, November 07, 2016 “What’s Keeping Deutsche Bank From Postbank Sale? CoCo Bonds (1)”, 

https://www.garp.org/risk-intelligence/all/all/a1Z40000003MD1dEAG 
117 Bloomberg, 2016-03-02, “Deutsche Bank ‘Wasn’t Forceful Enough’ in CoCos Selloff: Cryan” 
118 Deutsche Bank, “Raising capital, strengthening our German home base and repositioning for growth” 

https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Analyst_Event_6_Mar_2017.pdf、 
https://japan.db.com/jp/content/6405_6549.html 

119 「ドイツ銀行、増資を完了」 https://japan.db.com/jp/content/6405_6552.html 
120 Deutshce Bank, “One bank, two brands: Deutsche Bank and Postbank are creating a new Private & Commercial Bank” 

https://www.db.com/newsroom_news/2017/one-bank-two-brands-deutsche-bank-and-postbank-are-creating-a-new-

private-and-commercial-bank-en-11688.htm 
121 2019年に DB PFKの社内スタートアップとして FYRSTが設立された。FYRSTはオンライン専業銀行として、創業者、

自営業者、フリーランサー、中小企業向けデジタルバンキングソリューションを提供している。ポストバンクのアカウ
ント IDで利用が可能で、コストの低さ、セキュアなシステム、シンプルさが特長とされる。 

122 Deutsche Bank, “ Germany's biggest Private & Commercial Bank is launched” 
https://www.db.com/newsroom_news/2018/germany-s-biggest-private-and-commercial-bank-is-launched-en-11589.htm 

123 Deutsche Bank, “Manfred Knof tritt als Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland an” 

https://www.db.com/newsroom_news/2019/manfred-knof-tritt-als-leiter-des-privatkundengeschaefts-der-deutschen-
bank-in-deutschland-an-de-11549.htm 

124 Postbank, “Annual Report 2019”, p.7 
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それぞれの顧客に応じたサービスを展開することになる（Two brands – one bank 戦

略）。 

ドイツ銀行に対する見方は厳しく、金融危機後、ドイツ銀行の信用格付は相次いで

引き下げられてきた。2018年 6月 1日には S&P社がドイツ銀行の長期発行体格付を A

－から BBB＋に引き下げた125ほか、2019 年 6 月 7 日に Fitch Ratings が各信用格付け

を引き下げ、長期発行体格付はBBB＋からBBBになった126。こうした状況を受けて、

ドイツ銀行は 2019 年 7 月 7 日に新たな再建計画「North Star（北極星）」を発表し

た。欧州の顧客取引を中心とする事業モデルへの回帰を宣言し、株式トレーディング

からの撤退や投資銀行業務の大幅縮小、4 つの事業部門への再編などが柱となってい

る。これに伴って、2022年までに全従業員の 2割に相当する 1万 8千人の人員削減も

盛り込まれた127。また再建計画の一環として、経営幹部の刷新も行われ、リストラに

反対していたフランク・シュトラウス氏が退任し、ドイツ銀行のカール・フォン・ロ

ーア（Karl Von Rohr）プレジデント（President）が個人・中小企業・富裕層部門

(Private Bank)および資産運用部門(Asset Management)の責任者となった128。DB PFK

のノフ CEOはローア氏の直属となった。 

2020年 5月 15日、ドイツ銀行（Deutsche Bank AG）は DB PFK AGとの統合を完

了し、ポストバンクは完全にドイツ銀行のブランドの一つとなった129。顧客・職員・

貸借対照表科目および事業資産はそのままドイツ銀行に移される。この統合により、

両社に共通するインフラやガバナンス業務を削減し、コスト削減を目指す。また、ポ

ストバンクの IT システムをドイツ銀行に移行し、この統合後もポストバンクとドイ

ツ銀行の 2 ブランドは維持され、DB PFK の支店や商品も変更されることはない。

2023 年 7 月、ドイツ銀行はポストバンクとの IT プラットフォームの統合を完了した

と発表した130。 

2024年 4月 28 日、金融危機時のポストバンク買収を巡って過少支払いの訴訟が続

いていた状況を鑑み、ドイツ銀行は 2024年第 2 四半期に 13億ユーロの引当金を計上

する可能性を発表した131。 

  

 
125 Deutsche Bank, “Ratings” https://www.db.com/ir/en/current-ratings.htm 
126 Deutsche Bank, “Fitch Downgrades Deutsche Bank to 'BBB'; Outlook Evolving” 

https://www.db.com/ir/en/download/Fitch_on_DB_07_Jun_2019.pdf 
127 Deutsche Bank, “Deutsche Bank announces radical transformation”, https://www.db.com/newsroom_news/2019/deutsc

he-bank-announces-radical-transformation-en-11538.htm 

 このような業務再編の進展を受け、S&Pは 2021年 11月に長期発行体格付けを BBB+から A-に引き上げている。Fitch Ra
tingsも 2021年 9月に長期発行体格付けを BBB-から BBB+に、その後 2023年 7月に A-に引き上げている。https://inv

estor-relations.db.com/creditors/ratings、https://www.db.com/news/detail/20230703-fitch-upgrades-deutsche-bank-s

-credit-ratings?language_id=1 （閲覧日：2023年 9月 8日） 
128 Deutsche Bank, “Deutsche Bank announces new leadership team, https://www.db.com/newsroom_news/2019/deutsche

-bank-announces-new-leadership-team-en-11539.htm 
129 Deutsche Bank, “DB Privat- und Firmenkundenbank AG merges with Deutsche Bank AG”, 

https://www.db.com/newsroom_news/2020/db-privat-und-firmenkundenbank-ag-merges-with-deutsche-bank-ag-en-

11583.htm 
130 Reuters, dated July 3rd.2023、https://www.reuters.com/business/finance/deutsche-bank-completes-final-phase-

postbank-tech-integration-2023-07-03/ 
131  Reuters,  https://jp.reuters.com/markets/world-indices/QLYCE7J4FRISVJMKUNJV5PEN3U-2024-04-30/ 

https://investor-relations.db.com/creditors/ratings、https:/www.db.com/news/detail/20230703-fitch-upgrades-deutsche-bank-s-credit-ratings?language_id=1
https://investor-relations.db.com/creditors/ratings、https:/www.db.com/news/detail/20230703-fitch-upgrades-deutsche-bank-s-credit-ratings?language_id=1
https://investor-relations.db.com/creditors/ratings、https:/www.db.com/news/detail/20230703-fitch-upgrades-deutsche-bank-s-credit-ratings?language_id=1
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図表 6： ドイツ銀行によるポストバンク買収への流れ 

年 月 ドイツポスト ポストバンク ドイツ銀行 

1989 7 

三分割持株会社化 

ドイツ郵政構造改革法の下、旧郵政省
の現業部門が①郵便（ドイツポスト）②
貯金（ポストバンク）③電信電話（ドイツ
テレコム）の 3部門に分割 

  

1995 1 株式会社化（Deutsche Post AG） 株式会社化（Deutsche Postbank AG）  

1999 1  
政府がポストバンク全株をドイツポストに
売却 

 

2000 11 ドイツポスト IPO   

2004 6  ポストバンク株式の 33.2%を IPO  

2008 9   ポストバンク株式の 29.75%取得 

2009 1  
ドイツポストがポストバンク株式の
22.9%をドイツ銀行に売却 

ドイツポストからポストバンク株式の 22.9%を 
取得 

2010 10  

ドイツポストによるポストバンク株式の 
ドイツ銀行への売却プロセス 

ポストバンク株式の公開買付を実施 

2010 12  
ポ ス ト バ ン ク 株 式 の 51.98% を 保 有 
（うち 22.03%は 12月 3日の公開買付で取得） 

2012 2  ポストバンクの転換社債の株式（27.4%）、ドイツ
ポストによるポストバンク株式のプットオプション
行使（12.1%）及び 2.2%の株式を追加買収によ
り、ポストバンク株式を合計 93.7%を保有 

2012 2 
ドイツポスト株式プットオプション行使 
（発行済株式数の 12.1%） 

 

2012 2 
ド イ ツ ポ ス ト の 株 式 構 成 
KfW グループ 25.5%上場株式 74.5% 
（機関投資家 63.7個人投資家 10.8%） 

 
株式市場での買付でポストバンク株式 94.1% 
保有 

2015 4   

2016年末までを目標とする IPOによるポストバ
ンクをスピンアウト（「戦略 2020」）して連結対象
から外すことを発表、この時点のポストバンクの
株式保有比率 96.8% 

2015 12   
ポストバンク少数株主に対してスクイーズ・アウ
トを実施してポストバンクを完全子会社化、IPO
に備えた 

2017 3   
ポストバンクをドイツ銀行のリテール・法人顧客
向け事業と統合すると発表 

2017 10   
ポストバンクと、ドイツ銀行の別子会社が 2018
年 6月末までに統合されると発表 

2018 5  
ドイツ銀行内のブランドとして存続 

ポストバンクと、ドイツ銀行の別子会社の統合が
完了。統合後の新銀行の名称は、DB Privat- 
und Firmenkundenbank （DB PFK AG） 

2020 5  ドイツ銀行と DB PFKの統合が完了 

（出所）ドイツ銀行「ドイツ銀行、独ポストバンクへの株式公開買付けを承認」（2010年 9月 12日） 

https://japan.db.com/jp/content/headlines_2010_2916.html 

同「ドイツ銀行、独ポストバンク株式公開買付申込関連文書を公表」（2010年 10月 7日） 

https://japan.db.com/jp/content/headlines_2010_2912.html 

 同「ドイツ銀行、ポストバンクと支配関係及び損益譲渡に関する交渉を開始」（2012 年 1 月 10 日） https://japan.db.com/jp/content/hea

dlines_4202.html 

 同「ドイツ銀行、独ポストバンクの持分を 93.7%に引き上げる」（2012年 2月 28日） https://japan.db.com/jp/content/headlines_4367.h

tml 

 同「ポストバンクとの支配及び損益移転に関する契約を裁判所が承認」（2012年 9月 14日） https://japan.db.com/jp/content/headline

s_4706.html 

 Reuters, “Deutsche Bank, Post set new terms in Postbank sale”, 13 January 2009, 

https://www.reuters.com/article/deutschebank-postbank-idUSLE15759720090114 

 Spiegel, “Deutsche Bank Pounces on Postbank”, 11 September 2008, http://www.spiegel.de/international/business/more-banking-

consolidation-in-germany-deutsche-bank-pounces-on-postbank-a-577615.html 

 林（2006） 

 総務省情報流通郵政局郵政行政部（2013）  
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2. 経営形態 

ポストバンクは、2017 年末時点で約 1,300 万人の顧客、17,441 人の従業員、1,453

億ユーロの総資産を有し、ドイツの大銀行の一角を成していた132。2021年末時点でド

イツ銀行国内リテール銀行事業（Private Bank Germany, PB GY）の顧客数は 2,000万

人以上である133。上述の通り、ポストバンクは、個人顧客及び中小企業との取引に重

点を置くリテール金融機関である。個人顧客に対しては、簡易で、日々の需要に合わ

せた低コストの金融商品を提供しており、その範囲は、預金、支払、貸付から債券、

投資信託、保険、住宅貯蓄契約と幅広い。他方で約 30 万の顧客企業には、自営業者、

フリーランサー、事業主、協会、アパート経営者協会等が含まれ、支払取引、融資、

投資に関し、簡易かつ魅力のあるソリューションを提供している。また、会社経営者

に対しては、支払取引、不動産金融、中小企業融資、ファクタリング、リース、投資

管理に関するソリューションを提供している134。 

ドイツ銀行の事業部門は、Corporate Bank、Investment Bank、Private Bank、

Asset Management（DWS）、Corporate & Otherの 5つの部門に分かれている。この

うち、Private Bank 部門は、国内リテール銀行（Private Bank Germany）と、国外の

富裕層、個人、中小企業向けビジネス（International Private Bank）の 2 つに分かれ

ており、Private Bank Germanyがポストバンクブランドおよびドイツ銀行ブランドで

行う国内リテール銀行事業に該当する。不採算事業の資産売却を行う Capital Release 

Unitは役割を終え 2023年第 1四半期よりセグメントより外れた135。 

 

3. 金融サービス提供の形態 

(1) 郵便事業会社、郵便局運営会社との受委託関係 

ドイツにおける郵便事業は主にドイツポストによって担われており、郵便局の配置

や局数など郵便サービスに関わる基準は郵便ユニバーサルサービス条例（PUDLV）

が規定している。規制体は連邦ネットワーク庁（Bundesnetzagentur, BNetzA）であ

る。ドイツポストは 1993 年頃から郵便局の民間事業者（小売店、薬局、本屋等）へ

の委託を進めており、2007 年末までは直営郵便局（自社職員によって運営されてい

る局）を 5,000局以上維持しなければならないと PUDLVで規定されていたが、2008

年 1月 1日以降はその義務が撤廃され、現在は国内約 13,000局ほぼ全てが委託郵便局

となっている。ポストバンクの約 550 の支店では郵便業務も取り扱っており、ドイツ

ポストから手数料収入を得ている。逆にポストバンクの金融サービスを取り扱う約

2,000 の郵便局にはポストバンク（ドイツ銀行統合後はドイツ銀行）が手数料を支払

っている。 

 

  

 
132 Postbank, “Annual Report 2017”, p.19,  
133 Deutsche Bank, “Investor Deep Dive Deutsche Bank’s strategic evolution to 2025” 10 March 2022, Presentationおよび Tr

anscript, https://investor-relations.db.com/files/documents/other-presentations-and-events/2022/Deutsche_Bank_ID
D_2022_Strategic_evolution_to_2025_Presentation.pdf（閲覧日：2024年 5月 14日） 

134 Postbank, “ Die Postbank im Profil”, https://www.postbank.de/unternehmen/ueber-uns/im-profil.htmln/ueber-uns/im-

profil/portraet.html （閲覧日：2023年 9月 8日） 
135 Deutsche Bank,”Annual Report 2023”,p.6, https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-

reports/2024/Annual-Report-2023.pdf 
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(2) 直営店、委託店における金融サービスの提供状況 

ポストバンクは、約 550136の国内支店網に加えて、約 2,000 店137のドイツポストの

郵便局ネットワークで金融商品を提供しているのが強みである。拠点数だけをみると、

ポストバンクは、ライバルである貯蓄銀行グループ（15,210 の拠点数138）に及ばない

が、ドイツで給与振込・決済に利用されている個人振替口座139数をみると、ポストバ

ンクは長きにわたり国内最大の口座数140（497 万口座、2017 年 9 月末時点）を有して

いたほか、ATM 数（3,590）でも国内の銀行で最大であり、資金調達面で大きな強み

を有していた141。提供する資産運用商品も、預金のほか、株式、債券、投資信託、保

険、年金のクロスセルを行っている。 

約 550 のポストバンク支店では、幅広い金融サービス及び郵便サービスが提供され

ている。約 2,000 のドイツポストの郵便局では、提供される金融商品やサービスは基

本的なものに限られ、ファイナンシャルアドバイザリーは提供されていない。加えて、

360 のポストバンク金融アドバイザーセンター（Beratungscentern der Postbank 

Finanzberatung）や、2,700 人のポストバンクブランドのモバイル・ファイナンシャ

ルアドバイザーおよびブローカーが顧客に対して営業を行っている142。 

 

(3) 受託者の経営状況 

ドイツポストの委託郵便局では、郵便サービスの受託だけでは採算が取れないとド

イツポストの広報担当者も認めている。ポストバンクが金融サービスの委託を打ち切

った郵便局では、ドイツポストとの郵便業務の取扱い自体をやめる事業者もいるよう

である。 

 

(4) 店舗・ATM配置戦略 

現在のポストバンク支店は、かつてドイツポスト郵便局の中でも大きな局で、投資

アドバイスや住宅ローン、消費者ローン、年金商品などアドバイザリーサービスを含

むフルレンジのポストバンク商品を取り扱っていた「ポストバンクセンター」を母体

としている143ため、都市部の人の往来が多い場所に位置している。金融業務を取り扱

う約 2,000 のドイツポストの郵便局は、各局の採算性に基づいて配置されている。

ATM については、ドイツ全土で 3,500 超（1,300 超のシェルガソリンスタンドを含む）

ある。さらに Cash Group144の ATM（ポストバンクを含めたネットワーク全体で約

 
136 Postbank, “ Die Postbank im Profil”, https://www.postbank.de/unternehmen/ueber-uns/im-profil.html （閲覧日：2024

年 5月 14日） 
137Postbank, “ Die Postbank im Profil”, https://www.postbank.de/unternehmen/ueber-uns/im-profil.html（閲覧日：2024

年 5月 14日） 
138 DSGV, “FINANCIAL REPORT 2022”,  https://financialreport.dsgv.de/ (閲覧日：2024年 5月 14日） 
139 振替口座の独名は Girokonto、英名は current accountや checking accountである。これに対して、貯蓄を目的とした口

座である貯蓄口座の独名は Sparkonto、英名は saving accountである。振替口座はドイツでは給与振込口座として広く

利用されており、かつては付利されていたが，現在は無利子である。基本料金は有料で毎月徴収されるが、毎月の口座

への振込額（残高ではない）に応じて手数料を減額又は無料にするのが特徴である。 
140 2022年末時点で貯蓄銀行グループ（361行）の振替口座数は 5,000万口座であり、1行あたり約 14万口座に相当する。

DSGV, “FINANCIAL REPORT 2022” 
141 Postbank, “ Postbank in Zahlen”（閲覧日：2018年 6月 11日） 
142 Postbank, “ Die Postbank im Profil”, https://www.postbank.de/unternehmen/ueber-uns/im-profil.html （閲覧日：2024

年 5月 14日） 
143 2006年 1月 1日にポストバンクがドイツポストから取得した 850の郵便局のうち 787局が「ポストバンクセンター」で

ある。Postbank Group Annual Report 2006 
144 Cash Groupはドイツ銀行（ポストバンクを含む）、コメルツ銀行、ヒポ・フェラインス銀行およびこれらの子会社の銀

https://financialreport.dsgv.de/
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7,000 台の規模）が利用可能である145。シェルガソリンスタンドでは、1 日当たり

1,000 ユーロまで無料で引き出しが可能であるが、口座への入金は出来ない146。また、

提携する小売店やスーパーマーケットのレジで 200ユーロまでの現金を引き出す（キ

ャッシュアウト）ことも可能である。条件は当該小売店で 5～20 ユーロ以上の購入を

することである147。 

ドイツ銀行は現在、支店ネットワーク・セルフサービス端末を削減し、データ活用

型販売チャネルへの投資、後述する新形態・遠隔型支店への移行を進めている148。 

ドイツ銀行ブランドの支店については、2021 年 9 月時点で 97 店舗の閉鎖計画が発

表され149、2023 年 11 月 1 日現在 390 店舗150となっている。ドイツ銀行の支店ネット

ワークの調整にあたっては、銀行が提供するあらゆるアドバイス、商品、サービスに

顧客が十分にアクセスできること、加えて、現地市場の状況と収益性が考慮された結

果、主に都市部の支店の閉鎖が決定された。小さな都市や地方自治体にある唯一のド

イツ銀行の支店を別支店と統合する場合には、投資などの本格的なアドバイスを提供

するドイツ銀行の「地域アドバイザリーセンター（Regionale Beratungscenter）」を

通じて、顧客は金融取引の多くを完結することができるとされている。その他にも顧

客はオンライン／モバイルバンキング、24時間営業のテレフォンバンキング、ドイツ

銀行と提携する自営業形態のファイナンシャルアドバイザー（Finanzberater）といっ

た様々なチャネルで銀行サービスを受けることが出来るとされ、さらに 7 つの従来支

店を「ドイツ銀行投資センター（DB Anlagezentrum）」に転換するとしている151。 

上述の「地域アドバイザリーセンター」は、チャット、ビデオ、電話を介して、従

来支店の営業時間より長い平日の 8 時から 20時、土曜日の 9 時から 15 時まで連絡す

ることが出来るドイツ銀行の拠点である。開設された 2017 年時点では、ドイツ全国

に 8か所計 409名のアドバイザーを配置しており、そのうち個人顧客向けアドバイザ

ーが 228 名、法人・自営業顧客向けアドバイザーが 181 名であった152。2024 年 5 月

14 日時点でドイツ銀行のウェブサイトを確認すると、全国 7 か所（ベルリン、ハンブ

ルク、エッセン、マインツ、マンハイム、ヴッパータール、ミュンヘン）に計約 200

名のアドバイザーが配置されている153。地域アドバイザリーセンターに配置されてい

るのはドイツ銀行の従業員である。 

一方、「ドイツ銀行投資センター」は、予約制を採用し、顧客が訪問してアドバイ

 
行の顧客が共通して無料で利用可能な ATMネットワークである。
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/transaktionen-am-

geldautomaten.html#vorteil=cash-group（閲覧日：2024年 5月 14日） 
145 https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-

einzelhandel.html#tab=fragen&expand=geld-abheben（閲覧日：2024年 5月 14日） 
146 https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/kostenlos-bargeld-tanken-bei-shell.html（閲

覧日：2024年 5月 14日） 
147 https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-

einzelhandel.html#tab=unser-angebot （閲覧日：2024年 5月 14日） 
148 Deutshe Bank, “Annual Report 2021” 
149 “Filialnetz Deutsche Bank: Schließungsstandorte Stand September 2021”, 

https://www.deutsche-
bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/Filialnetz%20Deutsche%20Bank%20-%20Schlie%C3%9Fungsstandorte_U

pdate.pdf（閲覧日：2023年 7月 7日） 
150 https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-

ag.pdf  （閲覧日：2024年 5 月 14日） 
151 https://www.deutsche-bank.de/pk/lp/weiterentwicklung_privatkunden.html （閲覧日：2023年 7月 7日） 
152 “Deutsche Bank eröffnet regionale Beratungscenter”, https://www.db.com/news/detail/20170125-deutsche-bank-

eroeffnet-regionale-beratungscenter?language_id=3 
153 https://www.deutsche-bank.de/pk/service-und-kontakt/kontakt/beratungscenter.html 

https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-einzelhandel.html#tab=fragen&expand=geld-abheben
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-einzelhandel.html#tab=fragen&expand=geld-abheben
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/kostenlos-bargeld-tanken-bei-shell.html
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-einzelhandel.html#tab=unser-angebot
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/bargeldauszahlung-im-einzelhandel.html#tab=unser-angebot
https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/transaktionen-am-geldautomaten.html（閲覧日：2023
https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-ag.pdf
https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-ag.pdf
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ザーから相談や投資アドバイスを受けることが出来る物理拠点である。一般的な銀行

業務は行わず、セルフサービスゾーンやカウンターなどの設備は存在しないため、オ

フィスフロアで営業が可能とされている154。 

ドイツ銀行と提携するファイナンシャルアドバイザーは、ドイツ銀行と商業代理店

契約を結んだ自営業形態の訪問販売員であり、顧客の自宅や職場、または希望する場

所に訪問してドイツ銀行商品の営業活動を行っている。現在約 1,300 人が登録されて

いる。顧客は、ウェブサイトの検索ページから自分の地域のファイナンシャルアドバ

イザーを検索して直接ないしドイツ銀行支店を通じてコンタクトすることが出来る。

また、ファイナンシャルアドバイザーはドイツ銀行をパートナーとして法人として登

記している場合もあり、現在約 130の機関が登録されている155。 

ポストバンク支店とドイツ銀行の支店統合については、両ブランドの位置付けが差

別化されているため計画されていない。ただし今後は両支店の窓口でお互いの銀行の

日常的な金融取引が出来るようにするなど、緊密に連携していくことが示されている

156。 

 

(5) DXの推進 

ポストバンクは、ATM や電話、インターネットによる 24 時間体制でのサービス提

供も実施するなど、総合的な金融サービスを提供している。顧客は、支店やオンライ

ン、電話により容易にポストバンクにアクセスすることが出来、ドイツで最もきめ細

かなネットワークを築いているとされる。オンラインバンキングとテレフォンバンキ

ングの分野において、ポストバンクはドイツにおいてトップの地位を占めている。オ

ンラインバンキングには 428万の口座があり、テレフォンバンキングには 447万の口

座があった（2017年 9月末時点）157。2024年 6月 14日時点でウェブサイトを確認す

るとポストバンクアプリのアクティブユーザー数は 100万人以上である158。 

 

4. 預金業務概要 

ポストバンクは、個人・法人顧客向けに振替口座、貯蓄口座等を提供している。イ

ンターネットバンキングのチャネルも提供している。特に、オンラインバンキングサ

ービスについては、国内で優秀なサービスに贈られる賞を受賞するなど、定評がある。 

決済口座としては、Postbank Giro plus と呼ばれる振替口座が提供されており、ド

イツ最大の口座数を誇っている。学生や軍隊、政府ボランティア、実習生等は口座維

持手数料（Kontoführungsgebühren）が無料となっている。石油大手のシェル（Shell）

と提携し、口座保有者に対してガソリン等石油製品の割引等も行なっている。更に、

 
154 “Bald mehr als 100 Filialen weniger”, 22.09.2020, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/deutsche-bank-

filialschliessungen-101.html 

“Deutsche Bank überführt sieben Filialen in neues Standortformat”, 19.04.2021, https://www.private-banking-
magazin.de/deutsche-bank-bietet-an-sieben-standorten-neues-beratungsformat/ 

155 https://www.db-finanzberatung.de/de/karriere_hp.html（閲覧日：2024年 6月 14日） 
156 メディアのインタビューにおける Karl Von Rohr プレジデントの発言。 

https://www.welt.de/wirtschaft/article221556930/Vize-Chef-Karl-von-Rohr-Die-Deutsche-Bank-ist-ueber-den-

Berg.html（2020年 12月 2日付） 
157 Postbank,“Postbank in Zahlen”（閲覧日：2018年 6月 11日） 
   https://www.postbank.de/postbank/wu_profil_postbankinzahlen.html（2019年 1月 31日時点で閲覧不能） 
158 https://www.postbank.de/unternehmen/ueber-uns/im-profil.html （閲覧日：2024年 6月 14日） 
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定期預金等の貯蓄口座も複数の商品がラインナップされており、大口定期預金に対す

る優遇や、株式市場の変動や金の価格変動によってプレミアムが付く商品等も提供し

ている。 

 

図表７: ポストバンクの個人向け振替口座一覧 

 特徴及び口座維持手数料、高額預金保管料等 クレジットカード条件 その他の優遇 

Giro 
plus 

 最も基本的な口座 

 口座維持手数料€5.9/月 

 当座貸越ファシリティ：年利 13.14% 

 許容される当座貸越：年利 14.95% 

 5万ユーロ超の高額預金保管料は年利 0.00% 

 ポストバンク Master カードの年会
費は€29（初年度は無料） 

 ポストバンクMasterゴールドカード
の年会費は€59（初年度は無料） 

 オンラインバンキング無
料 

 1,300以上のシェルガソ

リンスタンド、約 7,000

カ 所 の CashGroup 

ATMの利用 

Giro 
extra 
plus 

 Giro plusより手厚いサービス 

 口座維持手数料は、毎月の預金以外の入金（送金、給与等
を想定）額により以下のように設定 

   €3,000未満     €10.9/月 

   €3,000以上     無料 

 当座貸越ファシリティ：年利 11.27% 

 許容される当座貸越：年利 12.6% 

 5万ユーロ超の高額預金保管料は年利 0.00% 

 ポストバンク Master カードの年会
費は無料 

 ポストバンクMasterゴールドカード

の年会費は€30 

 ポストバンク Master プラチナカー
ドの年会費は€79 

Giro 
start 
direkt 

 7～22歳未満限定。22歳以降は自動的に Giro plusに移行 

 口座維持手数料は無料 
 当座貸越ファシリティ：年利 13.14% 

 許容される当座貸越：年利 14.95% 

 5万ユーロ超の高額預金保管料は年利 0.00% 

 ポストバンク Master カードの年会

費は€5（初年度は無料、18 歳から
作成可能） 

Giro 
basis 

 口座維持手数料€4.9/月 

 当座貸越が出来ない振替口座 

 5万ユーロ超の高額預金保管料は年利 0.00% 

- 

Giro 
direkt 

 オンライン口座 

 口座維持手数料は€1.90/月（学生・実習生等は無料） 

 当座貸越ファシリティ：年利 13.14% 

 許容される当座貸越：年利 14.95% 

 5万ユーロ以上の高額預金保管料は年利 0.00% 

 ポストバンク Master カードの年会
費は€29 

（注）当座貸越ファシリティ（Dispositionskredit）は、一般的に銀行が顧客に設定したクレジットラインであるが、その限度額をさらに

超えて短期的に資金が必要になった際に適用される与信枠が「許容される当座貸越（geduldete Kontoüberziehung）」である159。 

（出所）ポストバンクウェブサイト、https://www.postbank.de/privatkunden/girokonten.html （2024年 6月 14日時点） 

 

  

 
159 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/dl_Glossar_zu_Para_47_ZKG_WORD.html （閲覧日：2023年 7月

7日） 

https://www.postbank.de/privatkunden/girokonten.html
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5. 口座維持手数料等の導入状況 

ポストバンクは 2016年 11月 1日、振替口座に口座維持手数料

（Kontoführungsgebühren）を導入した160。 

さらに、2014年に ECBが導入したマイナス金利政策の影響で、2019年以降ドイツ

では顧客へ ECBのマイナス金利分の負担を転嫁する金融機関が増えていた161。高額預

金保管料（Verwahrentgelt）は個人預金に対する「実質的なマイナス金利」であり、

主に振替口座と一時貯蓄口座（Tagesgeldkonto162）に対して導入されているが、貯蓄

口座（Sparkonto163）にも導入の動きがあり、消費者センターが法的措置の検討をし

ていた164。2022年 11月 18 日には、フランクフルト地方裁判所が、コメルツ銀行に対

し、貯蓄口座に高額預金保管料は課すことは容認できないとし、顧客に当該料金規定

は無効であり今後課されることはないと通知しなければならないとしている165。 

2020 年 5 月 18 日以降、ポストバンクブランドを含むドイツ銀行の新規個人口座の

10 万ユーロ超部分の預金に高額預金保管料が導入された166。料率には ECB の預金フ

ァシリティ金利（マイナス 0.5%167）が適用された。また、2021年 6月 21日以降にポ

ストバンクブランドで開設される新規口座では、振替口座と投資用口座について高額

預金保管料を課す閾額が 5 万ユーロ超に、一時貯蓄口座（Tagesgeldkonto）について

は 2万 5,000ユーロ超に引き下げられた。さらにポストバンクは、2021年 9月 1日か

ら既存顧客に対しても高額預金保管料を導入した168。 

一方のドイツ銀行ブランドでは、2021 年 6 月時点でしばらくの間は閾額を 10 万ユ

ーロから引き下げる予定はない旨の広報担当者の発言があったが169、2022年 4月 1日

時点で、5 万ユーロ超の振替口座と投資口座、2 万 5,000 ユーロ超の一時貯蓄口座に

0.5％の高額預金保管料が課されていた170。 

その後、2022年 7月 21日の ECB理事会において、ウクライナ危機を契機とするイ

ンフレ加速に対応すべく政策金利の 0.5％ポイント引き上げが決定され、8 年ぶりに

マイナス金利政策が解除されたことを受け、ドイツ銀行は 8月 15日以降、ポストバン

 
160 “Postbank: Kontogebühr – was tun?”, 31/05/2017 , https://www.vzhh.de/themen/finanzen/konto/postbank-

kontogebuehr-was-tun 
161 Biallo, “Rund 260 Banken und Sparkassen kassieren Negativzinsen” （2020年 8月 31日付） 

https://www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/so-vermeiden-sie-negativzinsen/ 
162 kurzfristige Einlagen konto（short-term deposit account）とも呼ばれる。振替口座と結びついた一時貯蓄用の口座で、

利子は変動型である。送金や口座引き落としなどには利用できない。定期預金口座（Festgeldkonto）と異なり、預金の
引出がいつでも可能である。https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Tagesgeld/tagesgeld_node （2022

年 8月 5日） 
163 付利されており、預金引出が可能な口座。決済性や貸越機能はない。 
164 https://www.vzhh.de/themen/finanzen/sparen-geldanlage/verlangt-ihre-bank-negativzinsen（閲覧日：2023年 7月 7

日） 
165 https://www.vzhh.de/presse/commerzbank-darf-keine-entgelte-fuer-guthaben-auf-sparkonten-verlangen（閲覧日：

2023年 7月 7日） 
166 Spiegel, “Deutsche Bank führt Negativzinsen für Privatkunden ein” （2020年 4月 29日付） 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-fuehrt-negativzinsen-fuer-privatkunden-ein-a-

7bb79b12-7da8-4748-af3e-de776cbbc2e6 
167 https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (閲覧日：

2021年 8月 31日) 
168 “Jetzt bittet die Postbank ihre treuesten Kunden zur Kasse”, https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-

verbraucher/id_90365332/strafzinsen-auf-girokonto-auch-postbank-bittet-ihre-treuen-kunden-zur-kasse.html、   
“Postbank negative interest rate:13 practical and important points that savers,heires and entrepreneurs need to 

know” , https://leores.de/postbank-negativzinsen/ (閲覧日：2022年 9月 8日) 
169 Spiegel, “Postbank verlangt Strafzinsen schon ab 25.000 Euro”, https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/postba

nk-verlangt-strafzinsen-schon-ab-25-000-euro-a-764741db-95a6-42f9-8828-09b2a2820ea6 
170 Deutsche Bank Preisaushang dated April 1st, 2022 

https://www.vzhh.de/presse/commerzbank-darf-keine-entgelte-fuer-guthaben-auf-sparkonten-verlangen
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クブランド、ドイツ銀行ブランドともにいずれの口座についても高額預金保管料を

0.0％としている171。 

ドイツ銀行は国内リテール部門について、今後アドバイザリービジネスを成長させ

るために預金を投資商品に誘導し、収益源を金利から手数料に移す方針であり172、高

額預金保管料の導入もその一環として位置付けられる。 

 

6. リスク性金融商品概要 

ポストバンクは証券口座、ETF 口座を提供している。投資関連商品については、有

価証券売買の仲介を行っているほか、個人年金や投資信託の取扱いや投資に係る助

言・個人に対するコンサルテーションも行っている。 

 

7. 貸付業務概要 

ポストバンクは、3 ヵ月分の給与を上限とした無担保の当座貸越、個人ローン、自

動車ローン、クレジットカードを子会社経由で提供している。住宅ローンについては、

2005年に買収した BHW建築貸付組合（BHW Bausparkasse）のブランドで提供して

いるが、もともと Postbank 本体と、2000 年に買収した DSL でも扱っており、「不

動産」向けに分類されている貸出の大半が住宅ローン関連とみられる。また、個人事

業主を中心に事業用不動産物件向けや投資用不動産物件向けのローンも提供している。

ポストバンクは、住宅、商業物件、投資用物件などの不動産物件の斡旋業務も行って

おり、斡旋した物件のファイナンスに繋げている。 

2017 年の貸出をセクター別にみると、個人向け（49.4%）、金融機関（21.9%）、

各国政府 14.3%となっている。個人向けは住宅ローンが中心である。 

 

図表 8: ポストバンクのセクター別ローン・ポートフォリオ（2017 年 12 月末） 

 
（ 出 所 ） Postbank, Annual Financial Statements as of December 31. 2017 よ り 作 成 

https://investor-relations.db.com/files/documents/deutsche-postbank-group-annual-

reports/Deutsche_Postbank_Group_Annual_Report_2017.pdf 

 
171 “ Negative interest rate for private customers are disappearing , https://www.handelsblatt.com/finanzen/verwahrentgelt-

negativzinsen-fuer-privatkunden-verschwinden-was-auf-sparer-zukommt/28594140.html（閲覧日：2022年 9月 8
日）、Deutsche Bank Preisaushang dated August 15th , 2022 

172 “Investor Deep Dive Private Bank Germany 2020” 

その他，1 .6%製造業，1 .7 %

個人向け，

49.4%
金融機関，

21.9%

商業・不動産
ファイナンス，

7 .5%

サービス・流通，3.6%

各国政府，

14.3%
（2017年12月末）

https://www.handelsblatt.com/finanzen/verwahrentgelt-negativzinsen-fuer-privatkunden-verschwinden-was-auf-sparer-zukommt/28594140.html（閲覧日：2022
https://www.handelsblatt.com/finanzen/verwahrentgelt-negativzinsen-fuer-privatkunden-verschwinden-was-auf-sparer-zukommt/28594140.html（閲覧日：2022
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8. 金融包摂への取組み 

現状、ポストバンクウェブサイトおよびドイツ銀行が公表する各種報告書におい

て、金融包摂は主要課題には掲げられていない。 

 

9. 送金・決済業務概要（キャッシュレス決済、モバイル決済等） 

ポストバンクは他の民間銀行や貯蓄銀行と共にオンライン上のセキュアな支払いシ

ステムである paydirect を開発した。銀行の振替口座と paydirect を連携することで、

口座情報などを入力することなくオンライン上で支払いを済ませることができる。ま

た、paydirectアプリではメールアドレスと電話番号を用いた個人間の送金が可能であ

る。 

個人顧客には、デビットカードやクレジットカードを子会社経由で提供している。

クレジットカードは、国際ブランドの MasterCard と提携している。法人顧客には、

ドイツ銀行、ヒポ・フェラインス銀行（HypoVereinsbank）及び HSH ノルトバンク

（HSH Nordbank）の口座管理や信用管理のシステムを活用したトランザクション・

バンキングなどのバックオフィス・サービスを提供している。 

 

10. インターネットバンキング 

ポストバンクのサービスはアプリ、ウェブサイト上から利用が出来る。アプリでは、

ポストバンク以外の銀行口座や決済サービスを統合して一括管理できる機能を 2016

年 8月以降提供している。 

 

11. 国際業務概要 

送金は単一ユーロ決済圏（Single Euro Payment Area, SEPA）に参加している銀行

に対して可能である。2020年には即時送金（SEPA Instant Credit Transfer）にも対応

し、24時間 365日相手先口座に数秒で着金することが可能である。また、ポストバン

クのウェブサイトからウェスタン・ユニオン社のオンライン送金サービスを通じて、

約 200の国・地域の数十万の代理店へ送金できる173。 

 

12. 付随業務概要 

保険商品については、提携している保険会社の個人年金および損害保険、生命保険、

企業年金向けの商品を、ポストバンクの支店・アドバイスセンター・訪問販売員・オ

ンラインを通して販売しているが、それほど大きなシェアがある訳ではない。保険商

品の仲介は Postbank Direkt GmbH が行う。1998年にポストバンクとドイツ保険大手

のタランクス社はバンカシュアランスを目的に共同で保険子会社 PB Versicherungen

を設立し、ポストバンクおよびドイツポストの郵便局で独占的に保険商品の販売を始

めた。2007 年 7 月に、タランクス社が BHW Bausparkasse の生命保険子会社と共に

 
173 https://www.postbank.de/privatkunden/services/bargeld-und-automaten/western-union-in-der-filiale.html（閲覧日：

2024年 6月 10日） 
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PB Versicherungen をポストバンクから完全買収した結果、PB Versicherungenはタラ

ンクス社の 1 ブランドになったが、その後も両社の独占的パートナーシップは続いて

いる。 

ドイツ銀行は長年チューリヒ保険と提携していたが、2023年 1月 1日以降は、ポス

トバンクの顧客にもチューリヒ保険の商品が提供される。 

 

13. 資金運用（ESG投資関連を含む） 

ポストバンクは、住宅金融や不動産金融にも力を入れており、BHW 建築貸付組合 

(BHW Bausparkasse）や不動産に強みを有する DSL 銀行(DSL Bank)の買収が功を奏

している。不動産取得向けの貸出だけではなく、不動産売買の仲介をはじめ、不動産

による資金運用商品の組成と提供を行っている。 

ポストバンクの主な資金運用先は、住宅ローン等顧客貸付（Forderungen an 

Kunden、loans and advances to customer）（総資産の 73.6%）及びドイツ国債、欧州

債等への証券投資（Anlagepapiere、investment securities）（総資産の 15.6%）であ

る（2017年 12月末）174。 

 

14. 窓口取扱時間 

ポストバンク支店の窓口取扱時間は、概ね平日の 9 時頃から 18-19 時頃（13 時から

14 時までは昼休憩の場合もある）と土曜の 9 時から 12-14 時頃である。ただし、ドイ

ツポストの郵便局では大きく異なることがある175。 

 

15. 他行、地域金融機関等との協業ビジネスの展開（他業種との業務提携

を含む） 

「12．付随業務」に記載の通り、ポストバンクは保険販売でタランクス社と提携し

ている。 

ドイツ銀行グループは、Google Cloudとの提携によるサービスのクラウドへの移行

を進めている。また、Oracle と提携し、顧客データベースの最新化や新しい金融商品

の開発などを計画している。 

 

16. 財務諸表 

2020年 1～9月期に、ポストバンクブランドの収益は 19.4億ユーロ、ドイツ銀行

ブランドの収益は 18.6億ユーロであった。Private Bank Germany全体の商品別収益

は、貸付 41%、預金 24%、投資商品・保険 19%、決済・カード、口座 14%、その他

3％であった。収益源は純金利収入 61%、手数料収入 36%、その他 3％であった176。 

 
174 Postbank, “ Annual Report 2017” 
175 ドイツポストの郵便局は受託者側の本業（小売店や文房具店、書店等）の営業時間によって異なる。“Filialen und 

Geldautomaten schnell und einfach finden”, https://www.postbank.de/dienste/gaa_filialsuche/filiale.html 
176 “Investror Deep Dive Private Bank Germany 2020”, https://investor-relations.db.com/files/documents/other-

https://investor-relations.db.com/files/documents/other-presentations-and-events/6_IDD_2020_PB_FINAL.pdf?language_id=1
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2021 年の Private Bank Germany全体の収益は 50億ユーロ、2022年は 53.3億ユー

ロ、2023年は 60.7億ユーロである177。 

 

【参考】 

ポストバンクがドイツ銀行と統合する以前の業績は以下の通りであった。 

（i）営業実績 

ポストバンクは、長きに亘りドイツ国内で最大の個人振替口座数を有していたが、

2017 年 9 月末時点の口座数は 497 万口座で、前年比 8 万口座減（前年比－1.6%）と

なった。また、個人振替口座につながるオンラインバンキング口座数も前年比－0.2%

と減少した。ただし個人振替口座残高は＋6.2%と前年に引き続き大幅に増加した。

2017 年 9 月末時点の貯蓄口座に関しては、金利低下が影響して口座数（1,228 万口座、

前年比－1.9%）、残高（前年比－3.4%）とも減少した。一方、証券取引口座は、金

利低下による預金口座からのシフトもあり、口座数（60 万口座、前年比±0.0%）、

残高（前年比＋6.7%）共に増加傾向となった。 

主な運用資産を 2017 年 12 月末の貸借対照表で見ると、顧客向け貸出残高は 1,070

億ユーロ（前年比＋4.9%、うち住宅ローンを含む不動産貸出残高が 714 億ユーロ）、

投資有価証券残高が 226 億ユーロ（前年比－15.5%）であった178。ポストバンクは、

2004 年に買収した子会社である BHW建築貸付組合（BHW Bausparkasse）ブランド

で住宅ローン（building society loans BHW）を提供していたほか、DSL 銀行（DSL 

Bank、2000年に買収）ブランドで貸出（morgage lending）事業を行っていた。DSL

銀行は元々国有の地方銀行で、法人向けの不動産貸出に強みを有していた。ポストバ

ンクは、両社の買収により、アドバイザーが住居を訪問しセールスを行うといった販

売チャネルである「Postbank Finanzberatung」や「DSL Sales」等のノウハウを吸収

した。しかし、2017 年 9 月末の BHW による住宅ローン残高は 28 億ユーロで前年比

－6.7%と減少した。不動産貸出残高（morgage lending 、DSLブランドと Postbankブ

ランド）は 699億ユーロで前年比＋2.8%であった。 

  

 
presentations-and-events/6_IDD_2020_PB_FINAL.pdf?language_id=1 （閲覧日：2022年 8月 1日） 

177  “Financial Data Supplement Q4/FY2023 “ 
178 Postbank, “Annual Report 2017”, page.76, 98 

https://investor-relations.db.com/files/documents/other-presentations-and-events/6_IDD_2020_PB_FINAL.pdf?language_id=1
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図表 9: ポストバンクの営業実績 

 2015 2016 2017.9 
 

前年比 

口座数 

（単位： 

万口座） 

個人振替口座 
(private checking accounts, 

Privatgirokonten) 525 505 497 －1.6% 

法人振替口座 
(corporate checking accounts, 

Konten von Unternehmen) 30 30 29 －3.3% 

オンラインバンキング口座 
（online banking, 

Online-Banking） 438 429 428 －0.2% 

貯蓄口座 
（saving accounts, 

Sparkonten) 1,289 1,252 1,228 －1.9% 

  うち、オンライン貯蓄口座 （online） 157 149 144 －3.4% 

証券取引口座 
（brokerage accounts, 

Wertpapierdepots) 57 60 60 ±0.0% 

  うち、オンライン証券口座 （online） 49 53 52 －1.9% 

残高 

（単位： 

億ﾕｰﾛ） 

個人振替口座 (private checking acounts) 360 401 426 ＋6.2% 

貯蓄口座 （savings volume ) 469 437 422 －3.4% 

証券取引口座 （securities accounts) 133 150 160 ＋6.7% 

不動産貸出 
（mortgage lending, 

Baufinanzierung)* 677 680 699 ＋2.8% 

中小企業向け貸出 
（commercial finance,  

Gewerbliche Finanzierungen) 85 97 109 ＋12.4% 

子会社 BHWによる住宅ロー
ン 

（building society loans BHW, 
Bauspardarlehen BHW) 32 30 28 －6.7% 

*DSL及び Postbankブランドの不動産貸出残高 

（出所）Postbank, “Postbank in Zahlen”（閲覧日：2018年 6月 19日） 

https://www.postbank.de/postbank/wu_profil_postbankinzahlen.html （2019年 1月 31日時点で閲覧不能） 

 

（ii）財務 

ポストバンクは、金融危機が発生した 2008 年に大幅な赤字を計上した後、黒字に

転化したものの、利益額でみても ROE（株主資本純利益率）でみても、危機直前

（2007 年）の水準に達することはなかった。利益の内訳をみると、利息純受取額が

減少傾向にあり、低金利を背景とした貸出利鞘の縮小が背景にあったと考えられる。

また、手数料の純受取額の趨勢的な落ち込みも、利益の重石となっていた。 

 

図表 10: ポストバンクの収益推移 

 
（出所）Postbank, “Annual Report”各年版より作成 
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第 3章 民間リテール金融機関の概要 

ドイツにおけるリテール金融機関としては貯蓄銀行、信用協同組合といった業態が

挙げられる。貯蓄銀行や信用協同組合は、行数は多いものの各行の規模が小さく、個

別には主要なリテール金融機関とは言えないが、貯蓄銀行は公益性原則・地域原則に

沿って地域振興のために、信用協同組合は組合員の利益最大化のために、主として個

人や零細企業に対して金融サービスを提供してきた。また、ポストバンクは、現在は

ドイツ銀行の一部だが、その広範な支店網を強みとして、とりわけ個人に対して金融

サービスを提供しており、単独ではリテール金融機関と捉えられる。Deutsche 

Bundesbank の 2017 年の調査179では、どの銀行の振替口座を最も使用するかという問

いに対し、調査対象者の 51%が貯蓄銀行・州立銀行、20%が信用協同組合と回答して

おり、個人と貯蓄銀行・信用協同組合との結びつきの強さが示唆される。一方、大銀

行は、大企業取引、国際取引等の多様なサービスを提供する一方で、Bundesbank の

同調査では、18%が大銀行（Norisbank、ポストバンク含む）の振替口座を最も利用

すると回答しているなど、リテール金融機関としての側面も大きいと言える。 

以上のリテール向けサービスを提供する金融機関の状況を踏まえて、本章では、民

間の主要なリテール金融機関として大銀行 3 行（コメルツ銀行、ヒポ・フェラインス

銀行、ドイツ銀行）をとりあげることとする。なお、ドイツ銀行については口座、提

供商品などはドイツ銀行ブランドのものである。 

 

図表 11：民間リテール金融機関の総資産一覧 

 2021年 2022年 2023年 

総 資 産 

（億ユー

ロ） 

コメルツ銀行 4,674 4,774 5,172 

ウニクレディト銀行 2,915 3,117 2,729 

ドイツ銀行 13,240 13,368 13,123 

（注）ドイツ銀行の総資産はドイツ銀行全体 

（出所）各行 Annual Report、投資家向け資料より作成 

 
 
 

1. コメルツ銀行（Commerzbank） 

(1) 総資産、預金残高、融資残高、口座数、市場シェア 

コメルツ銀行の総資産は 2023 年末に 5,172 億ユーロで前年より 8.3%増加し、全銀

行総資産に占めるシェアは 5.0％となった。同年のリテール顧客預金残高は対前年比

8.6％増の 2,020億ユーロ、リテール顧客向け貸付残高は横ばいの 1,480憶ユーロであ

る。リテール部門（Private and Small-Business Customers）の顧客数は、国内が前年

並みの 1,100 万人、国外がポーランド、チェコ、スロバキア等で 570 万人となってい

る。預金残高および貸付残高は次表のとおりである。リテール顧客向け貸付の伸びは

国内住宅ローン、投資が牽引した。 

 

 
179 Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2017” 
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図表 12：コメルツ銀行リテール部門の預金残高、融資残高の推移（億ユーロ） 

 2021年 2022年 2023年 

リテール顧客預金残高 1,800 1,860 2,020 

法人預金残高 860 940 980 

リテール顧客向け貸付残高 1,440 1,480 1,480 

法人向け貸付残高 920 910 970 

口座数（万） 1,100 1,100 1,100 

総資産 4,674 4,774 5,172 

 

全銀行総資産 92,333 105,815 103,978 

総資産シェア 5.1% 4.5% 5.0% 

（出所）コメルツ銀行各年 Presentation for Analysts、Bundesbank “Monthly Report”より作成 

 

(2) 預金利子、預金条件、口座維持手数料、融資条件等の現状 

2020年 7月 1日～9月 30日までは 25万ユーロ超、同 10月 1日～2021年 5月 9日

までは 10 万ユーロ超、同 5 月 10 日以降は 5 万ユーロ超の預金部分について 0.5％の

高額預金保管料（Verwahrentgelt）が適用されていたが、2022年 7月 1日以降、0.0％

としている。 

 

図表 13：コメルツ銀行の振替口座の預金条件等 

 月額口座維

持 

手数料 

高額預金保管料
(Verwahrentgelt) 

当座 

貸越 

預金

利子 

その他 

Girokonto 

€9.9（月

に、証券取

引等を除

く、700ユ

ーロ以上の

入金があれ

ば無料） 

5 万ユーロ超の預

金部分に対して 20

22 年 7 月 1 日以降
0.0% 

12.45% 

0.5% 

約 7,000

か 所 の
Cash 
Group 
ATM 利用

可能 
KlassikKonto €6.9 11.45% 

PremiumKonto €12.9 9.90% 

（出所）コメルツ銀行ウェブサイト180、（2024年 5月 31日時点）より作成 

 

(3) 提供商品（貯蓄商品、リスク性金融商品、保険商品、貸付商品等）の現状181 

コメルツ銀行の貯蓄商品は、一時貯蓄口座（Tagesgeldkonto）、貯蓄口座

（Sparkonto）、定期預金（Festgeldkonto）等を取り扱っている。一時貯蓄口座や貯

蓄口座は資金の引き出しが自由に出来る点が定期預金口座とは異なっている。一時貯

蓄口座、貯蓄口座の金利は0. 50％、定期預金の固定金利は 2024年6月 10日時点で、

ユーロ建て（期間 12 カ月、預入金額 1,000.00～100,000.00 ユーロ)が 2.80％、米ド

ル建て〈期間 12カ月、預入金額 1,000.00～100,000.00米ドル〉が 4.50％、英ポンド

建て〈期間 12カ月、預入金額 1,000.00～100,000.00ポンド〉が 4.50％である。 

 
180 https://www.commerzbank.de/portal/media/efw-dokumente/preise_konditionen.pdf  
181 https://www.commerzbank.de/privatkunden/ （閲覧日：2024年 6月 10日） 

https://www.commerzbank.de/privatkunden/
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リスク性金融商品では、株式・債券、ETF、投資信託、貴金属取引、仕組債を取り

扱っている。 

保険商品では、生命保険、旅行保険、傷害保険、リースター年金182などを提供して

いる。保険商品については、アリアンツ保険と提携している。 

貸付商品では、住宅ローン、消費者ローン、学生ローン、自動車ローン等を提供し

ている。ローン資金の提供は KfWなどが行っている。 

その他にファイナンシャルアドバイザリー、ウェルスマネジメントについても提供

している。 

 

(4) 子会社、関連会社への出資状況 

2023 年末時点で 82 社の子会社を有し、このうち 100％子会社は 62 社となってい

る183。国外ではブラジル、ロシア、ルクセンブルク、英国、フランス、オランダ、ア

メリカ、ポーランド、オーストラリア、香港、マレーシアに展開している。ポーラン

ドの子会社 mBank（出資比率 69.1%）はインターネット専業銀行である。 

ドイツ国内では、支店を持たない銀行（Direktbank）として 1994 年に設立した子

会社 comdirect Bank AGを 2020年 11月に完全統合した。comdirectは 270万人超の

顧客を持ち（2019年 9月時点）、振替口座、証券口座、ETF、住宅ローンや保険を提

供している。Commerz Real AG（出資比率 100%）は不動産ファンドのほか、ストラ

クチャード投資、機器リース、およびアドバイザリーサービスを提供している。 

フィンテックへの出資については、100％子会社のベンチャーキャピタル Commerz 

Ventures GmbH（2014 年 10 月創業開始184）が、ファンドを通じて AFILIO（ブラジ

ル）や Curv（英国）等へ関与している185。 

 

(5) ESG投資186 

コメルツ銀行は ESG 戦略として、2020 年に国際イニシアティブ「Science Based 

Targets Initiative（SBTI）」に、次いで翌 2021 年 4 月には「Net-Zero Banking 

Alliance」に加盟し、2040 年までにネットゼロ・バンキング・オペレーションを実現、

そして 2050 年までにネットゼロ・ポートフォリオの実現を目指すとしている。また、

2025 年までに持続可能金融商品のポートフォリオを 3,000 億ユーロにするという目

標を掲げている。 

このうち、ネットゼロ・ポートフォリオ実現については、CO2 排出量の多い 7 セク

ターのポートフォリオについて 2030 年までの削減目標を定めている。ネットゼロ・

 
182 2002年に導入された任意加入の確定拠出年金で、運用時には非課税であるだけでなく、加入の拠出額に応じて助成金若

しくは所得控除が受けられる。 
183 Commerzbank AG Financial Statements and Management Report 2023 p 124～,  https://investor-

relations.commerzbank.com/media/document/831eb22c-ad49-402b-9f7a-
a725099fa47e/assets/Commerzbank%20AG_Financial%20Statements%20and%20Management%20Report%202023.pd

f?disposition=inline 
184 https://commerzventures.com/news/commerzbank-founds-commerzventures-as-corporate-venture-capital-entity-with-

focus-on-fintech（閲覧日：2024年 6月 10日） 
185 https://commerzventures.com/（閲覧日；2024年 6月 10日） 
186 ”Commertzebank ESG Presentation” December 2023 

https://investor-relations.commerzbank.com/media/document/5a74e6b5-ba42-4bea-9724-

1abd1f9985c9/assets/20231208_ESG_Presentation_Update%20Dezember%202023_final.pdf?disposition=inline 

https://commerzventures.com/　
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バンキング・オペレーションについては、2040 年までの気候中立性実現に向け、中

間目標として 2025年までに対 2018 年（120,000トン）比 30％の CO2 排出削減を目

指すとしている。2022年の CO2排出量は 78,400トンで、対 2018年比 34.6％の減少

となった。持続可能金融商品のポートフォリオについては、2022年の実績は 2,465億

ユーロで、2023年は 2,570億ユーロを見込んでいたものの、金利上昇によるクレジッ

ト市場の低迷から 2,380億ユーロにとどまった。 

2023年 12月末時点で再生可能エネルギーへの投資は、90億ユーロとなり、うち国

内投資が 43%、フランス、ベルギー、英国など国外投資が 57%である。再生可能エネ

ルギーの内訳では、陸上風力が 38.8％、洋上風力が 14.6％、太陽光が 24.3％となっ

ている。 

 

(6) TCFD提言への対応187 

コメルツ銀行は 2020 年 6 月にドイツの金融セクターの気候変動に関する公約に署

名した。これにより、2022 年末までにクレジットポートフォリオの管理においてパ

リ協定を遵守するべく活動している。2020年 9月には Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD) の公式サポーターとなった。同時に、サイエンス・ベー

スド・ターゲット・イニシアティブ（SBTI：Sience Based Targets Initiative）に加盟

し、CO2 排出量の多い 7 セクターのポートフォリオについて、セクターごとの排出削

減目標を設定している。2030 年の中間目標として、2020 年対比の削減率を、セメン

トで 20％、航空機で 22％、鉄鋼で 37％、発電で 74％、自動車で 32％、商業用不動

産で 68％、住居用不動産で 57％としている188。 

2023年非財務報告書189によると、TCFD提言への対応として、ガバナンスについて

は、取締役会議長が議長を務めるグループ・サステナビリティ・ボード（Group 

Sustainability Board）の設置を、ストラテジーについては、ネットゼロへのコミット

メント等を含むESGフレームワークの公表を、リスク・マネジメントについては、貸

付の個別リスク評価に、気候リスクに関する影響や回復力のシナリオおよびリスク分

析を含むこと等を報告している。指標と目標については、2050 年までのネットゼ

ロ・ポートフォリオの実現を掲げ、上述の通り、セクター別二酸化炭素排出削減目標

を公表したほか、2025年までに 3,000億ユーロの資金動員を目標としている。 

 

2. ウニクレディト（ヒポ・フェラインス）銀行（UniCredit Bank AG

（HypoVereinsbank）） 

(1) 総資産、預金残高、融資残高、口座数、市場シェア 

ヒポ・フェラインス銀行は 2005 年にイタリアのウニクレディト・グループに買収

され UniCredit Bank AGとなっているが、ブランド名は引き続き HypoVereinsbankを

使用している。2023年の総資産は対前年比 12.4％減の 2,729憶ユーロで、全銀行総資

産に占めるシェアは 2.6％、預金残高は対前年比 4.7％減の 1,446 億ユーロ、貸付残高

 
187 https://www.commerzbank.de/en/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/mitgliedschaften_und_initiativen/tcfd/tcfd.

html 
188 ”Commertzebank ESG Presentation” December 2023  p.30 

https://investor-relations.commerzbank.com/media/document/5a74e6b5-ba42-4bea-9724-
1abd1f9985c9/assets/20231208_ESG_Presentation_Update%20Dezember%202023_final.pdf?disposition=inline 

189 https://www.commerzbank.de/media/nachhaltigkeit/nfe/Commerzbank_NFR_2023.pdf 
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は同 4.9％減の 1,213億ユーロとなった。ヒポ・フェラインス銀行のリテール顧客数は

2019 年まで減少傾向にあったが、2020 年度は持ち直して約 143 万人となった。直近

では世界で 1,500万人以上としている190。 

 

図表 14：ウニクレディト銀行の預金残高、融資残高の推移（億ユーロ） 

 2021年 2022年 2023年 

顧客預金残高 1,401.5 1,516.8 1,446.0 

顧客向け貸付残高 1,204.0 1,275.7 1,213.3 

リテール顧客数 1,500万 1,500万 1,500万 

総資産 2,915 3,117 2,729 

 

全銀行総資産 92,333 105,815 103,978 

総資産シェア 3.2% 2.9% 2.6% 

（出所）ウニクレディト銀行 Annual Report2023、UniCredit Group Integrated Report、Bundesbank 

“Monthly Report”より作成 

 

(2) 預金利子、預金条件、口座維持手数料、融資条件等の現状 

ウニクレディト銀行は普通の振替口座の他に、バイエルン・ミュンヘンとコラボし

た FC Bayern Konto を提供している。条件は次表の振替口座と同じだが、89.95 ユー

ロ相当のクラブストア商品券やクレジットカードに付随するホームゲームチケット入

手等の特典がある。 

2021 年 4 月以降、顧客との個別の合意により、10 万ユーロ超の預金部分に対して

0.5%の高額預金保管料を課していた191が、ECB のマイナス金利解除を受け 2022 年 8

月 1日以降 0.0％としている192。 

  

 
190 https://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/the-

company#:~:text=Our%20purpose%20is%20to%20empower,over%2015%20million%20customers%20worldwide. 

（閲覧日：2024年 6月 11日） 
191 https://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/presse/presseinformationen/presse-2022/09-06-2022 
（閲覧日：2024年 6月 11日） 
192 https://www.kontofinder.de/ratgeber/negativzinsen-verwahrentgelt/ 

https://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/the-company#:~:text=Our%20purpose%20is%20to%20empower,over%2015%20million%20customers%20worldwide.
https://www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/the-company#:~:text=Our%20purpose%20is%20to%20empower,over%2015%20million%20customers%20worldwide.
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図表 15：ウニクレディト銀行の振替口座の預金条件等 

 月額口座維持手数

料 

高額預金保管料
(Verwahrentgelt) 

預金

利子 

その他 

HVB AktivKonto €4.9。 

10 万ユーロ超の預

金部分に対して

2022年 8月 1日以

降年利 0.0% 

0% 

・ Cash Group 

ATM利用可 

・国外 13 か国

ATM利用可 

HVB PlusKonto 

2年目まで無料。次

年度以降€9.9。プロ

グラムにより 100％

を上限にディスカウ

ントあり。 

HVB 
ExklusivKonto 

€14.9。 

HVB StartKonto 

26歳未満のみの口

座で口座維持手数料

は無料。26歳以降

は事前に通知の上、

別口座に切り替えら

れる 

（出所）ウニクレディト銀行ウェブサイトより作成（2024年 6月 11日時点） 

 

(3) 提供商品（貯蓄商品、リスク性金融商品、保険商品、貸付商品等）の現状193 

ウニクレディト銀行の貯蓄商品では、定期預金を取り扱っている。定期預金の金利

は有価証券投資と組み合わせることで、期間 6カ月で最大年利は 4.00％である194。 

リスク性金融商品では、株式・債券、ETF、投資信託、金取引を取り扱っている。 

保険商品では、生命保険、歯科保険、賠償責任保険、健康保険などを提供している。

保険商品については、アリアンツ保険と提携している。 

貸付商品では、住宅ローン、割賦ローン、学生ローン、自動車ローンを提供してい

る。 

 

(4) 子会社、関連会社への出資状況195 

ウニクレディト銀行は、2023 年末時点で連結対象子会社 107 社を有し、このうち

100％子会社は 66社となっている196。 

国外では英国、香港、アメリカ、ルクセンブルク、オランダに子会社を有している。

国内では、 UniCredit Leasing GmbH （出資比率 100% 、リース）、 Wealth 

Management Capital Holding GmbH（出資比率 100%、持株会社）、HVB Immobilien 

AG（出資比率 100%、持株会社・不動産）などの子会社を有している。なお、これら

は UniCredit Banking Groupであり、UniCredit S.p.A.によって直接的ないし間接的な

管理下にある。 

 
193 https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden 

https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden/lebensphasen/privat-vorsorgen-versichern 

（閲覧日：2024年 6月 11日） 
194 https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden/geldanlage/wertpapiere/wertpapier-festgeld（閲覧日：2024年 6

月 11日） 
195 https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/banking-group/organizational-

structure/Chart-BG-al-01.01.2023.pdf (2023年 1月 1日時点) 
196 Annual Report UniCredit Bank AG 2023  p64-76 

20240311-Geschaeftsbericht-UCB-GmbH-2023-ENGLISCH.pdf 

https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden
https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden/lebensphasen/privat-vorsorgen-versichern
https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden/geldanlage/wertpapiere/wertpapier-festgeld
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/banking-group/organizational-structure/Chart-BG-al-01.01.2023.pdf%20(2023
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/banking-group/organizational-structure/Chart-BG-al-01.01.2023.pdf%20(2023
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(5) ESG投資 

親会社が発行している統合レポート 2020197によれば、2023 年までに、再生可能エ

ネルギー分野に対する投資の 25%増加、西欧中小企業向けエネルギー効率化ローンの

34%増加などを目標としている。同レポート 2021198によれば、2021年 12月に新 ESG

戦略（2022～24）を策定し、対象期間の ESG コミットメントを 1,500 億ユーロとす

るとしている。2021年には再生可能エネルギーへ 59億ユーロの投資、24億ユーロの

西欧中小企業・個人向けエネルギー効率化ローンの実行、500億ユーロの ESG債券の

募集を行い、運用資産の 650 億ユーロを ESG 投資に転換した。さらに同レポート

2023199によれば、2023 年の ESG コミットメントの実績は 820 億ユーロとなってい

る。 

ウニクレディト銀行としては、ESG 投資についてアムンディとパートナーシップを

締結し、ETFやファンドを取り扱っている。 

 

(6) TCFD提言への対応 

親会社である UniCredit S.p.A.は 2020年 1月に TCFDの公式サポーターとなってい

る200。2021年 10月に初めてとなるグループのTCFDレポート 2020年版を発表した。

2 回目となる 2021 年版によると、ガバナンスについては、取締役会及び ESG 委員会

の定期的な協議による気候関連問題の監督、役員の報酬政策の見直し（ESG 目標との

整合性を確保）、ESG や気候関連リスク及び機会を焦点とする全職員対象の訓練イニ

シアティブの開始を行っている201。 

戦略については、持続可能性を業務の中核とする新ESG戦略の策定、持続可能金融

商品・サービスとしてサステナビリティ・ボンド・フレームワーク（SBF：

Susteinability Bond Framewaotk）の発表、第 1回サステナビリティ・ボンド・レポー

ト（UniCredit グリーンボンドの募集と影響評価を含む）の公表、石炭及び石油ガ

ス・セクター政策の改訂、国際イニシアティブ「Net-Zero Banking Alliance」への加

盟、オペレーションに関する 2030 年までのネットゼロ実現及びポートフォリオに関

する 2050年までのネットゼロ実現の公約を行っている。 

リスク・マネジメントでは、2021 年末時点のポートフォリオについて PACTA によ

る移行リスク評価や、モーゲージ・ポートフォリオの担保に関する物理リスク評価等

を実施している。最後に、指標及び目標については、先述の通り、2022～24 年の期

間の ESG投資の目標を累計 1,500億ユーロ（うち 250億ユーロは新規環境関連融資）

に設定している。2023年の実績は先述の通り 820億ユーロであった。2023年には、

全使用電力の 90.4％が再生可能エネルギー由来となり、GHG 排出量（スコープ 1 お

よびスコープ 2）は対 2021年比 28％の減少となっている202。 

 
197 https://www.unicreditgroup.eu/en/a-sustainable-bank/sustainability-reporting.html 
198https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-

reports/2021/UC_INTEGRATO_2021_ENG.pdf（閲覧日：2022年 8月 12日）  
199 https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-

reports/2023/UC_INTEGRATO_2023_ENG.pdf（閲覧日：2024年 6月 13日） 
200 https://www.fsb-tcfd.org/supporters/ 
201 Unicredit TCFD Report 2021, https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-

eu/documents/en/sustainability/sustainability-reports/2021/UC_TCFD_2021_ENG.pdf 
202 https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-

reports/2023/UC_INTEGRATO_2023_ENG.pdf（閲覧日：2024年 6月 13日） 

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-reports/2021/UC_INTEGRATO_2021_ENG.pdf（閲覧日：2022
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-reports/2021/UC_INTEGRATO_2021_ENG.pdf（閲覧日：2022
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3. ドイツ銀行（Deutsche Bank） 

(1) 総資産、預金残高、融資残高、口座数、市場シェア 

2023年に、ドイツ銀行 Private Bank部門の預金残高は対前年比 3％減の 3,078億ユ

ーロ、貸付残高は同 1.4％減の 2,613億ユーロとなった。同年のドイツ銀行の総資産は

対前年比 1.8％減の 1兆 3,123億ユーロで、全銀行総資産に占めるシェアは 12.6％とな

っている。 

 

図表 16：ドイツ銀行 Private Bank 部門の預金残高、融資残高の推移（億ユー

ロ） 

 2021年 2022年 2023年 

預金残高 3,134 3,174 3,078 

貸付残高 2,544 2,649 2,613 

総資産 13,239.9 13,367.9 13,123.3 

 

全銀行総資産 92,333 105,815 103,978 

総資産シェア 14.3% 12.6% 12.6% 

（出所）ドイツ銀行 Financial Data Supplement Q4/FY2023203、Bundesbank “Monthly Report”より作成 

 

(2) 預金利子、預金条件、口座維持手数料、融資条件等の現状 

2020 年 5 月 18 日以降、個人新規口座の預金 10 万ユーロ超部分に高額預金保管料

が導入され、2022 年 4 月 1 日時点で振替口座・投資用口座では 5.0 万ユーロ超部分

（一時貯蓄口座では 2.5 万ユーロ超）に 0.5％が課されていたが、同年 8 月 15 日には

0.0％となっている。 

  

 
203https://investor-relations.db.com/files/documents/quarterly-results/2023/FDS-Q4-2023-14032024.xlsb 
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図表 17：ドイツ銀行の振替口座の預金条件等 

口座 月額口座維持 

手数料 

高額預金保管料
(Verwahrentgelt) 

預金

利子 

その他 

Das Junge 
Konto 

EU圏の学生等は無

料。適用条件に該

当しなくなったら

AktivKontoに移行

する。 

5.0 万ユーロ超の

預金に対して年利
0.0% 

0% 

約 7,000か所の
Cash Group 
ATM、シェルガ

ソリンスタンド、

スーパーマーケッ

トで現金引出可能 AktivKonto €6.9 

BestKonto €13.9 

BasisKonto €6.9 

・約 7,000か所

の Cash Group 

ATM、シェルガ

ソリンスタンド、

スーパーマーケッ

トで現金引出可能 

・当座貸越は利用

不可 

（出所）ドイツ銀行ウェブサイト204より作成（2024年 5月 17日時点） 

 

(3) 提供商品（貯蓄商品、リスク性金融商品、保険商品、貸付商品等）の現状 

ドイツ銀行の貯蓄商品は、SparCard、定期預金と投資信託の組み合わせ商品を取り

扱っている。SparCard は 0.25%の付利口座で現金の引出は自由に行えるが、1 か月当

たりの引出上限額が 2,000 ユーロに制限されている205。また、国内外の提携行の定期

預金口座を仲介する ZinsMarkt（定期預金マーケット）というサービスを展開してい

る。ドイツ銀行は、金融商品のプラットフォーマーを目指す戦略を掲げており、

ZinsMarktはその一環である。 

リスク性金融商品では、株式・債券、ETF、投資信託、仕組債を取り扱っている。 

保険商品では、生命保険、旅行保険、傷害保険、賠償責任保険、介護保険、リース

ター年金などを提供している。保険商品については、チューリッヒ保険と提携してお

り、チューリッヒ保険の商品を取り扱っている。 

貸付商品では、住宅ローン、個人ローン、学生ローン、自動車ローン等を提供して

いる。 

その他にファイナンシャルアドバイザリー、ウェルスマネジメントについても提供

している。 

 

(4) 子会社、関連会社への出資状況 

2023年末時点でドイツ銀行の子会社は 308社、このうち 100％子会社は 282社と

なっている206。 

 
204 https://www.deutsche-bank.de/pk/service-und-kontakt/services/konditionen-und-preise.html 
（閲覧日：2024年 5月 17日） 
205 https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/ser-konditionen_preise-preisaushang.pdf (2024年 1

月 1日時点) 
206Deutsche Bank List of Shareholdings 2023 https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-

reports/2024/Shareholdings-2023.pdf  

https://www.deutsche-bank.de/pk/service-und-kontakt/services/konditionen-und-preise.html
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ドイツ銀行は、欧州、アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアなど世界全域に進

出している。ドイツ国内では、ポストバンクの子会社だった、Postbank Direkt 

GmbH （保険仲介）、Postbank Filialvertrieb AG （支店営業）、Postbank 

Finanzberatung AG （フィナンシャルアドバイザー）、Postbank Immobilien GmbH 

（不動産仲介）、Postbank Leasing GmbH （リース）、PB Factoring GmbH（ファク

タリング）などがドイツ銀行の 100%子会社となっている。その他インターネット専

業銀行の norisbank GmbH などを有している。 

 

(5) ESG投資 

ドイツ銀行は、持続可能な資金調達と投資の促進について、2020 年年初～2022 年

末までに少なくとも 2,000 億ユーロ、さらに 2023～25 年の期間に毎年 1,000 億ユー

ロ、2025 年末までの累計で少なくとも 5,000 億ユーロを目標としている。2023 年末

の実績は 2,790 億ユーロと、目標を下回った207。世界的な利上げとインフレを背景に

サスティナブルファイナンスの規模が縮小したことも影響した。ESG 投資の内訳は、

コーポレート・バンクが 530 億ユーロ、インベストメント・バンクが 1,670 億ユーロ、

プライベート・バンクが 590 億ユーロとなっている。コーポレート・バンクでは、ド

イツ化粧品企業 Babor Beauty Groupに対し、5年間で 50％の CO2排出を削減するた

めの設備投資向けに、サステナビリティ・リンク・ローン（1,500 万ユーロ）を供与

するなどしている。このほか、2025年までに 100％再生可能電力を使用などの目標を

掲げている208。 

 

(6) TCFD提言への対応 

ドイツ銀行は 2018年 9月に TCFDの公式サポーターとなっている209。2021年 4月

には、国際イニシアティブ「Net-Zero Banking Alliance」に創設メンバーとして加盟

し、2050 年までのネットゼロ・ポートフォリオの実現を公約している210。2021 年 3

月には、炭素会計パ―トナーシップ（PCAF：Partnership for Carbon Accoounting 

Financials）に加盟している。 

TCFD 提言に対応する情報開示の拡大を進めており、2021 年非財務情報レポート

（Non-Financial Report 2021）の気候リスク(Climate Risk)の節において、ガバナン

スについて、ドイツ銀行グループ・サステナビリティ委員会及び同グループ・リスク

委員会に言及している。このうち前者は、CEO（Chief Executive Officer）を議長とし、

気候リスク関連をはじめとするすべての重要なサステナビリティ・イニシアティブを

決定している。後者は、取締役会によって設立され、CRO （Chief Risk Officer）を議

長とし、リスクや資本、流動性に関するレビューや意思決定に中心的な役割を果たし

ている。戦略及びリスク管理については、CO2 排出量の多い石油ガス、発電、鉄鋼、

自動車の 4 つのセクターについて、ネットゼロ・シナリオとの調整をモニターする手

順を開発し、指標として、これらの４セクターについて、ローン・ポートフォリオの

ファイナンス・エミッションと PCAFデータ・クオリティを開示している。 

 
207 Deutsche Bank Non-Financial Report 2023，https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-

reports/2024/Non-Financial-Report-2023.pdf 
208 https://www.db.com/what-we-do/responsibility/sustainability/sustainability-strategy（閲覧日：2023年 7月 11日） 
209 https://www.fsb-tcfd.org/supporters/ 
210 Deutsche Bank Non-Financial Report 2021，https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-

reports/2022/Non-Financial_Report_2021.pdf?language_id=1 

https://www.db.com/what-we-do/responsibility/sustainability/sustainability-strategy（閲覧日：2023
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2023 年非財務情報レポート211によると、ガバナンスについて、ファイナンスのネ

ットゼロ・ターゲットに影響を及ぼす新規取引を評価するネットゼロ・フォーラムを

2022 年 11 月に設置している。戦略及びリスク管理については、ECB のシナリオ分析

への参加に言及。指標と目標については、先述の 4 つの重点セクターを含む 10 セク

ターについて、スコープ 1 及びスコープ 2 の CO2 排出量と PCAF データ・クオリテ

ィ・スコアを公表している。スコープ 1及びスコープ 2の CO2排出量は、コミットメ

ント総額について 2021 年末の 66.0Mt から 2022 年末 63.8Mt、2023 年末 63.5Mt に

減少、融資残高についても同期間に 31.0Mt、30.5Mt、28.1Mt と減少している。 

 

 
  

 
211 Deutsche Bank Non-Financial Report 2023，https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-

reports/2024/Non-Financial-Report-2023.pdf 
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第 4章 最近の金融動向と今後の展望 

1. 金融ビジネスにおける DX、フィンテック、キャッシュレスの動向 

(1) フィンテックの動向 

銀行のデジタル化は、金融機関の FinTech 企業等との連携によっても進んでいる。

こうした動きはオープン・バンキングと呼ばれる212。 

オープン・バンキングの追い風となっているのが、EUの 2つの規制である213。1つ

目は、第 2 次決済サービス指令（Payment Service Directive 2, PSD2, Directive 

2015/2366/EU）である。PSD2により「オープン API」が進むことで、非金融機関は、

金融機関の決済システムや口座情報等を利用することが可能になる214。2 つ目は、一

般データ保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR,  Regulation 2016/679）

である。GDPR により、金融を含む個人データの移管・消去が、そのデータが帰属す

る本人の意思に基づいて行われることになる。これらの EU 指令・規則により、金融

機関は従前のように顧客の個人データを囲い込むことが困難となり、FinTech 企業等

の非金融機関が様々な金融サービスを提供出来るようになっている。 

ドイツでは、オープン APIの進展により FinTech企業のサービス拡大が促進されて

いるが、金融機関に顧客や製品のデータを第三者機関に提供することを求める法律や

規制までは導入されていない215。 

ドイツにおける FinTech 企業の監督は連邦金融監督庁（BaFin）である。預金受入、

貸付、投資仲介、クラウドファンディング、ポートフォリオ管理、保険商品の販売な

どの活動を行う場合は、BaFinからライセンスを取得することが求められる。2020年

の初めには、暗号資産管理事業がライセンス対象に加わった。 

フィンテック企業の創設者や投資家で構成される Fintech Consultによると、2023

年 8月 8日時点でドイツには 1,038社の FinTech企業が存在する216。セグメント別で

は、Insuranceが 110社（シェア 10.6％）と最大で、以下、Payment and Remittance

（98社、9.4％）、Blockchain and Digital Assets（80社、7.7％）、Investment（63

社、6.1％）、Accounting and Invoicing（60社、5.8％）、Data Analytics and AI（53

社、5.1％）Personal Finance（52社、5.0％）、等と続く。資金調達から保険、決

済、法令順守サポートまで幅広い分野に分布している。 

 

 

 

 
212 BaFinはウェブサイトで、ドイツには「FinTech」という用語の明確な定義はまだ存在していないが、一般的に、「金融

サービス」と「テクノロジー」という言葉の組み合わせとして、テクノロジーベースのシステムの助けを借りて専門的
で特に顧客志向の金融サービスを提供する若い企業を意味すると理解されている、と解説している。
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/fintech_node.html (閲覧日：2022年 8月 15 日) 

213 PSD2及び GDPRに関する記述は、特に断りの無い限り、神山・富永（2017）に基づく。 
214 APIは、オペレーティング・システムやアプリケーションの機能を利用するための接続仕様であり、APIを介すること

で、企業間の情報共有等の連携が容易となる。オープン APIとは、APIの仕様を公開することであり、それにより第 3
者企業が金融機関の決済口座等にアクセスし、新たな金融サービスを提供することが可能となる。 

215 “First-step analysis: fintech regulation in Germany”, July 28 2023, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d6203c94-3a00-49a9-9273-0aeab22af711 
216 https://fintech-consult.com/wp-content/uploads/2023/10/FinTech-in-Germany-FinTech-Consult-2023.pdf 

（閲覧日：2024年 5月 23日） 
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図表 18: FinTech企業数の推移とセクター別内訳 

 

 

（出所）Fintech Consult, FinTech in Germany RESEARCH REPORT2023より作成 

（閲覧日：2024年 5月 23日） 

 

ドイツ FinTechのユニコーン企業に、N26（Banking、2013 年創設）、SumUp

（Payment and Remittance、2011年創設）、Trade Republic（Capital Markets、

2015年創設）、Mambu（Banking Software and API、2011年創設）、wefox

（Insurance、2015年創設）等がある。 

FinTech企業による資金調達は、Fintech Consultによると、2019年に対前年比

195.3％増の 27.1億ユーロと急増した後、2020年は 13.1憶ユーロに減少したが、
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2021 年には 60.1億ユーロと大幅に拡大した217。2022年は前年の急拡大の反動と世

界的な金利上昇の影響もあり 38.2億ユーロに減少し、2023年は 8/8 時点で 7.2億ユ

ーロ、年末にかけて 10～15億ユーロにとどまる見込みである218。 

 

図表 19:FinTech企業の資金調達の推移 

 
（出所）Fintech Consult, FinTech in Germany RESEARCH REPORT2023 より作成 

（閲覧日：2024年 5月 23日） 

 

こうした中、先述の通り大手銀行においてもオープン・バンキングの取り組みが

活発化している。最近の傾向をみると M&A関連の動きはあまり見られず、FinTech

企業のインキュベーションや FinTech企業との共同開発、オープン・バンキングを

活用したイノベーション強化などが指向されている。（図表 20）。 

ドイツ銀行の事例としては、2016年にデジタルファクトリーやデータ・ラボと呼

ばれる研究所に FinTech企業を集め共同でデジタル技術開発に着手したほか、2018

年 5月にはオープン・バンキングのプラットフォーム構築のため、インドのスター

トアップ企業 Quantiguous Solutionsを買収している。2022年 7月には、オースト

リアのフィンテック企業 Credi2と、オンライン小売事業および EC事業者向けにホ

ワイトラベル形式で提供する BNPL（後払い）サービスを共同開発中と発表している

219。 

コメルツ銀行は 2021年 4月に、革新的な市場インフラを提供する国際取引機構の

Deutsche Börse Groupとともに、フィンテック 360Xと戦略的パートナーシップを

締結し、ブロックチェーン・ベースの不動産等取引のデジタル市場及びエコシステ

ムの構築を目指すと発表している220。360Xは、電子外国為替取引プラットフォーム

を提供している 360T（2000年創設）のチームにより、新規に設立されたフィンテ

 
217 https://fintech-consult.com/full-year-2022-statistics-from-the-german-ecosystem（閲覧日：2023年 8月 2日） 
218 同上。 
219https://www.retailbankerinternational.com/news/deutsche-bank-collaborates-with-credi2/（閲覧日：2022年 8月 15

日）  
220https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/presse/pressemitteilungen/archiv1/2021/2__quartal/presse_archiv

_detail_21_02_96394.html （閲覧日：2023年 8月 22日） 

（単位：100 万€） 

https://fintech-consult.com/full-year-2022-statistics-from-the-german-ecosystem
https://www.retailbankerinternational.com/news/deutsche-bank-collaborates-with-credi2/
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ック企業である。 

ウニクレディト（ヒポ・フェラインス）銀行のグループ会社は、2020年 6月に、

サンフランシスコを拠点とするフィンテック Tauliaとの協業に合意したと発表して

いる221。Tauliaは、サプライチェーン・ファイナンスや電子インボイス等のデジタ

ル・サプライチェーン・ソリューションを提供するフィンテックで、ウニクレディ

トとしては、既存のサプライチェーン・ファイナンスのプラットフォーム上に、

様々な運転資金ソリューションのツールボックスを全て埋め込むことを目指してい

る。 

 

図表 20: ドイツ上位 5 行における FinTech企業との協業状況 

 協力・提携 プログラムの提供 投資 M&A 社内開発 

ドイツ銀行 

デポジットソリューション

ズと協力し、より高い利

回りの期待できる預金

を提供（2016） 

フランクフルトにデジタルファ

クトリーと呼ばれる研究所を設

立し、FinTech 企業を集め共

同で技術開発に着手（2016） 

2020 年までに、革新的な

技術と FinTech企業に 7億

5000 万ユーロを投資する

計画を発表（2016） 

オープン・バンキング

のプラットフォーム構

築のため、インドのス

タートアップ企業

Quantiguous 

Solutionsを買収 

デジタルファクトリー

にて、ITや金融の専

門家がデジタル商

品の開発に着手

（2016） 

コメルツ 

銀行 

fino と協力し、アプリを

通じた他行口座との資

金 移 動 を 容 易 に

（2015） 

FinTech企業の起業支援のた

めの“メインインキュベーター”

プログラムを創設(2014) 

創業支援を目的とした“スター

トアップガレージ”プログラムを

創設（2015） 

FinTech 企業に投資するた

めのベンチャーキャピタル、

CommerzVentures を設立

（2014） 

特段なし 

中小企業がコメルツ

銀行の顧客内から

融資を受けることの

できる金融システム

を構築（2016） 

ドイツ復興 

金融公庫 

地 域 金 融 の た め

CrowdDesk と 提 携

（2018） 

特段なし 

ベンチャーキャピタル、

High-Tech Grüderfonds を

通じて FinTech企業に投資

（2017） 

政府と共同で設立したベン

チャーキャピタルファンド

Coparion を通じて投資を実

施（2016） 

特段なし 特段なし 

DZ銀行 

決済サービス向上のた

め iZettleと提携（2012） 

barzahlen.de との提携

（2018） 

FinTech企業の交流イベント、

GENO Hackathons を開催

（2016） 

オークションの売掛金管理

シ ス テ ム を 提 供 す る

TrustBills の 25%株式を取

得（2016） 

特段なし 

デジタル商品開発

のため、イノベーショ

ンラボを設立（2016） 

R+V 

Versicherungenを設

立（2018） 

ヒポ・フェラ 
インス銀行 

法人顧客は、SumUp

のモバイル決済サービ

スを利用した、EC クレ

ジット決済の売掛金処

理が可能に（2015） 

金融向けアプリ開発のための

イ ベ ン ト 、 UniCredit 

Hackathon に参加（ 2014 ） 

アクセラレーターである

TechFounders を運営するた

め、UnternehmerTUMと協力

（2014） 

個人向け金融最適化ツー

ルを提供する MoneyMap

の株式の約 46%を保有

（2017） 

特段なし 

Hyve と協力し、新し

い銀行商品やサー

ビスの提供する研究

所を保有（2016） 

（出所）Ernst & Young "Germany FinTech Landscape."を基に作成 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssetsPI/studie-ey-german-fintech-landscape-2018/$FILE/studie-ey-german-

fintech-landscape-2018.pdf  p.29（閲覧日：2019年 7月 12日） 

 

 

 
221 https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases/2020/unicredit-strengthens-digital-working-capital-

offering-with-taul.html （閲覧日：2023年 8月 22日） 

https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases/2020/unicredit-strengthens-digital-working-capital-offering-with-taul.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases/2020/unicredit-strengthens-digital-working-capital-offering-with-taul.html
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2020年 6月、オンライン決済サービスを提供する FinTech企業大手のワイヤーカ

ード社（Wirecard AG）が破綻申請をした。マーカス・ブラウン CEOと幹部は不正

会計の疑いで逮捕されている。ワイヤーカードに出資をしていたコメルツ銀行は約 1

億 7,500万ユーロの損失を受け、2020年第 2四半期の利益 2億 2,000万ユーロの純

利益の半分以上を失った。なお、2019年にはソフトバンクグループが 9億ユーロの

出資をしたが、ワイヤーカードはこの資金をもとに日本と韓国への進出を計画して

いた。 

 

(2) キャッシュレス化の状況 

Deutshce Bundesbank が実施している調査からドイツのリテール決済手段をみると、

金額ベースの現金決済比率は 2017 年の 47.6％から 2021 年には 29.9％に低下し、決

済の非現金化が急速に進んでいる222。コロナ禍でカードを中心にキャッシュレス決済

への選好が急速に高まった。 

 

図表 21: 手段別にみたドイツの決済状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）決済額は 1日当たりの金額。四捨五入の関係で、各項目の合計は必ずしも 100.0%とならない。 

（注 2）デビットカードには Girocard を含む。Girocard は German Banking Industry Committee が運営

するブランドで、現金引出ができる銀行のキャッシュカード機能と店頭端末で決済ができるデビッ

トカード機能を備えている。決済の際には基本的に PINコードを入力する。国際ブランドと提携し

ており、海外でも決済に使用できる223。 

（出所）Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2021”p.26より作成。 

 

カード決済では、2021 年にデビットカード決済の比率は 29.9%（2017 年:34.9%）、

クレジットカード決済の比率は 10.4%（同 4.6%）となった。カード決済のうち非接触

 
222 Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2021” 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/894118/6c67bcce826d5ab16a837bbea31a1aa9/mL/zahlungsverhalten-in-
deutschland-2021-data.pdf（閲覧日：2024年 5月 23日） 

223 Girocard, https://www.girocard.eu/english/ （閲覧日：2022年 3月 23日） 

（単位：％）

2017年 2020年 2021年

現金決済 47.6 31.9 29.9

カード決済 39.6 44.3 40.6

デビットカード 34.9 32.8 29.9

　　PINコード/署名 34.0 22.8 11.6

　　非接触型 0.9 9.9 16.3

　　オンライン - 0.1 2.1

クレジットカード 4.6 10.8 10.4

　　PINコード/署名 4.4 1.8 2.6

　　非接触型 0.2 4.3 4.6

　　オンライン - 4.7 3.3

その他カード 0.1 0.7 0.3

その他非現金決済 12.9 23.9 29.6

振り込み/引き落とし 8.0 17.2 18.7

オンライン決済 3.7 4.1 7.7

モバイル決済 0.0 1.5 1.6

その他 1.1 1.1 1.6

決済合計 100.0 100.0 100.0
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型カードを用いた決済は、デビットカードで 16.3％（同 0.9％）で、クレジットカー

ドで 4.6％（同 0.2％）と、非接触型カードが急伸している。 

国際決済銀行（Bank for International Settlements, BIS）傘下の決済・市場インフ

ラ委員会（Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI）が毎年取りま

とめて発表している統計年報をみると、ドイツにおけるデビットカード機能を持つカ

ードによる決済額は増加傾向にあり、2021 年に 3,850 億ユーロとなった（図表 22

左）。一方、クレジットカード機能を持つカードによる決済額は 90 億ユーロと、デ

ビットカード決済額の 2.3%程度にとどまった。 

 

 

図表 22 デビットカード、クレジットカードの普及状況（決済額の推移、保有枚数） 

 
（出所）国際決済銀行（BIS）, “Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI 

countries”（各年版） 

“Payments and financial market infrastructures” 

 https://stats.bis.org/statx/toc/CPMI.html 

（閲覧日：2024年 5月 23日） 

（注）決済額（図表左）は delayed debitを含む 

 

デビットカード機能付きカードの一人当たり発行枚数をみると、ドイツでは 2021

年時点で 1.46 枚であった（前掲図表 22 右）。これに対して、クレジットカード機能

付きカードの一人当たり発行枚数は 0.07枚にとどまっている。 

このようにデビットカードがクレジットカードよりも好まれる理由として、ドイツ

国民がクレジットカードに対して、決済から銀行引き落としまでに時間がかかり支出

の透明化が図れないと認識していること、親しみが薄いと感じていること、利用可能

な場所が限定的と捉えていること等が挙げられている224。また、多くの場合、銀行発

行のキャッシュカードにデビットカードの機能が備わっていることも、デビットカー

ドの普及に影響していると考えられる。 

 

 
224 Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2017”, p.33 
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図表 23: 店頭決済における決済金額別の各決済手段の利用割合（2021 年） 

 
（注 1）1%以下の決済手段はグラフから省かれているため合計は 100.0%とならない。 

（注 2）比率は決済回数ベース 

（注 3）調査期間は 2021年 9月 8日～12月 5日 

（出所）Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2021”p.32 

 

金額別の決済手段をみると、2017年調査から割合が減ったとはいえ、少額店頭決済

では、ほとんどの場合に現金が使用されており、根強い現金指向の実態がうかがえる。

少額店頭決済全体では現金の使用率は決済件数の 58%で、決済金額ベースでは 36%で

あった。 

ドイツ銀行の調査によれば、Covid-19 の感染拡大以降、ドイツでは小売店が感染予

防のために利用者にキャッシュレス・非接触型決済の利用を求めており、少額の現金

払いが非接触型決済に置き換わりつつある225。2020年 4月 15日、Girocardで PINコ

ード入力を必要としない非接触型決済の上限額が 25 ユーロから 50 ユーロに引き上げ

られた226。発行済みの Girocard のうち、75%以上が非接触型決済機能を持っており、

87%の決済端末で利用が可能である。また、VISA、Mastercard、American Express

のカードでも同様に上限 50 ユーロである。非接触型決済は、現金や PIN コード入力

を必要とするカード決済よりも迅速に会計を済ませることが出来るため、簡便さの点

でも利点がある。2020年 3月末以降に実施された各種の調査では、25%～50%の人が

カード決済を利用しているとされるが、この利用増加は Covid-19が大きく影響してい

ることに留意が必要である。 

 

(3) モバイル決済の動向 

上述の通り、ドイツの非現金決済手段はデビットカードやクレジットカードが中心

 
225 Deutsche Bank, “Paying in times of crisis: Coronavirus, cards and cash”, May 26, 2020, https://www.dbresearch.com/PR

OD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000508511/Paying_in_times_of_crisis%3A_Coronavirus%2C_cards_and_.pdf?u

ndefined&realload=9I2AC1YuxHFv/PIz1ttK9z8ueEPcMtbEGS4kbErRQDDYaYAlrMgQOMDsImvBpiEVBwAMk1h48C3R
DfjEM4uPzQ== 

226 Deutsche Kreditwirtschaft, “Einführung des erhöhten Limits für kontaktlose Zahlungen im girocard-System und bei 

Kreditkarten startet ab heute” 
https://die-dk.de/themen/pressemitteilungen/einfuhrung-des-erhohten-limits-fur-kontaktlose-zahlungen-im-girocard-

system-und-bei-kreditkarten-startet-ab-heute/ 
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であるがオンライン決済も浸透しつつあり、Deutsche Bundesbank の同調査によると、

2021年時点でオンライン決済の比率は 7.7%である。 

他方、スマートフォン上のアプリ等を通じたモバイル決済に関しては、2021 年時

点で 1.6%となっている。モバイル決済は、2017 年にはゼロであったことから徐々に

普及しているが、現状、オンライン決済ほどの存在感は無い。モバイル決済という手

段に関しての認知は進んでいるものの、同調査によると、多くの人は、あえてモバイ

ル決済を利用する必然性を感じていないほか、モバイル決済の安全性に疑問を持った

り、使い方が面倒と捉えたりしているとされている。モバイル決済では Apple Pay や

Google Pay、銀行のバンキングアプリ等が利用されている。 

 

図表 24: モバイル決済の認知・使用動向（2021 年） 

（出所）Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2021” p.20 

 

(4) リテール決済に関する法規制の状況 

リテール金融機関にとって重要なのが、前述した「オープン・バンキング」という

新たな潮流であり、その追い風となっているのが EUの 2つの規制である227。 

1 つ目は、第 2 次決済サービス指令（PSD2）である228。PSD2 は、FinTech 等の新

たな決済サービスの担い手が台頭してきたことを受け、金融機関等の決済サービス提

供者に係る規制であった決済サービス指令（2007 年）の後継として策定された。

PSD2 により、金融機関は、「決済開始サービスプロバイダ（Payment Initiation 

Service Provider, PISP）」や「口座情報サービスプロバイダ（Account Information 

Service Provider, AISP）」に対し、標準化された「API（Application Programming 

 
227 PSD2及び GDPRに関する記述は、特に断りの無い限り、神山・富永（2017）に基づく。 
228 Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in 

the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 
1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366 

EU指令である PSD2をドイツの国内法化するために制定されたのが、2018年 1月 13日に発効した決済サービスに関す
る監督法（Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten, ZAG）である。 

https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/BJNR244610017.html 
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Interface）」へのアクセスを提供することが求められる。PISP とは、オンラインシ

ョップと銀行口座を接続し、口座振替によりインターネット上で決済を発動するサー

ビス等の提供者であり、AISP とは、複数の口座情報を一覧化出来るサービス等の提

供者である。API は、オペレーティング・システムやアプリケーションの機能を利用

するための接続仕様であり、API を介することで、企業間の情報共有等の連携が容易

となる。API の仕様を公開することで（オープン API）、PISP や AISP が金融機関の

決済口座等にアクセスし、金融サービスを提供することが可能となる。 

第 2は、一般データ保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）である

229。GDPR は、EU における個人情報の保護を幅広く規定する規則であり、データ保

護指令（1995 年）が改正されると共に、EU 規則へと格上げされたものだ。GDPR に

より、個人情報保護の強化が図られるが、金融機関にとって特に重要となるのが、情

報移管の権利である。即ち、個人は、企業等に提供した自身の情報に関し、機械で読

み取ることが可能な一般的に利用されるフォーマットで受領し、また、他企業等へ当

該情報を移管する権利が認められる。金融機関にとっては、顧客が望めば、これまで

自行内に囲い込んできた顧客の個人情報を、FinTech 企業等の第 3 者に移管しなけれ

ばならなくなったのである。 

以上の 2 つの EU 指令・規則により、金融機関と FinTech 企業等が顧客情報を共有

し、従来よりも容易に連携が可能となった。ドイツでは後述するN26、Solarisbank、

Fidorのように FinTech企業が銀行業界に参入する事例が増えている。 

2019年 9月 14日の時点で、PSD2は、「強力な顧客認証（SCA）」の実行義務を導

入している。これは、以下 3 つの認証要素、顧客の①記憶（PIN、パスワード等）、

②所有物（携帯電話、カード等）、③属性（指紋等）のうち 2つの認証要素を使用す

る顧客確認方法である230。 

 

(5) リテール金融機関の顧客接点における DX 

ドイツ銀行では支店の閉鎖が進められている。ポストバンクブランドの支店の閉

鎖については、2017 年にドイツポストと締結した契約により年間最大 50店に制限さ

れていたが、2021年 10月に、その条件の緩和が合意され 2023年末までに 200 店を

閉鎖して 550店に縮小すると報道されている231。閉鎖が検討されているポストバンク

支店は来店客が少なく住宅ローンや割賦ローンなど利益率の高い商品の販売が見込

めない不採算支店である232。なお、ドイツ銀行ブランドの支店は 2020年 5月 15日時

点で 661あったが、閉鎖が進められ、2023年 11月 1日時点で 390店舗となった233。 

 
229 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32016R0679 
PSD2と異なり、EU規則である GDPRはドイツの国内法化が必要とならない。 

230 https://www.bundesbank.de/en/tasks/payment-systems/psd2/psd2-775954 
231 “Deutsche Bank will 2021 rund 50 Postbank-Filialen schließen”, https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-

versicherungen/banken/privatkundengeschaeft-deutsche-bank-will-2021-rund-50-postbank-filialen-

schliessen/26592722.htm  

“Deutsche Bank Accelerates closing of Postbank Branches, https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-postbank-
idUSKBN2HG1JT（閲覧日：2022年 9月 7日） 

232 “Deutsche Bank strebt schnellere Schließung unrentabler Postbank-Filialen an”, 04/05/2021, 

https://finanzbusiness.de/nachrichten/banken/article12949716.ece 
233 https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-

ag.pdf （閲覧日：2024年 1月 31日） 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/privatkundengeschaeft-deutsche-bank-will-2021-rund-50-postbank-filialen-schliessen/26592722.htm
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/privatkundengeschaeft-deutsche-bank-will-2021-rund-50-postbank-filialen-schliessen/26592722.htm
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/privatkundengeschaeft-deutsche-bank-will-2021-rund-50-postbank-filialen-schliessen/26592722.htm
https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-postbank-idUSKBN2HG1JT
https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-postbank-idUSKBN2HG1JT
https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-ag.pdf
https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/filial-und-geldautomatennetz-vergleichskriterien-ag.pdf
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ドイツでは、ポストバンクや貯蓄銀行協会等の伝統的なリテール金融機関が、デ

ジタル化の推進を戦略として掲げてきた。ここでのデジタル化とは、スマートフォ

ンやタブレットの普及に伴うテジタル端末を使ったウェブサイト閲覧に始まり、顧

客或いは会員専用サイトにおける残高・取引状況の閲覧、金融機関担当者とのコミ

ュニケーション、金融商品取引等を含む、オンライン・サービスのことである。デ

ジタル化を推進する中で、各機関はオンライン・サービスの強化を謳い、例えば、

ポストバンクではビデオチャット等を利用したアドバイザリー機能の強化を、貯蓄

銀行金融は専用アプリを使った個人間の送金を可能とする方針を打ち出している。 

リテール金融機関においては、オンライン・サービスを強化することが合理化を

通じた競争力強化に繋がるとの見方が一般的になりつつある。 

 

(6) インターネット専業銀行 

ドイツには、支店を持たず、電話、ファクシミリ、手紙、インターネット等を通じ

て銀行業務を行う Direktbank という形態が 1990 年代に誕生している。こうした銀行

がインターネット専業銀行の原点となっている。 

ドイツで最大のインターネット専業銀行は、ING-DiBa である。オランダの ING グ

ループが 100% 株主となった ING-DiBa は、金利変動型の一時貯蓄口座

（Tagesgeldkonto）が人気商品となり、金融危機下でも急成長を続けたリテール銀行

である。国内顧客数は 900万以上としている234。 

Fidor は、2007 年にドイツで創業し、2009 年に BaFin から銀行免許を取得した銀

行であり、支店を持たず、オンラインで金融サービスを提供する。同行が自ら開発・

提供するのは、預金口座や決済機能、融資等の基本的な金融サービスのみであり、そ

れ以外のサービスに関しては、FinTech 企業との連携により提供される。同行は独自

の APIを整備し、顧客が同行を通じて多くの FinTech 企業のサービスを利用出来る体

制を構築し、顧客の多様な金融ニーズに対応している。例として投資商品は eToro 社、

一時貯蓄口座は Renault Bank direk社、株式取引では Smartbroker社などのサービス

と提携している。また、決済開始サービスプロバイダや電子マネー機関向けに API サ

ービスを提供している。なお、同行は 2016 年にフランスの BPCE グループに買収さ

れたのち、2020 年に個人顧客事業はアメリカの投資企業に、システム部門はフラン

スの Sopra Steria Groupに売却された。 

N26235は 2013年にベルリンで創業し、2016年に ECBから銀行免許を取得したオン

ライン専業銀行であり、2018年末の顧客数 200万人から、2020年度には 700万人を

超えるなど、急速に成長している。市場からの評価も高く、2019 年から 2020 年にか

けて 5 億 7,000 万ドルの資金調達に成功し、累計 8 億ドルに到達した。これはドイツ

国内でワイヤーカード社に次ぐ規模の調達額であり236、ワイヤーカード社が破綻

（2020 年 6 月）した現在では（先述）、欧州で最も注目されている FinTech 系企業

の 1つである。ドイツ以外に、欧州、ブラジルなど 25か国に展開している。個人向け

口座は 4 種類で、スタンダード口座は月額利用料が無料でありながら、デビットカー

 
234 https://www.ing.de/ueber-uns/unternehmen/ （閲覧日：2024年 1月 31日） 
235 特に断りのない限り、N26社ウェブサイト（https://n26.com/en-eu）に基づく。 
236 FinTech Global, “Large FinTech deals drive investment in Germany to a record high in the first six months of the year” 

https://fintech.global/large-fintech-deals-drive-investment-in-germany-to-a-record-high-in-the-first-six-months-of-the-

year/ 

https://www.ing.de/ueber-uns/unternehmen/
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ド年会費や現金引き出し手数料がかからないことが特徴である。 

Solarisbank は、2016 年に創業し、同年に銀行免許を BaFin から取得した FinTech

企業である。同社のビジネスモデルは Banking as a Service（BaaS）と呼ばれ、同社と

API 接続をすることでデジタル企業や金融サービス事業者に対して送金や決済、デビ

ットカードなどの個別の銀行機能を提供するサービスで台頭してきている。2020年 6

月末時点で累計 1 億 6,000 万ユーロ以上を調達している。同社に対しては日本の SBI

ホールディングスも 2017年に出資をしており237、ABN-AMRO、BBVA等 12企業から

合計 3.9億ユーロ以上を調達している238。 

 

(7) デジタル通貨導入に向けた動き 

2021 年 7 月 14 日、ECB 理事会は中銀デジタル通貨（CBDC）デジタルユーロの導

入に向けた本格的な調査プロジェクトを開始することを決定した239。2021 年 10 月か

ら約 2 年間（～2023 年 10 月）にわたって設計や発行方法の検証、市場に与える影響

の評価などを行う。 

2023年 6月には欧州委員会が CBDC発行枠組みに関する規定案を発表した。

ECBは将来的に、法定通貨としてユーロ紙幣・貨幣の補完を目的に、CBDCを発行

することができるとされ、欧州議会及び欧州理事会において同規定案が採択された

場合には、ECBが発行の可否や時期を最終的に決定するとしている240。 

ECB は 2023 年 10 月 18 日、2021 年 10 月から始まった「調査フェーズ」を完了さ

せ、11 月 1 日から「準備フェーズ」を開始することを公表した。「準備フェーズ」に

おいては、「調査フェーズ」の調査結果に基づきデジタルユーロ開発に向けたさらな

る準備に重点が置かれている。具体的には、デジタルユーロスキームのルールブック

策定、デジタルユーロのプラットフォーム・インフラ開発事業者の選定、ユーロシス

テム要件とさまざまなユーザーのニーズが満たせるかを確認するための実証実験等が

含まれる。 

 

図表 25: デジタルユーロ導入へのタイムライン 

 

 

 

 

 

 

 

出所）「Project timeline and planning of 2024 ERPB」ECB Digital euro team 2024.4.11 

 
237 https://www.sbigroup.co.jp/news/2017/0315_10615.html （閲覧日：2023年 8月 2日） 
238 https://www.solarisgroup.com/en/about/ （閲覧日：2023年 8月 2日） 
239 https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html 
240 欧州委員会プレスリリース 2023年 6月 28日付け、

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3501（閲覧日：2023年 8月 10日） 

調査フェーズ

2021年10月～2023年10月

コンセプト定義、技術調査、

設計提案

準備フェーズ

2023 年 11 月 ～ 2025 年 10 月

主な活動予定

• スキームルールブックの最終決定

• サービスプロバイダーの選択

• 実験による学習

• オフライン機能のさらなる調査や、将来に向け

たテストおよび展開計画の策定など、技術的な側

面のより深い調査

次のフェーズ

2025年11月～

デジタルユーロのテストケースの

開発と展開

https://www.sbigroup.co.jp/news/2017/0315_10615.html
https://www.solarisgroup.com/en/about/
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3501
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2024 年 6 月 7 日、ECB のラガルド総裁はデジタルユーロ導入に賛成の意を示し、

ECB が「未来にふさわしい」銀行となるための重要なステップであると評価した。

2027 年の任期終了までにデジタルユーロが導入される可能性を示唆すると同時に、

そのためには予想以上のスピードが必要であるとコメントした。また、ドイツ連邦銀

行のナーゲル総裁は、デジタルユーロの導入時期として 2028年―2029年を想定して

いるとした。 

 

(8) IT人材の育成・活用状況 

ドイツは、2011年に産業政策「インダストリー4.0（Industrie 4.0）」を発表。同

政策は、前年の 2010年に策定した科学技術イノベーション計画「ハイテク戦略

2020」のプロジェクトのひとつであり、IT技術による産業革命（第 4次産業革命）

を目指すものである。同政策の下で、連邦労働・社会省（BMAS：

Bundesministerium fűr Arbeit und Soziales）は、2016年 11月に白書「労働 4.0

（Weiβbuch Arbeiten 4.0）」を発表し、デジタル化への適応に向けた労働分野の政

策提案を提示した241。さらに、同年には、連邦教育研究省（BMBF：

Bundesministerium fűr Bildung und Forschung）と連邦職業教育研究所（BIBB：

Bundesinstitut fűrBerufsbildung）が主導して職業および職業教育・訓練のデジタル

化に関するイニシアティブを立ち上げ、将来的なスキル需要の見通しや代替される可

能性のある職業の特定等に着手した。それを受けて、公的職業訓練制度における職業

のスクリーニングや訓練規則の更新が進められてきた。 

公的職業訓練制度における IT人材の育成についてみると、若者を対象とする「初

期職業訓練」では、2021年 8月に「標準職業プロフィール項目（初期職業訓練の共

通項目）に「デジタル化した労働環境」を追加し、訓練内容の拡充が図られている。

また、公認の IT専門職訓練では、2020年 8 月に従来の「システム統合」と「ソフト

ウェア開発」の 2分野に、「ITセキュリティー（デジタルネットワーキング」と「デ

ータ・サイエンス（データプロセス分析）の 2分野が追加され 4分野となっている。 

IT専門職の職業訓練については、初期職業訓練においても、初期職業訓練終了者

や社会人を対象とする継続職業訓練後においても、「欧州資格枠組み（EQF）」に対

応する「ドイツ資格枠組み（DQR：Deutscher Qualifikationsrahmen）」の職業資格

制度とそれぞれの資格に対応する職業訓練が定められている。 

このほか、2020年 3月に「専門人材移民法（Fachkräfteeinwanderungsgesetz）」

の施行により、EU域外出身者の高度な IT分野の実務経験保有者について就労要件を

緩和し、国外からの即戦力の導入を積極化している。 

個別金融機関の取り組みでは、外部人材の活用として、ドイツ銀行では 2016年 9

月にデジタルファクトリーを創設し、14ヵ国から 400名の ITや金融の専門家を集

め、行内のイノベーションハブやソリューションプロバイダーとして機能させている

242。行内の人材育成として、コメルツ銀行では行内の幅広い職員層を対象に体験型・

参加型のワークショップを実施243。そこでは参加者がデジタル体験を経て、アイディ

 
241 労働政策研究・研修機構（2022）「欧米諸国におけるデジタル技術の進展を踏まえた公的職業訓練に関する調査-アメリ

カ、イギリス、ドイツ、フランス」『JILPT資料シリーズ』No259、2022年 8月
https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2022/documents/0259.pdf （閲覧日：2023年 8月 7日） 

242 https://www.db.com/news/detail/20160929-deutsche-bank-opens-digital-factory-in-frankfurt?language_id=1 
243清水一史（2019）「デジタル人材確保に向けた指針-企業が確保すべき DX人材と確保に向けた処方箋」（野村総合研究

所『知的資産創造』2019年 5月号）、 https://www.nri.com/-

https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2022/documents/0259.pdf
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/chitekishisan/2019/05/cs20190503.pdf?la=ja-JP&hash=25F65E163209AE1D9971B17C7B62CC098F8DFA39
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アコンテストに臨んでいる。 

ドイツ銀行は 2020年 12月に、銀行業務のクラウドへの移行およびクラウドベー

スの金融サービスの共同開発を目的に、グーグル・クラウドと戦略的パートナーシッ

プを締結した244。クラウドへの移行に向けて、行員にはクラウド・コンピューティン

グ・スキルが必須となるが、Google Cloud Skills Boost245等の活用でスキルの向上が

図られている。パートナーシップ締結後の 18カ月間で 5,000人以上が訓練プログラ

ムを受けたとされている246。 

 

(9) 生成 AIの活用状況 

ドイツでは 2018 年 11 月に「AI 国家戦略（Strategie Kűnstliche Intelligenz der 

Bundesregierung）」247を発表。同戦略は、DX の進行に対応する国際競争力強化に向

けた AI 振興策と AI の普及に伴う経済・社会的リスクへの対処について、政策を取り

まとめている。AIの実用化と普及に向け、技術開発への資金助成や技術開発ネットワ

ークの構築、スタートアップへの支援、中小企業のＡＩ導入への支援プログラム等が

盛り込まれている。AIによる経済・社会的リスクへの対処としては、個人データの保

護のルール作り（情報自己決定権の原則の確立、AIが下す判断・決定・助言における

透明性・公平性・非差別性の確保等）や、労働者の利益の保護（AIの監視機関の設置

等）・継続的な職業訓練（AIリテラシーの向上を含む）への支援等を進めるとしてい

る。2020年 12月には、同戦略の改訂を閣議決定し、2025年までの連邦政府による投

資計画を当初の 30億ユーロから 50億ユーロに拡大している248。 

ドイツ銀行ではプライベートバンキング部門において、富裕層顧客のポートフォリ

オの分析およびレコメンデーションの作成に、生成 AI を活用している249。AI 戦略と

して 2024年には、現在試験運用中の 25件ほどのプロジェクトの稼働開始を計画して

いるほか、現状 300 名の AI 人材を 2～3 倍に増強するとしている。2024 年稼働予定

のプロジェクトには、法人および投資銀行部門におけるクライアント向け説明資料の

自動作成等が含まれている250 

ドイツの通信販売・電子商取引企業大手オットー・グループ（Otto Group）の関連

会社で 2016 年に設立された collect AI は、生成 AI を活用したペイメント・サービス

のプラットフォームを提供している251。 

 
/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/chitekishisan/2019/05/cs20190503.pdf?la=ja-
JP&hash=25F65E163209AE1D9971B17C7B62CC098F8DFA39 （閲覧日：2023年 8月 7日） 

244 Deutsche Bank, Media Release,December 4, 2020,  https://www.db.com/news/detail/20201204-deutsche-bank-and-

google-cloud-sign-pioneering-cloud-and-innovation-partnership?language_id=1 (閲覧日：2023年 10月 20日) 
245 https://www.cloudskillsboost.google/ 
246 https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/how-deutsche-bank-is-building-cloud-skills-at-scale?hl=en 

 （閲覧日：2023年 10月 20日） 
247 Strategie Kűnstliche Intelligenz der Bundesregierung 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Digitalisierung/2018-11-15-Strategie-zur-

Kuenstlichen-Intelligenz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
248 BMBF Pressmitteilungen 2020/12/02, https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/kabinett-

beschliesst-fortschre--strategie-der-bundesregierung.htm  
249 Bloomberg, dated May 31st. 2023、https://www.bloomberg.com/news/features/2023-05-31/jpmorgan-s-push-into-

finance-ai-has-wall-street-rushing-to-catch-up?leadSource=uverify%20wall#xj4y7vzkg（閲覧日：2023年 8月 7日） 
250 The Wealth Advisor, September 26,2023,  https://www.thewealthadvisor.com/article/deutsche-banks-ambitious-ai-

drive-reshaping-banking-generative-technology （閲覧日：2023年 10月 20日） 
251 IBS intelligence, dated June 21st. 2023、https://ibsintelligence.com/ibsi-news/3-generative-ai-platforms-optimising-

banking-operations-in-europe/（閲覧日：2023年 8月 7日） 

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/chitekishisan/2019/05/cs20190503.pdf?la=ja-JP&hash=25F65E163209AE1D9971B17C7B62CC098F8DFA39
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/chitekishisan/2019/05/cs20190503.pdf?la=ja-JP&hash=25F65E163209AE1D9971B17C7B62CC098F8DFA39
https://www.db.com/news/detail/20201204-deutsche-bank-and-google-cloud-sign-pioneering-cloud-and-innovation-partnership?language_id=1
https://www.db.com/news/detail/20201204-deutsche-bank-and-google-cloud-sign-pioneering-cloud-and-innovation-partnership?language_id=1
https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/how-deutsche-bank-is-building-cloud-skills-at-scale?hl=en
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/kabinett-beschliesst-fortschre--strategie-der-bundesregierung.htm
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/kabinett-beschliesst-fortschre--strategie-der-bundesregierung.htm
file:///C:/Users/h-higashi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EW2ZRYFX/Bloomberg,%20dated%20May%2031st.%202023、https:/www.bloomberg.com/news/features/2023-05-31/jpmorgan-s-push-into-finance-ai-has-wall-street-rushing-to-catch-up%3fleadSource=uverify%20wall%23xj4y7vzkg
file:///C:/Users/h-higashi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EW2ZRYFX/Bloomberg,%20dated%20May%2031st.%202023、https:/www.bloomberg.com/news/features/2023-05-31/jpmorgan-s-push-into-finance-ai-has-wall-street-rushing-to-catch-up%3fleadSource=uverify%20wall%23xj4y7vzkg
https://www.thewealthadvisor.com/article/deutsche-banks-ambitious-ai-drive-reshaping-banking-generative-technology
https://www.thewealthadvisor.com/article/deutsche-banks-ambitious-ai-drive-reshaping-banking-generative-technology
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/3-generative-ai-platforms-optimising-banking-operations-in-europe/
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/3-generative-ai-platforms-optimising-banking-operations-in-europe/
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2. 郵便局金融を含めた金融包摂 

(1) 格差に関する社会情勢・国民意識とそれらを背景とした格差是正政策 

金融包摂に対する追い風として、マイクロファイナンスが挙げられる。EU では、

マイクロファイナンスが活発であり、その経済的な利点（企業設立による雇用増）と

社会的な利点（金融から排除されがちな移民や若者等の包摂）の両面で注目を集めて

いる。2007 年に欧州委員会が「成長と雇用の支援におけるマイクロクレジット発展

のための欧州イニシアティブ」（A European Initiative for the development of micro-

credit in support of growth and employment252）を発表したことも、マイクロクレジ

ット発展を後押ししている。 

ドイツにおいても同様に、マイクロクレジットは活発である。ドイツでは銀行免許

をもたない組織が貸出を行うことは認められていない。そのため基本的には、借入者

に対して支援を行う組織と銀行が連携してマイクロクレジットの供与を行っている253。

また、2004年にベルリンで設立された DMI（Deutsches Mikrofinanz Institut e. V.）

という登録社団が、マイクロファイナンス機関の認証を行っている。DMIはマイクロ

ファイナンス機関に対して、認証を付与するのみならず各種トレーニングプログラム

を提供する等している254。さらに政府からの支援としては、連邦経済技術省が欧州復

興計画（European Recovery Program）と欧州社会基金（European Social Fund）か

ら資金を得て発足させた、Mikromezzaninfonds Deutschland（Micro mezzanine fund 

Germany）などの取り組みがある255。 

 

(2) 金融包摂政策における国、自治体、郵便局、銀行の関わり 

ドイツにおける金融包摂の水準は高い。ドイツでは、資金決済やデビットカード・

クレジットカードの利用等において、振替口座の保有が前提となるが、Deutsche 

Bundesbank の 2021 年の調査では、18 歳以上の振替口座へのアクセス率は 99%、自

己名義の振替口座の保有率は 98%であった256。高い口座保有率の一つの背景として挙

げられるのは、純然たる利潤追求よりも公益性等を重視する貯蓄銀行や信用協同組合

の存在であろう。どの銀行の振替口座を所有しているかという問いに対し、46%が貯

蓄銀行（含む州立銀行）、26%が信用協同組合と回答している。口座へのアクセス方

法では、オンラインバンキングの利用率が 75%であり、そのうち 70%が銀行ウェブサ

イト経由、58%が銀行アプリ経由、5%がサードパーティ製アプリを通じてアクセス

している。因みに、2020 年調査では、オンラインバンキング利用者のうち 8～9 割が

振込、残高・取引内容確認をしている一方で、オンラインバンキングで株式取引を行

う人は数パーセントであった257。ドイツでは基本的な金融サービスへのアクセスにお

いて、銀行のオンラインバンキングは一定程度普及していると評価されるだろう。 

 
252 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:EN:PDF（閲覧日:2023年 8月 7日） 
253 農林中金総合研究所、「EUにおけるマイクロクレジットの動向」、農林金融 2015年 12月号、

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1512re1.pdf 
254 http://www.mikrofinanz.net （閲覧日:2023年 8月 7日） 
255 https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de （閲覧日:2023年 8月 7日） 
256 Deutsche Bundesbank, “Payment behaviour in Germany in 2021”, 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/894118/6c67bcce826d5ab16a837bbea31a1aa9/mL/zahlungsverhalten-in-

deutschland-2021-data.pdf 
257 “Payment behaviour in Germany in 2020”  

https://www.bundesbank.de/resource/blob/858022/39ffce4b91be59675121ed29b25ac277/mL/zahlungsverhalten-in-

deutschland-2020-data.pdf 
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世界銀行の統計によると、10 万人当たりの銀行支店数258は 9.4（2020 年時点）で

あり、EU の平均（21.1 店）や高所得国の平均（17.4 店）（2021 年時点）を下回って

いる。しかしながら、10万人当たりの ATM数は 116.77台（2021年時点）259であり、

EUの平均（62.72台）や高所得国の平均（62.66台）（2021年時点）260を大幅に上回

っている。ドイツでは、現金に対するアクセスが十分に確保されていると評価される。 

もっとも現実には、調査対象に含まれなかった等の理由から、銀行口座を持たない

人はドイツでも存在しており、政策対応が進められてきた。最近では、2016 年に

「決済口座法（Zahlungskontengesetz, ZKG）」が施行された261。ZKG には、銀行手

数料の透明性を高めたり、銀行間の競争を促進したりする目的と共に、これまでなら

口座保有が困難だった人の口座開設を銀行に求めたりするという金融包摂的な目的が

ある262。例えば、難民申請者のようにドイツ定住が認められていない人が銀行口座を

開設するのは困難だったが、ZKG 施行後、銀行は彼らに対して「基本決済口座

（basic payment account, Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen）」を提供

する義務を課せられた。基本決済口座は、従来の振替口座と機能が類似しているが、

欧州域内の居住者であれば恒久的な居住地が無くても開設でき、銀行が自らの裁量で

口座開設を拒否したり、口座を停止したりすることが認められていない点などが振替

口座と異なっている263。また、基本決済口座では当座貸越の提供は必須ではない。 

ドイツ貯蓄銀行協会（Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., DSGV）は 1958

年に消費者に対して金融アドバイスを行う機関（Beratungsdienst）である Geld und 

Haushalt を設立した。Geld und Haushalt は DSGV の社会的な取り組みとして国民の

金融リテラシー向上を目標に掲げ、貯蓄計画や保険、ローンなど幅広いテーマの講義

や教材を無料で提供している264。Geld und Haushalt の作成した予算計画ハンドブッ

クはアラビア語など多言語で提供されている。 

なお、ドイツでは郵便事業会社であるドイツポストに金融ユニバーサルサービスの

提供義務は課されていない。 

ドイツポストの郵便局では POSTIDENT と呼ばれる本人確認サービスを提供してい

る265。POSTIDENT はドイツのマネーロンダリング法（Geldwäschegesetz, GwG）の

要求に沿った本人確認プロセスで、GwG第 2セクションで規定された銀行や決済サー

ビス提供機関などが顧客と契約を締結する際に、金融機関に代わってドイツポストの

全国約 8,500 の郵便局やビデオチャット、アプリから本人確認をすることができる。

 
258 World Bank, “Commercial bank branches (per 100,000 adults)” 

https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5 （閲覧日：2024年 1月 31日） 
259  Deutsche Bundesbank, Payment Statistics, https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-

databases/time-series-databases/759784/759784?listId=www_szvs_zvs03 

  Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Current-
Population/Tables/liste-agegroups.html#480342より算出。（閲覧日：2023年 10月 20日） 

260 World Bank, “Automated teller machines (ATMs) (per 100,000 adults)” 

https://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5 （閲覧日：2024年 1月 31日） 
261 元々、こうした対応は EUレベルで取り組みが進められ、2014年に EUでは「決済口座手数料の比較可能性、決済口座

の変更、基本的機能を有する決済口座の利用に関する指令（Directive 2014/92/EU）」が制定された。ZKGは、この
EU指令を国内法化するために制定されたものである。 

262 BaFin, “ Payment Accounts Act: New rights for consumers - basic payment account, account switching help and fee 

transparency” 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2016/fa_bj_1606_zahlungskontengesetz_en.h
tml （2016年 7月 1日最終更新） 

263 BaFin, “Basic payment account”（2017年 7月 20日最終更新）, 

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node_en.html 
264 https://www.geldundhaushalt.de/ueber-uns/ 
265 https://www.deutschepost.de/de/p/postident/geschaeftskunden/identifizierungsverfahren/verfahren-postfiliale.html 

https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/759784/759784?listId=www_szvs_zvs03
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/759784/759784?listId=www_szvs_zvs03
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POSTIDENT を利用している銀行にはコメルツ銀行やヒポ・フェラインス銀行、オン

ライン専業銀行の ING-DiBa、comdirectなどがあり266、銀行支店の減少や物理拠点を

持たないオンライン専業銀行が普及する中、口座開設の手続きを容易にしている。 

 

(3) 提供される金融商品・サービス 

基本決済口座は出入金、口座引き落とし、送金、カード決済のサービス提供が義務

付けられている。また、基本決済口座は申請に応じて、差押保護口座

（Pfändungsschutzkonto, P-Konto267）と呼ばれる、債権者による差押の効力から保護

される口座としても機能することが出来るため、日常生活に必要な最低限の決済が保

障されている。 

(4) 政策評価と方向性 

上述のようにドイツの金融包摂のレベルは高いが、失業者・貧困層・債務者は排除

される傾向にあり、中小企業は信用供与に制限がある。貧困層家庭では金融に関する

知識が欠如しており、そのことが貧困を再生産することになるため、金融教育の義務

化を提案する専門家もいる。また、基本決済口座には当座貸越が付与されておらず流

動性リスクからの保護が十分でないとして、公的補助による基本決済口座への当座貸

越機能の導入の必要性が指摘されている268。 

また、中東やアフリカ出身の難民に対する調査によれば、金融取引と貯蓄は主に現

金で行われており、より複雑な金融商品や保険は利用されていないこと、金融リテラ

シーをほとんど持っていないことから、難民は金融包摂から除外されていると指摘さ

れている。難民の金融包摂には、言語的ハードルおよび社会文化的ハードルの双方を

解決する必要があるとされている269。このほか、カスタマイズした形での金融教育や

消費者保護の強化、起業の支援、ステークホルダーである政府、NGO 等、金融機関

やフィンテックの間の調整なども提言されている270。 

このほか、2022 年 10 月に発表された研究論文「ドイツにおける成人の金融リテラ

シーに関する調査結果」271では、オンラインによる金融サービスの提供が拡大する今

日の状況下では、金融リテラシーの定義をデジタルリテラシーも含む幅広いものに再

考すべきと提言している。また、金融機関が提供している金融教育に関するオンライ

ンツールや金融ポータルが、必ずしも消費者のニーズに合致していないと指摘してい

るほか、学校での金融教育はより実務的なアプローチを採用すべき等としている。 

 

 
266 https://www.deutschepost.de/de/p/postident/geschaeftskunden/referenzen.html （閲覧日：2024年 5月 28日） 
267 給与、社会扶助、贈与など収入の種類に関係なく、1月当たり 1,410ユーロ（2023年 7月 1日時点）までの金額を保護

する。https://www.bmj.de/DE/themen/wirtschaft_finanzen/zwangsvollstreckung/pfaendungsschutzkonto/pfaendungs

schutzkonto_node.html 
268 Neuberger, D. (2015). Financial Inclusion, Regulation, and Education in Germany (No. 530). Asian Development Bank 

Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/160699/adbi-wp530.pdf 
269 Arnold, E. A., Neuberger, D., Seukwa, L. H., & Ulbricht, D. (2018). Finanzielle Allgemeinbildung Geflüchteter in 

Deutschland: Eine qualitative Pilotstudie (No. 153). Thünen-Series of Applied Economic Theory-Working Paper. 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/174509/1/1013727088.pdf 

270 https://www.european-

microfinance.org/sites/default/files/document/file/Financial%20Inclusion%20of%20German%20Refugees.pdf 
271 Michael Schuhen,et al (2022). “Financial Literacy of Adults in Germany FILSA Study Results”, Journal of Risk and 

Financial Management, 2022, 15, 488,  https://www.mdpi.com/1911-8074/15/11/488 （閲覧日：2023年 8月 7日） 
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3. その他 

(1) 顧客データを活用したビジネス動向 

Fidor は、顧客同士が自由に意思疎通を行うためのオンライン・コミュニティを設

置しており、顧客はこのコミュニティにおいて、サービスの利用方法等に関して相互

に質問・助言したり、サービスを評価したり、新商品を提案したりする。Fidor はこ

うした仕組みから 2 つの恩恵を受ける。第 1 に、投資額の抑制である。基本的な金融

サービス以外は、連携先の FinTech 企業が提供するため、同行の IT コストは顧客一

人当たり 15 ドルと、他行の 10 分の 1 以下の水準になっているという。第 2 に、低コ

ストでのデータ収集・活用である。オンライン・コミュニティは、コールセンターの

設置コストの削減に寄与するだけではなく、そこでの行動履歴が、顧客の金融取引の

情報と共に AI で分析され、対顧客マーケティングや迅速なサービス提供に活用され

る272。 

オープンバンキング・サービスを提供するフィンテックに Rasinがある273。2012年

の創設で“Banking-as-a-Service solusions”をコンセプトに、預金者が複数の金融機

関の口座から最も有利な金利の口座を選べるプラットフォームを提供している。2021

年6月にB2B預金プラットフォームを提供するDeoisit Solutiontoとの統合を果たし、

欧州有数の大手オープンバンキング・フィンテック企業となった。Aviva、Credit 

Agricole Consumer Finance、Deutsche Bank 等、30 カ国以上の 400 を上回る金融機

関と協働している。 

 

(2) 高齢化対策 

OECDによれば、2022年のドイツの高齢化率は 22.13%であり欧州で最も高齢化の

進んだ国のひとつである274。2020 年のドイツの年齢の中央値は 46 歳であり、2045

年には 49.2 歳に上昇すると予想されている。地域別に見ると、大都市、ドイツ南部、

北西部の年齢中央値が 36〜44 歳と若い一方で、ドイツ西部、農村地域では国全体の

中央値 46 歳付近であり、ドイツ東部の自治体では 48〜53 歳と高齢化が進んでいる

275。 

ドイツ銀行協会が 2020 年に実施した調査では、高齢者が自らの資産管理に興味を

持っていること、Covid-19 により高齢者もオンラインバンキングの利用が高まって

いることが明らかになった。また、現役世代（19歳～59歳）と 60歳以上で現金の引

出方法やコロナ後の銀行支店訪問の割合にも大きな差はなかった。ただし重視する

銀行サービスについて、高齢者は支店へのアクセスのしやすさ（高齢者 86%、現役

世代 77%）と個人的なアドバイス（同 80%、75%）を依然として重視している。コ

ロナ以前から支店減少が長期的なトレンドとなっている中で、今後は高齢者にもデ

ジタル金融サービスが普及すると予測されている276。 

高齢者もデジタル金融サービスの利用が必須となりつつあるが、デジタルリテラ

シーの不足が大きな問題となっている。高齢者の利益団体として BAGSO（Federal 

 
272 中野悠理（2017） 「FinTech時代における金融機関の戦略」 
273 https://www.raisin.com/en/about-raisin/（閲覧日：2023年 8月 7日） 
274https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm （閲覧日：2024年 5月 28日） 
275 OECD/KIPF (2020), "The fiscal impact of population ageing in Germany: An unequal challenge for different levels of 

government", in Kim, J. and S. Dougherty (eds.), Ageing and Fiscal Challenges across Levels of Government, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6a9e8863-en. 

276 https://bankenverband.de/blog/seniorenstudie-kunde-bank-beziehung-der-generation-60/ 

https://www.raisin.com/en/about-raisin/
https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm
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Association of Senior Citizens’Organization）があるが、高齢者のサイバースペース

への“包摂”を、政策担当者や高齢者本人に呼びかける運動を展開している。高齢

者に対しては、自身が金融機関にスマホのアプリ等の操作について支援を求める声

を上げるべきと主張している277。BAGSO では、高齢者のデジタルリテラシーの向上

を図るべく、「デジタル化と高齢者向け教育（Digitization and education for older 

people）」のサービス拠点を設け支援を行うなどしている278。ただし、このような取

り組みについては、団体の自発的なコミットメントにとどまっている279。 

Bafin では、高齢者が詐欺被害を受けやすいこともあり消費者保護の観点から、

BAGSOとの協力で、高齢者向けパンフレット”Investing money during retirement” 280

の発刊や、担当者が、デジタル金融サービスや詐欺・不正等のリスク等について、

直接質問を受け付けるウェビナー形式のセミナーの開催、トラブルに陥った際のヘ

ルプライン（無料）の設置を行っている281。金融機関では、接客担当者を対象にセミ

ナー形式等の訓練プログラムを実施し、詐欺被害を防止すべく高齢者による多額の

預金引き出し等について注意喚起を促すといった取り組みを行っているところもあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
277 https://www.reuters.com/business/finance/age-before-apps-revolt-galvanises-europes-elderly-savers-2022-02-17/（閲

覧日：2022年 8月 22日） 
278 https://www.bagso.de/projekte/servicestelle-digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen/(閲覧日：2022年 8月

22日) 
279 Michael Schuhen,et al (2022). “Financial Literacy of Adults in Germany FILSA Study Results”, Journal of Risk and 

Financial Management, 2022, 15, 488,  https://www.mdpi.com/1911-8074/15/11/488 （閲覧日：2023年 8月 7日） 
280 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_b_geldanlage_im_ruhestand.html（閲覧日：2022

年 8月 22日） 
281 OECD (2020), “Financial Consumer Protection and Aging Population”, https://www.oecd.org/finance/Financial-

consumer-protection-and-ageing-populations.pdf  
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